
（平成２３年８月２４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 22 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 112 件

国民年金関係 40 件

厚生年金関係 72 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

兵庫国民年金 事案 2608 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から２年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から２年１月まで 

    平成 19年に年金記録を確認すると、未納期間があると分かったが、私は、

平成２年３月にＡ市役所へ夫婦二人で赴き、国民年金の加入手続を行った際、

国民年金の担当者から、国民年金に加入義務があることと、２年前に遡って

納付できることを聞き、夫からも、２年遡って納付するよう強く言われたの

で、申立期間の国民年金保険料を納付した。２年遡れると聞いて、10 か月

だけ残して納付するようなことはしないので、現在の年金記録に納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 10 か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間以降の国

民年金の加入期間に国民年金保険料の未納は無く、納付意識の高さがうかがえ

る。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番

号は、平成２年３月に払い出されており、当該時点において、申立期間の国民

年金保険料は現年度納付が可能である上、申立人は、申立期間直前の昭和 63

年４月から元年３月までの保険料を過年度納付していることがオンライン記

録により確認できることから、納付意識の高い申立人が、申立期間の保険料を

納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2609 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51年７月から 52年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年９月から 51年３月まで 

             ② 昭和 51年７月から 52年３月まで 

    私は、申立期間については実家の自営業を手伝っていた。国民年金のこと

は母親に任せており、その母親が納付済みとなっているので、私の分も納付

していたはずである。調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、申立期間は９か月と比較的短期間である上、申立人は、

昭和 51 年４月以降、申立期間を除き、国民年金加入期間について国民年金保

険料の未納は無いことが確認できることから、申立期間の保険料を納付してい

たとする申立人の母親の保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和51年10月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿により

確認できることから、この頃に国民年金の加入手続が行われたものと推認でき、

申立期間②の保険料は現年度納付することが可能である上、申立期間の保険料

を納付していたとする申立人の母親は、当該期間の保険料を納付していること

が確認でき、申立期間の保険料を納付しなかった事情も見当たらないことから、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間①について、上記の国民年金の加入時点において、申立期間

の一部については過年度納付が可能であるものの、大部分は既に時効により国

民年金保険料を納付することができない上、申立人に係る当時の国民年金被保

険者台帳である特殊台帳において、申立期間は未納であることが確認でき、過

年度納付した記録も見当たらない。 



 
 

   また、申立期間①の国民年金保険料を納付していたとする申立人の母親の国

民年金手帳記号番号は、昭和 49年 12月に払い出され、年金受給権を満たすた

めに、36 年４月まで遡って特例納付及び過年度納付していることが確認でき

ることから、申立期間の保険料を一緒に納付することはできなかったものと考

えられる。 

   さらに、申立人の母親が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を

納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名を複数

の読み方で検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和51年７月から52年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2631 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 60年４月から 61年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年３月まで 

    私は、結婚当初の昭和 59 年頃、将来的に年金を受け取れるかどうか分か

らないという情報をテレビや新聞等で聞き、国民年金保険料を納めていなか

った。結婚生活に慣れた頃、やはり、保険料は納めないといけないというこ

とを知り、Ａ市Ｂ役所で国民年金の加入手続を行い、未納期間について相談

した。 

    当時、まとまったお金が無かったが、自分なりに苦労してお金を貯め、区

役所から受け取った納付書で、３回に分けて計約 20 万円の保険料を納付し

たのに、申立期間の納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 60年４月から 61年３月までについて、国民年金保険

料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、62 年７月に払い出さ

れていることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認できることから、この頃に

加入手続を行ったものと推認され、この時点では、当該期間の保険料を過年度

納付することが可能であった。 

   また、申立人は、国民年金加入手続後に３回に分けて計約 20 万円の国民年

金保険料を納付したとしており、この金額は、昭和 60年４月から 61年３月ま

での保険料額（８万 880円）と、申立人の過年度納付が確認できる同年４月か

ら 62年３月までの保険料額（８万 5,200円）及び同年４月から同年７月まで

の保険料額（２万 9,600円）との合計額 19 万 5,680円とおおむね一致するこ

とから、申立人は、申立期間のうち、60年４月から 61年３月までの保険料に

ついても納付したものとみても不自然ではない。 



 
 

   一方、申立期間のうち、昭和 59年４月から 60年３月までについて、申立人

の国民年金加入手続が行われた時期からみて、当該期間は既に時効により国民

年金保険料を納付できない期間であり、申立人は、当該期間の保険料を納付で

きなかったものと考えられる。 

   また、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の国

民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立期間のうち、昭和 59 年４月から

60 年３月までの国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和60年４月から61年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2632 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年５月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年５月から平成元年３月まで 

    私は、昭和 63年＊月に 20歳に達した当初は国民年金には加入していなか

った。その後、「国民年金保険料が支払われていない。」との通知を受けたの

で、平成元年３月頃に父親と国民年金の加入手続を行い、11 か月分の保険

料を遡って納付した。 

    記録を確認したところ、遡って納付したはずの保険料が未納とされている

ことが分かった。よく調べて記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 11 か月と比較的短期間である上、申立人は、申立期間以外の国

民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しており、申立人の納付意識の高

さがうかがえる。 

   また、Ａ市の国民年金被保険者台帳では、申立人は平成元年 11月 10日に国

民年金の加入手続を行っていることが確認でき、この時点では、申立期間の国

民年金保険料を過年度納付することが可能であった上、オンライン記録におい

て、同年 12月 11日付けで納付書作成記録が確認でき、申立人に対して、申立

期間に係る過年度納付書が発行されたことが推認されるところ、これについて

同市では、この時期の納付書作成は、被保険者の依頼を受けて過年度納付書を

発行するよう社会保険事務所（当時）に連絡していたとしており、申立人の納

付意識の高さを踏まえると、申立人は、申立期間の保険料を過年度納付したも

のとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年４月から 10 年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月から 10年３月まで 

    私は、申立期間前後に収入が無く、国民年金保険料を納付できなかった。

市役所で国民年金について相談したところ、保険料の免除という制度を教え

られて申請を行い、後日、改めて申請免除手続を行った記憶もある。 

    ところが、私は、平成９年３月の保険料を免除承認されたとの通知は受け

取ったが、申立期間についての通知は送られてこなかった。市役所に尋ねた

ところ、「後日、通知されます。」と言われた記憶もある。１か月間のみ免除

が認められ、申立期間が免除期間とされていないことに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人は、申立期間の前月に当たる平成９年３月

の国民年金保険料の免除申請を同年４月 10 日に行っていることが確認でき、

Ａ市では、同年４月に申請免除手続を行った場合、申立期間である平成９年度

についても免除申請手続を案内していたとしている。 

   また、申立人は、当時、無職で収入が無かったとしており、同居していた申

立人の父親も年金生活者であったことから、国民年金保険料の申請免除が承認

された平成９年３月と同年４月以降の申立期間において生活状況に大きな変

化があったとは考え難く、申立期間についても免除申請が行われ、承認された

ものとみるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を免除されていたものと認められる。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4009 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を昭和 55年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を９万 2,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月１日から同年９月１日まで 

      ② 昭和 55年 12月 17日から 56年７月頃まで 

    私は、昭和 55年３月 25日にＢ社を退職して１か月以内にＡ社（法人登記

簿では、Ｃ社）という事業所にＤ職として勤務し、その後同社は経営難で倒

産したが、同事業所には１年以上は勤務したと思う。その証明として、同事

業所の寮にいたときに受け取った友人からの手紙の消印が 56 年３月２日に

なっている。 

しかし、申立期間①及び②の厚生年金保険の期間が欠落しているので調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の国民年金被保険者カードによると、申立人

は昭和55年４月１日に国民年金の被保険者資格を喪失していることが確認

できる上、申立人は、「入社当初、Ｄ職グループ長の助手として勤務し、同

グループ長が退職した後は独り立ちした。」と供述しているところ、当該グ

ループ長のＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日が同年５月20日

であることから、申立人が当該期間において同社で勤務していたことが推認

できる。 

また、Ａ社の元事務責任者は、「同社では、学校に通わせていた一部の者

を除き、従業員は入社して直ちに厚生年金保険に加入させ、給与から保険料



 

を控除していた。」と回答しているところ、オンライン記録により、同社に

係る厚生年金保険被保険者記録を有する 11 人に照会し、８人から回答があ

り、そのうちの６人（申立人と同職種二人を含む。）が「試用期間は無く、

入社後すぐに厚生年金保険に加入した。」と証言していることから、申立人

は申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 55 年９月

の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 2,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、元事業主

からは病気のため、聴取することもできず、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  ２ 申立期間②については、Ａ社は、昭和 55年 12月 17日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっており、当該期間は、同社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった日以降の期間である。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以降、同社の債権

者等により継続して事業が行われていたところ、同事業所に引き続き勤務し

ていた元従業員は、「同事業所は法人ではなく、厚生年金保険にも加入して

いなかった。」と証言している。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、昭和 55年 12月 17 日に国

民年金被保険者資格を取得し、同年同月分の保険料を納付していることが確

認できる。 

このほか、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により控除

されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4010 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 21 年６月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得した旨の届出を社会保険出張所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、

申立人のＡ社における厚生年金被保険者の資格喪失日は 23 年１月１日であっ

たと認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及

び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 21年６月１日から 23年５月 31日まで 

私は、昭和 21年４月にＡ社に入社し、約２年間、Ｂの部門で勤務したが、

当該期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得できない。なお、

Ｃによると、Ａ社に係る資格取得年月日の 21 年６月１日は確認できたが資

格喪失年月日が確認できないとのことであった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 21 年４月にＡ社に入社し、約２年間、Ｂの部門で勤務し

ていた。」と主張している。 

また、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）により、Ａ社における、申立人

と氏名及び生年月日が一致する基礎年金番号に統合されていない厚生年金保

険被保険者記録（資格取得日は昭和 21 年６月１日、資格喪失日は未記載）が

確認でき、申立人の当該事業所における勤務についての詳細な供述には信ぴょ

う性が認められ、当該未統合記録は申立人の記録であると認められる。 

さらに、昭和 21 年４月頃に整理されたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿を見ると、申立人の記録が記載されるべきページ（整理番号＊番か

ら＊番）が見当たらない。これについて、Ｄ事務センターでは、｢申立人の記

録が記載されるべきページについては、当センターでは保管しておらず欠落し

ている。｣と回答しており、社会保険出張所における記録管理に不備があった

ことがうかがえる。 



 

一方、昭和 23 年１月頃に書き換えられたＡ社に係る同被保険者名簿を見る

と、申立人の氏名は確認できない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、事

業主は、申立人が昭和 21 年６月１日に被保険者資格を取得した旨の届出を、

社会保険出張所に対し行ったものと認めるのが相当であり、Ａ社における厚生

年金保険被保険者の資格喪失日は 23年１月１日とすることが妥当である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法

の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、１

万円とすることが妥当である。 



 

兵庫厚生年金 事案 4011  

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 27 年７月１日に、船員保険被保険者の資格を取得

した旨の届出を社会保険出張所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、

同資格喪失日は、29 年９月１日であると認められることから、申立人に係る

船員保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   なお、申立期間に係る標準報酬月額については、3,000円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年７月１日から 29年９月１日まで 

    私は、申立期間については、Ａ県とＢ県を往復するＣ丸に、船長のＤと同

僚との３人で乗船していた。拠点が、Ｂ県からＡ県に移ってからは、Ｅ県や

Ｆ県にも行くようになり、距離が遠くなったので、手伝いの者が増えた。申

立期間についても、船員保険の記録が有る期間と同様に、Ｄ船長と一緒にＣ

丸に乗船していたので、船員保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間に、船長のＤを含む３人でＣ丸に乗船した。」と主張し

ているところ、オンライン記録によると、申立人は、昭和 29 年９月１日に当

該船長を含む同僚３人と共に、Ａ県において船舶所有者をＤとする船員保険の

被保険者資格を取得していることが確認できるものの、申立期間に係る被保険

者記録は確認できない。 

しかしながら、申立人に係る船員保険被保険者台帳（以下「旧台帳」という。）

によると、上記の被保険者記録の直前に、資格喪失日の記載は無いものの、Ｂ

県において、同じＤを船舶所有者として、申立期間の始期である昭和 27 年７

月１日に資格を取得したとする基礎年金番号に未統合の被保険者記録が確認

できる。 

また、当該未統合記録が記載されている船舶所有者Ｄに係る船員保険被保険



 

者名簿によると、申立人が申立期間当時、一緒に乗船していたとする元同僚も、

申立人と共に昭和 27 年７月１日に被保険者資格を取得していることが確認で

きる上、当該元同僚に係る旧台帳によると、申立人に係る旧台帳と同様、29

年９月１日からの当該船舶所有者に係る船員保険被保険者記録の直前に、資格

取得日を 27 年７月１日とし、資格喪失日の記載のない基礎年金番号に未統合

の被保険者記録が記載されている。 

さらに、Ｇ年金事務所では、「当該旧台帳に被保険者記録が記入された時期

が不明のため、明確な意味合いは不明であるが、Ｂ県で作成された当該旧台帳

に、他県（Ａ県）の記録が記載されているということは、管轄が移管された可

能性がある。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、船舶所有者は、申立人について、昭和 27 年

７月１日に船員保険の資格を取得した旨の届出を社会保険出張所に対し行っ

たものと認められ、申立人の同資格の喪失日は 29 年９月１日とすることが妥

当である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿及び旧台帳

に記載されている標準報酬月額の記録から、3,000円とすることが妥当である。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4012 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間のうち、昭和 25 年４月１日から同年５月１日までの期

間、同年８月１日から 26 年８月１日までの期間、同年８月１日から同年９月

１日までの期間、同年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間及び同年 12 月

１日から 27 年４月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資

格取得日に係る記録を 25年４月１日、資格喪失日に係る記録を同年５月１日、

Ｂ事業所における資格取得日に係る記録を同年８月１日、資格喪失日に係る記

録を 26年８月１日、Ｃ事業所における資格取得日に係る記録を同年８月１日、

資格喪失日に係る記録を同年９月１日、同事業所における資格取得日に係る記

録を同年 10月１日、資格喪失日に係る記録を同年 11月１日、及び同事業所に

おける資格取得日に係る記録を同年 12 月１日、資格喪失日に係る記録を 27

年４月１日にそれぞれ訂正する必要がある。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 25 年４月は 7,000 円、25

年８月から 26年７月までの期間、同年８月、同年 10月及び同年 12月から 27

年３月までは 8,000円とすることが必要である。 

    なお、事業主は申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年４月から 28年８月まで 

    私は、昭和 25年４月頃にＤ事業所に入社し、28年８月頃に退社するまで、

Ｅ業務等をしていたにもかかわらず、当該期間の厚生年金保険の被保険者記

録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ Ｆ県から提出のあった「前渡資金支払証 憑 書
しょうひょうしょ

」（以下「証憑書」という。）

によると、申立人は、申立期間のうち、昭和 25 年４月１日から同年５月１

日まではＡ事業所に、同年８月１日から 26 年８月１日までの期間はＢ事業



 

所に、同年８月１日から同年９月１日までの期間、同年 10 月１日から同年

11 月１日までの期間及び同年 12 月１日から 27 年４月１日までの期間はＣ

事業所にそれぞれ勤務し、当該期間について、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが確認できる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、Ｆ県から提出のあった証憑書

の記録から、昭和 25年４月は 7,000円、同年８月から 26年８月までの期間、

同年 10 月及び同年 12 月から 27 年３月まではそれぞれ 8,000 円とすること

が妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、当該事業所は既に閉鎖されており関連資料等が不明である

としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出

された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこと

になるが、いずれの機会においても社会保険出張所（当時）が当該届出を記

録していないとは、通常の処理では考え難いことから、事業主から当該社会

保険出張所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保

険出張所は、申立人に係る昭和 25年４月１日から同年５月１日までの期間、

同年８月１日から 26 年８月１日までの期間、同年８月１日から同年９月１

日までの期間、同年 10 月１日から同年 11月１日までの期間及び同年 12 月

１日から 27 年４月１日までの期間に係る厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主はこれらの期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、昭和 26 年 11 月の給与からの厚生年金保険料の控除に

ついては、証憑書によると、厚生年金保険料控除額欄が空白になっており、

27年４月については、同欄が「０」と記載されていることが確認できる上、

25 年５月から同年７月までの期間、26 年９月及び 27 年５月から 28 年８月

までの同保険料の控除については、Ｆ県では、「当該期間の申立人について

は証憑書が確認できない。」と回答していることから、申立人に係る当該期

間の保険料控除を確認することができない。 

また、申立人は、Ｄ事業所における元上司、元同僚の氏名を記憶していな

いため、同僚等の調査を行えず、申立人の当該期間に係る勤務実態、厚生年

金保険料の控除等を確認することができない。 

  このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が当該期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4013 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和

41年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年９月 30日から同年 10月１日まで 

    私は、昭和 29 年１月からＢ県に本社があったＣ事業所（現在は、Ｄ社）

に入社し、 平成 12年に関連会社のＡ社を退職するまで会社名称は変わった

が継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間の同社Ｅ工場から同社Ｆ

工場への異動の際の厚生年金保険被保険者記録が欠落していることに納得

ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人に係る雇用保険の被保険者記録及びＡ社からの回答から判断すると、

申立人は同社に継続して勤務し（昭和 41年 10月１日に同社Ｅ工場から同社Ｆ

工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 41年

８月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届確認通知書」には、申

立人の資格喪失日が昭和 41年９月 30日と記載されており、事業主は誤って届

け出たことを認めていることから、事業主がオンライン記録どおりの届出を行

い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その



 

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 4014 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格取得日に係る記録を昭和 35年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 12月１日から 36年４月１日まで 

私は、昭和 35 年４月１日にＡ社に営業職員の指導員候補として入社し、

Ｃ支社Ｄ営業所に配属された。配属後の８か月間は、現場で営業に従事し、

同年 12月１日から指導員見習となり、38年に別の支社に異動するまでＤ営

業所で継続して勤務していた。 

しかし、国の年金記録では、昭和 35 年 12 月１日から 36 年４月１日まで

の厚生年金保険の加入記録が無いので、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が提出した人事記録により、申立人は、申立期

間にＡ社で継続して勤務していたことが確認できる。 

また、Ｂ社の人事担当者は、「申立人は、申立期間の前後を通じ、継続して

Ａ社に勤務しており、申立期間において給与から厚生年金保険料が控除されて

いたと考えられる。」と回答している。 

さらに、上記の人事担当者は、「Ａ社では、昭和 33年頃から、内勤の事務職

員に係る厚生年金保険は、支社ごとの適用ではなく、本社で一括適用する方式

に変更された。」と回答している。 

加えて、申立人がＡ社に同期入社したと記憶する元同僚は、「私は、申立人

と同様に、昭和 35 年４月１日に営業職員の指導員候補として同社に入社して

Ｃ支社Ｄ営業所に配属され、最初の８か月間、営業を行った後、同年 12 月１



 

日から指導員候補見習となり、その後も同営業所で勤務した。」と証言してい

るところ、オンライン記録によると、当該元同僚は、同年４月１日に同社Ｃ支

社で厚生年金保険被保険者資格を取得した後、同年 12 月１日に一旦資格喪失

し、同日に同社本社で同資格を再取得していることが確認できる。 

これらのことから総合的に判断すると、申立人は、申立期間にＡ社本社にお

ける厚生年金保険の被保険者として、同保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社に係る昭和

36 年４月１日の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000 円とするこ

とが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4015 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41年４月 17日から同年５月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、Ａ社における資格喪失日に係る記録及び同社Ｂ工場における

資格取得日に係る記録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を５

万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年４月 17日から同年５月１日まで 

             ② 平成４年５月１日から同年７月１日まで 

    Ａ社に昭和30年４月１日から平成４年３月31日まで継続して勤務してい

たはずなのに、年金記録に１か月の空白がある。 

その後、Ｃ社に平成４年４月１日から６年４月 30日まで勤務した期間に

も、入社から２か月の空白がある。調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①について、Ａ社が保管する申立人に係る人事記録及び雇用保険被

保険者記録から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 41 年４

月１日に同社から同社Ｂ工場に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における

昭和 41 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 6,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



 

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

申立期間②について、申立人は、Ｃ社に係る平成４年５月１日付けの辞令を

所持している。 

しかしながら、Ｃ社から提出された社員名簿によると、申立人の入社日は平

成４年７月１日と記載されていることが確認できる。 

また、雇用保険被保険者記録によると、申立人は、平成４年７月１日に被保

険者資格を取得していることが確認でき、オンライン記録と一致している上、

申立人は、当該資格取得により、同年８月６日に再就職手当を受給している

ことが確認できる。 

さらに、元給与事務担当者は、「雇用保険と厚生年金保険の資格取得日は同

一日として届出を行っていた。」と証言している。 

   このほか、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4016 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係

る記録を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月 20日 

② 平成 19年７月 20日 

    私は、平成 16 年 12 月 20 日頃にＡ社から、また、19 年７月 20 日にＢ社

からそれぞれ賞与の支給を受けたが、国の年金記録では、いずれも記録が無

いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、申立人から提出された申立期間②に係る賞与支払

明細書により、申立人は、その主張する標準賞与額（２万円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主から回答が無く、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与支払額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間①については、事業所から提出された申立人の平成 16 年分退職

所得給与所得に対する所得税源泉徴収簿によると、申立期間①に係る賞与の

支給及び厚生年金保険料の控除が無いことが確認できる。 

また、申立人から提出された平成 16年分の給与所得源泉徴収票における



 

給与賞与の支払金額及び社会保険料等の金額は、上記の 16 年分退職所得給

与所得に対する所得税源泉徴収簿における給与等の総支給金額及び社会保

険料等の控除額と一致することが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の賞与から

厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたものと認めることはできな

い。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4017 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社おける資格喪失日に係る記録及び

同社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を昭和 23年３月 18日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を同年３月から同年７月までは 600円、同年８月及び同

年９月は 8,100円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正２年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年３月 17日から同年 10月１日まで 

申立期間に係るＡ社の年金記録に不備がある。記録の訂正を願う。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する社員記録表、同社が発行した申立人に係る在籍証明書及び雇

用保険被保険者記録から判断すると、申立人は同社に継続して勤務し（昭和

23年３月 18日に同社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の厚生年金保険被保険者

台帳（旧台帳）における昭和 23 年２月及び申立人のＡ社Ｂ支店における同年

10月の社会保険事務所（当時）の記録から、同年３月から同年７月までは 600

円、同年８月及び同年９月は 8,100円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事



 

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4018  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち昭和 45年３月２日から 46年９月１日までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を 45年３月から 46年３月までは８万円、同年４月から同年８月ま

では 10万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月２日から 48年７月１日まで 

 Ａ社に勤務していた期間における、標準報酬月額に誤りがあるので、調査

の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給与

支払明細書により確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間のうち、昭

和 45年３月から 46年３月までは８万円、同年４月から同年８月までは 10万

円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、給与支払明細書において確認できる保険料控除額と社会保

険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が、申立期間について、長期



 

間にわたり一致していないことから、事業主は給与支払明細書で確認できる保

険料控除額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 46年９月１日から 48年７月１日までの期間に

ついては、申立人は当該期間に係る給与支払明細書等を所持しておらず、閉鎖

登記簿謄本により、Ａ社は 50年８月＊日解散、平成３年 10月＊日閉鎖してい

ることが確認できる上、当該期間当時における元事業主及び給与事務担当者は

既に死亡していることから、当該期間における申立人の給与支給額及び厚生年

金保険料控除額を確認することはできない。 

このほか、申立人の当該期間に係る給与支給額及び保険料控除額を確認でき

る資料は無く、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4019 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事後訂正の結果、平成

18 年７月から 19 年８月までは 20 万円、同年９月から 20 年１月までは 19 万

円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当す

ることから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の９万 8,000円

とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給料から控除されていたと認められる

ことから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、18 年７月は 15 万

円、同年８月は 16万円、同年９月から同年 12月までの期間は 20万円、19年

１月は 15 万円、同年２月は 17 万円、同年３月は 20 万円、同年４月から同年

11月までの期間は 16万円、同年 12月から 20年１月までの期間は 12万 6,000

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女   

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月３日から 20年２月１日まで 

    私の年金記録では、平成 18年７月から 20年１月までの標準報酬月額の記

録が給料の支給額より低かった。Ａ社が、標準報酬月額算定基礎訂正に関す

る届出を行ったので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

９万 8,000円と記録されたが、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 22年 12月に、18年７月から 19年８月までの期間は 20万円、

同年９月から 20年１月までの期間は 19万円に訂正されたところ、厚生年金保

険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、



 

当該訂正後の標準報酬月額（19万円及び 20 万円）ではなく、当初記録されて

いた標準報酬月額（９万 8,000円）となっている。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。  

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出のあった

給料明細書及び賃金台帳において確認できる厚生年金保険料額又は報酬月額

から、平成 18年７月は 15万円、同年８月は 16万円、同年９月から同年 12月

までの期間は 20万円、19年１月は 15万円、同年２月は 17万円、同年３月は

20 万円、同年４月から同年 11 月までの期間は 16 万円、同年 12 月から 20 年

１月までの期間は 12万 6,000円とすることが妥当である。  

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る申立期間の報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対

して誤って提出したことを認めており、また、申立てに係る報酬月額の訂正の

届出を、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 22年 11月

に年金事務所に対して提出したことが確認できることから、年金事務所は、申

立人に係る申立期間の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料（訂正前の標準報酬月

額（９万 8,000円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。  

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 14年１月から 15年 12月までを 36万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年 11月 22日から 16年３月 20日まで 

平成 11年 11月 22日から 16年３月 20日までＡ社に勤務したが、給与月

額は勤務期間を通じて 36 万円であったのに、国の記録では、標準報酬月額

は 28万円となっている。調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が提出した年末調整

通知書等において推認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間のうち、平

成 14年１月から 15年 12月までを 36万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、年末調整通知書等において推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う

標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が、長

期間にわたり一致していないことから、事業主は、年末調整通知書において推

認できる保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告



 

知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

一方、申立期間のうち平成 11 年 11 月から 13 年 12 月までの期間、16 年１

月及び同年２月については、申立人は、給与明細書等を所持しておらず、当該

期間の報酬月額について確認することができない。 

このほか、申立人に係る当該期間の報酬月額や保険料控除額を確認できる資

料は無く、ほかに申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料、周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4056 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和24年６月１日から25年７月７日までの期間について、

Ａ社の事業主は、申立人が 24 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得

した旨の届出を社会保険出張所（当時）に行ったことが認められ、かつ、申立

人の同社における同資格の喪失日は 25 年７月７日であったと認められること

から、申立人に係る同資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当であ

る。 

申立期間のうち、昭和 25年７月７日から 26年３月 13日までの期間につい

て、Ｂ社の事業主は、申立人が 25 年７月７日に厚生年金保険被保険者資格を

取得し、26年３月 13日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険出張所に行っ

たことが認められることから、当該期間に係る同資格の取得日及び喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当であ

る。 

申立期間のうち、昭和26年３月13日から同年７月１日までの期間について、

Ｃ社の事業主は、申立人が 26年３月 13日に同資格を取得し、同年４月１日に

同資格を喪失した旨の届出及び同年同月同日に同資格を取得し、同年７月１日

に同資格を喪失した旨の届出を社会保険出張所に行ったことが認められるこ

とから、当該期間に係る同資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当であ

る。 

申立期間のうち、昭和 26年７月１日から 28年 11月１日までの期間につい

て、Ｃ社の事業主は、申立人が 26 年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得した旨の届出を社会保険出張所に行ったことが認められ、かつ、申立人の

同社における同資格の喪失日は28年11月１日であったと認められることから、

申立人に係る同資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 



 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 24年６月１日から 28年 12月頃まで 

私の夫は、申立期間にＤ社で勤務し、詳細な時期は不明であるが、当初は、

Ｅ職の仕事をし、その後、Ｆ職の仕事をしていたが、厚生年金保険の加入記

録が無いので、記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立代理人は、「当時、申立人が自分の名を本名の『Ｇ』でなく、『Ｈ』な

どと名乗ることがあった。」と供述しているところ、Ａ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿及び同社に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）により、申立人と生年月日が一致し、氏名が「Ｇ」の基礎年金番号に未

統合の被保険者の記録が確認できる。 

一方、当該未統合記録においては、昭和 24年６月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得している記録は確認できるものの、資格喪失日に係る記

録は無い。 

しかし、昭和 24年６月１日からＡ社で厚生年金保険被保険者記録を有す

る元同僚は、「申立人と一緒にＤ社の施設で勤務し、申立人はＥ職の仕事を

していた。」と証言している上、Ｉ県が保存している退職手当申請書による

と、申立人と生年月日及び本籍地が一致する「Ｊ」が、昭和 24 年６月１日

に採用され、25年７月７日に離職していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の厚生年金保

険被保険者記録であると認められ、申立人のＡ社における資格取得日は昭和

24年６月１日、資格喪失日は 25年７月７日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、8,000

円とすることが妥当である。 

２ Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と生年月日

が一致し、氏名が「Ｈ」で、厚生年金保険被保険者資格取得日が昭和 25 年

７月７日、同資格喪失日が 26年３月 13日と記録されている基礎年金番号に

未統合の被保険者の記録が確認できる。 

また、申立代理人は、「詳細な時期は不明であるが、申立人は、申立期間

当時、Ｅ職の仕事をしていた。」と供述している上、当該未統合記録は、上

記１の未統合記録と同一の記号番号であることが確認できる。 



 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の厚生年金保

険被保険者記録であると認められ、申立人のＢ社における資格取得日は昭和

25年７月７日、資格喪失日は 26年３月 13日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、8,000

円とすることが妥当である。 

３ Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同社に係る旧台帳に

より、申立人と生年月日が一致し、氏名が「Ｈ」で、厚生年金保険被保険者

資格取得日が昭和 26年３月 13日、同資格喪失日が同年４月１日と記録され

ている基礎年金番号に未統合の被保険者記録、及び生年月日の一部が申立人

のそれとは相違（２年生）するが、氏名が「Ｈ」で、同資格取得日が 26 年

４月１日、同資格喪失日が同年７月１日と記録されている基礎年金番号に未

統合の被保険者の記録が確認できる。 

また、申立代理人は、「詳細な時期は不明であるが、申立人は、申立期間

当時、Ｄ社でＦ職の仕事をしていた。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、当該２つの未統合記録は、申立人の厚生

年金保険被保険者記録であると認められ、申立人のＣ社における前者の記録

に係る資格取得日は昭和 26年３月 13日、資格喪失日は同年４月１日、後者

の記録に係る資格取得日は同年同月同日、資格喪失日は同年７月１日である

と認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、8,000

円とすることが妥当である。 

４ Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と生年月日

が一致し、氏名が「Ｈ」の基礎年金番号に未統合の被保険者の記録が確認で

きる。 

一方、当該未統合記録においては、昭和 26年７月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得している記録は確認できるものの、資格喪失日に係る記

録は無い。 

しかし、Ｃ社において申立期間に厚生年金保険の加入記録を有する元同

僚は、「申立期間に申立人と一緒にＤ社で勤務していた。」と証言している上、

当該未統合記録は、上記３における後者の未統合記録と同一の記号番号であ

ることが確認できる。 

また、Ｃ社の元同僚は、「戦争終結による人員整理のため、昭和 28 年 11

月に私や申立人を含む多数の者が退職した。」と証言しているところ、オン

ライン記録によると、当該元同僚は同年 11 月１日に厚生年金保険被保険者

資格を喪失していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の厚生年金保

険被保険者記録であると認められ、申立人のＣ社における資格取得日は昭和

26年７月１日、資格喪失日は 28年 11月１日であると認められる。 



 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、8,000

円とすることが妥当である。 

５ 申立期間のうち、昭和 28年 11月１日から同年 12月頃までの期間につい

ては、上記４のとおり、Ｃ社の元同僚の証言から、申立人が当該期間に同社

で勤務していなかったことが推認できる。 

また、Ｃ社に係る関係資料が保存されていないため、申立人の当該期間

における厚生年金保険の加入状況及び保険料控除について確認することが

できない。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚

生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年９月 13 日から 49 年９月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る

記録を 46年９月 13日、資格喪失日に係る記録を 49年９月１日とし、当該期

間の標準報酬月額を、46 年９月から 47 年９月までは２万 6,000 円、同年 10

月から 48年９月までは３万円、同年 10月から 49年８月までは３万 3,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 46年８月１日から 49年９月 30日まで 

私は、Ｃ社を退職し、２か月ぐらいしてからＡ社に勤務したが、同社に係

る厚生年金保険被保険者記録が欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間のうち、昭和 46年９月 13日から 49年９月１日までの期間につ

いては、Ｂ社の現在の事業主及び複数の元同僚が、申立人が、Ａ社で勤務し

ていたことを証言している上、雇用保険の記録によると、申立人は、当該事

業所において、46年９月 13日に被保険者資格を取得し、49年８月 31日に

離職したとする被保険者記録が確認できる。 

また、Ｂ社では、「当時の関係書類は残存していないため、申立人の厚生

年金保険の加入及び保険料の納付状況は不明であるが、従業員は厚生年金保

険や雇用保険に加入させていた。雇用保険に加入していれば、厚生年金保険

にも加入していると思う。」と回答している。 

さらに、申立人が一緒に修理の仕事をしていた元同僚として名前を挙げた

一人は、「申立人と一緒に修理の仕事をした。申立人は正社員として勤務し

ていたと思う。」と証言している。 



 

加えて、申立期間において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格を有す

る元従業員 14人に照会したところ、回答のあった９人のうちの４人が、「従

業員は、全員厚生年金保険に加入しており、加入しない人はいなかったと思

う。」と証言している上、このうち２人は、「会社から何も言われなかった

が、厚生年金保険に加入している。」「入社するときは、１年の約束だった

が、何も言われず厚生年金保険に加入した。」とそれぞれ証言している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年９

月 13日から 49年９月１日までの期間において、Ａ社に継続して勤務し、当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同年代で同様の職種

であった元同僚の記録から、昭和 46年９月から 47年９月までは２万 6,000

円、同年 10月から 48年９月までは３万円、同年 10月から 49年８月までは

３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は納付したか不明と回答しているが、仮に、事業主

から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被

保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提出する機会があっ

たこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届

出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難い。このため、事業

主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46年９月から 49年８月まで

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚

生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、昭和 46 年８月１日から同年９月 12 日までの期間及び

49 年９月１日から 49 年９月 30 日までの期間については、Ｂ社では、申立

人が当該期間に勤務していたことを確認できる人事記録等は保管しておら

ず、Ａ社の元従業員から、申立人の当該期間における勤務に係る証言が得ら

れないことから、申立人の当該期間における在籍及び厚生年金保険の加入状

況等について確認できない上、当該期間に係る雇用保険の被保険者も見当た

らない。 

また、申立人は、「Ｃ社を退職し２か月ぐらいしてから、Ａ社に勤務し

た。」と供述しているところ、オンライン記録によると、申立人は、Ｃ社に

係る厚生年金保険被保険者資格を昭和46年７月31日に喪失していることが

確認でき、申立期間の始期である同年８月１日から勤務していたとは考え難

い。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな



 

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年８月１日から同年９月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認められることから、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額の記録を 10万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

たか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 11月１日から 39年４月 30日まで 

② 昭和 39年４月１日から 40年６月１日まで 

③ 昭和 43年４月１日から 45年９月１日まで 

④ 昭和 50年６月１日から 51年８月１日まで 

申立期間①について、私は、昭和 36年７月にＡ社Ｂ出張所から同社Ｃ本

社に転勤し、39 年４月にＤ社（後に、Ｅ社、現在は、Ｆ社）に移るまで給

料が下がったことはなかった。 

申立期間②から④までについて、手元に残っていたＤ社の給料支払明細

書の月給より、オンライン記録の標準報酬月額が低くなっている。 

申立期間①から④までの標準報酬月額を調査の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③のうち、昭和 45 年８月１日から同年９月１日までの期間につ

いては、申立人から提出されたＤ社に係る給料支払明細書により、申立人が、

当該期間においてオンライン記録により確認できる標準報酬月額（７万

6,000円）を超える報酬月額（10 万円）の支払を受け、当該報酬月額に基づ

く標準報酬月額（10 万円）に見合う厚生年金保険料（3,100 円）を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律



 

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合

う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、給料支

払明細書で確認できる厚生年金保険料控除額から、10 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ｆ社では、「合併前の事業所の資料は破棄されており、不明である。」

と回答しており、このほかに、確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、給料支払明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月

額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認

められない。 

２ 一方、申立期間③のうち、昭和 43年４月１日から 45年８月１日までの期

間及び申立期間④については、申立人から提出された給料支払明細書により

確認できる保険料控除額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額と同額であることから、特例法による保険給付の対象には当たらない

ため、あっせんは行わない。 

なお、申立期間③のうち、昭和 43年４月１日から 44年 11月１日までの

期間、及び申立期間④のうち、50年９月１日から 51年８月１日までの期間

については、オンライン記録における申立人の標準報酬月額は、当時の厚生

年金保険の標準報酬月額の最高額である。 

３ 申立期間①については、オンライン記録によると、申立期間①直前の昭和

36 年７月 20 日から同年 11 月１日までの４か月間の申立人の標準報酬月額

は３万 6,000円であり、Ａ社Ｃ本社における申立期間①の標準報酬月額（２

万 8,000 円）を上回っていることが確認できるところ、申立人は、「昭和

36 年７月に同社Ｂ出張所から同社Ｃ本社に転勤し、39 年４月にＤ社に移る

まで給料が下がったことはなかった。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社Ｂ出張所及び同社Ｃ本社に係るそれぞれの健康保険

厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）によると、申

立人は、当該４か月の期間、同社Ｂ出張所及び同社Ｃ本社において、それぞ

れ被保険者記録が確認でき、被保険者期間が重複しているところ、それぞれ

の被保険者記録における各月の標準報酬月額（同社Ｂ出張所は、３万円。同

社Ｃ本社は、２万 8,000 円）の合計が当時の標準報酬月額の最高額（３万



 

6,000円）を上回ることから、申立期間①のオンライン記録における標準報

酬月額が当該額と記録されていることが確認できる。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時

の事業主及び事務担当者は、所在不明であることから、申立人の申立期間①

当時の報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認できない。 

さらに、Ａ社Ｃ本社に係る被保険者名簿において、申立期間①に被保険

者記録を有する元従業員の生年月日及び標準報酬月額を見ると、申立人と同

年代の元従業員と比べて申立人の標準報酬月額が低額であるとは言えない

上、そのうち所在が確認できた 15人に照会し、11人から回答があったもの

の、申立人の給与から申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料が控除

されていたことをうかがわせる証言等は得られない。 

加えて、上記回答のあった 11人のうち 10人は、「自身の当時の月給額が

標準報酬月額と一致しているか否か分からない。」と証言しており、残りの

一人は、「当時の月給額と標準報酬月額が一致しない。」と証言しているもの

の、「保険料のことは分からない。残業が月 50時間以上あり、残業代が月給

（３万円程度）の２割程度（6,000円程度）を占めていた。残業代等の非固

定的賃金の変動が大きかった。」と証言しており、オンライン記録の標準報

酬月額を上回る保険料控除が行われていた事実を確認できない。 

４ 申立期間②については、申立人は、当該期間のうち、昭和 39 年４月から

同年 12 月までの給料支払明細書は保管しておらず報酬月額及び保険料控除

額を確認することができないが、申立人から提出されたＤ社に係る 40 年１

月から同年９月までの給料支払明細書によると、同年１月は厚生年金保険料

及び健康保険料（以下「社会保険料」という。）が控除されていないこと、

並びに、同年３月から同年９月までは社会保険料の差額調整（立替按分）が

行われていることが確認でき、申立人によると、「当時、会社設立当初で事

務が混乱し、保険料の引き忘れを清算されたと思う。」と供述しているとこ

ろ、当該明細書で確認できる差額調整を含めた社会保険料の合計額は、39

年４月から 40 年８月までのオンライン記録どおりの社会保険料の合計額を

下回っている。 

また、Ｆ社では、「合併前の事業所の資料は破棄されており、資料は保存

していない。」と回答している上、当時の事業主は死亡していることから、

申立人の申立期間②当時の厚生年金保険料控除の状況について確認できな

い。 

さらに、申立期間②のうち、昭和 39 年４月１日から 40 年５月１日まで

の期間については、オンライン記録における申立人の標準報酬月額は、当時

の厚生年金保険の標準報酬月額の最高額である。 

５ このほか、申立期間①から④まで（昭和 45年８月を除く。）について、申

立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与



 

から控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①から④まで（昭和 45年８月を除く。）について、

その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4059 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 19 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年９月は 10 万

4,000円、同年 10月及び同年 11月は 12万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住 所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19年９月１日から同年 12月 16日まで 

私は、平成 19年６月 24日からＡ社に勤務していた。同年８月までは、試

用期間のため、厚生年金保険には加入していないが、同年９月からは加入し

ていたはずである。厚生年金保険料が控除されていたことは、給料支払明細

書から確認できるので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する給料支払明細書及び平成 19 年分の源泉徴収票により、申

立人は、同年６月 24 日からＡ社で勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準報酬月額については、給料支払明細書により確認できる

保険料控除額から、平成 19 年９月は 10 万 4,000 円、同年 10 月及び同年 11

月は 12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から回答は得られないものの、Ｂ年金事務所が保管する申立人の申立期間に

係る健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届における資格取得日は平成 19

年 12月 16日であることが確認できることから、事業主が同日を資格取得日と

して届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年９月から

同年 11 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 4060 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 27年 10月 15日から 28年８月 29日までの期間につ

いては、事業主は、申立人が 27年 10 月 15 日に厚生年金保険被保険者資格を

取得し、28年８月 29日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険出張所（当時）

に行ったことが認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資

格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、4,500円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年７月頃から 28年８月頃まで 

私は、昭和 27年７月頃から 28年８月頃まで、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工

場で勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の加入記録が欠落している

ので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、「申立期間当時、本名ではなく、『Ｄ』や『Ｅ』と名乗ることが

あった。」と供述しているところ、ⅰ）Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の記録により、申立人と生年月日は一致しないものの、氏

名が「Ｄ」で、資格取得日が昭和 27年 10月 15日、資格喪失日が 28年８月

29 日と記録されている基礎年金番号に未統合の被保険者の記録、及びⅱ）

厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録により、申立人と生年月日は一

致しないものの、氏名が「Ｅ」で、上記被保険者名簿と資格取得日及び資格

喪失日等が一致する基礎年金番号に未統合の被保険者の記録が確認できる。 

また、申立人は、「Ａ社Ｃ工場には、故郷から集団就職した。」と証言し

ているところ、オンライン記録によると、申立人が同社同工場に一緒に集団

就職したと記憶する元同僚は、昭和 27 年 10 月 15 日に同社同工場で厚生年

金保険被保険者資格を取得していることが確認できる上、同社同工場に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において同年同月同日に同資格を取得



 

している複数の元同僚は、「申立人と一緒に集団就職した。」と証言し、その

うちの一人は「申立人は、入社後約１年で退職した。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の厚生年金保

険被保険者記録であると認められ、申立人のＡ社Ｃ工場における資格取得日

は昭和 27年 10月 15日、資格喪失日は 28年８月 29日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、4,500

円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、昭和 27年７月頃から同年 10月 15日までの期間につい

ては、申立人は、「Ａ社Ｃ工場で勤務し始めた時期は、よく覚えていない。」

と供述している上、上記１のとおり、申立人と一緒に同社に集団就職したと

する複数の元同僚は、同年同月同日に厚生年金保険被保険者資格を取得して

いることが確認できる。 

また、Ｂ社は、当時の関係資料を保存していないため、申立人の昭和 27

年７月頃から同年10月15日までの期間における厚生年金保険の加入状況及

び保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚

生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4061 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 32年３月 21日から 34年 12月 30日まで 

         ② 昭和 36年４月１日から 37年１月 25日まで 

Ａ事業所及びＢ社に勤務した申立期間に係る脱退手当金が支給されたこ

とになっているが、受給した記憶は無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金の計算の基礎とされている申立期間②に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票において、申立人の性別は、男性と記録されており、申立人

の年金記録の記録管理が適切に行われていたとは認め難い上、支給決定された

当時の制度では男性であれば脱退手当金の受給権が発生しないことから、適正

な事務処理が行われたとは言い難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間①及び②の間の被保険

者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求となっており、申

立人が失念するとは考え難い上、申立期間（２期間）と当該被保険者期間とは

同一の厚生年金保険被保険者台帳記号番号であることから、脱退手当金が支給

されていない被保険者期間が存在することは、事務処理上からみても不自然で

ある。 

さらに、申立人は申立期間②の厚生年金保険被保険者資格喪失後、国民年金

に加入するとともに、昭和 48年 12月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取

得するまでの間、国民年金保険料を未納無く納付していることから、当時、申

立人が脱退手当金を請求する意思を有していたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4062 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 16 年４月５日に支給されたインセンティ

ブ（精勤手当）について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の

標準賞与額に係る記録を７万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成７年２月１日から同年８月１日まで 

         ② 平成 16年４月５日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）でパートタイマーとして勤務していた期間のうち、

平成７年２月から同年７月までの期間の標準報酬月額が、実際に支給されて

いた給与額と比べて低額なので訂正してほしい。 

また、Ｃ社で契約社員として勤務していた期間のうち、平成 16年４月支

給のインセンティブ（精勤手当）から厚生年金保険料が控除されていたにも

かかわらず、厚生年金保険の被保険者記録に反映されていないので訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人から提出のあった 2004年（平成 16年）４月

分の給与明細書及びＣ社から提出のあった申立人に係る離職票賃金連絡表

によると、申立人に対して、同年同月にインセンティブ（精勤手当）が支給

され、申立人の主張する標準賞与額（７万 5,000円）に基づく厚生年金保険

料を事業主によりインセンティブから控除されていることが確認できる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、厚生年金保険料の納付を行っていなかったことを認めていることか

ら、事業主から社会保険事務所（当時）へのインセンティブに関する届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立期間②に係る保険料に



 

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間②に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間①について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準報酬月額を決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間①のうち、平成７年２月に係る標準報酬月額について、申立人

の主張する報酬月額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月

額と一致している。 

また、オンライン記録によると、申立人に係る平成７年２月１日付け標

準報酬月額改定は、同年４月 11 日に遡及して処理が行われていることが確

認できる上、申立人から提出のあった申立期間に係る給与明細書の内容を転

記したとするメモには、同年４月分給与の内訳として「厚生年金減額分

6,270」が還付されたとの記載が確認できるが、当該金額は、改定前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料と改定後の同保険料額との差額の２か月

分（同年２月分及び３月分）に相当する額であることが確認できる。 

一方、申立期間①のうち、平成７年３月から同年７月までの期間につい

て、申立人から提出のあった預金通帳を見ると、Ａ社から申立人に支給され

た給与振込額は、当該期間に係るオンライン記録の標準報酬月額を上回る額

であることが確認できる。 

しかしながら、 Ｂ社から提出のあった申立人に係る健康保険厚生年金

保険被保険者標準報酬決定通知書の副本によると、平成７年７月までの標準

報酬月額は 10 万 4,000 円であること、「８月から月変」との押印及び改定

後の標準報酬月額は 15 万円であることがそれぞれ確認でき、これらの記録

はオンライン記録と一致している。 

このことについて、Ｂ社は、「申立人においては、平成７年２月分の報

酬月額が低下したことから、特例措置に基づき、標準報酬月額の改定を行い、

その後、同年５月から同年７月までの平均報酬額が当該改定後の標準報酬月

額と２等級以上変動していることから、同年８月１日付けで標準報酬月額の

改定を行ったものと思われる。」と回答している。 

また、申立人から提出のあった平成７年分源泉徴収票の社会保険料等の

金額及び平成８年度市・県民税特別徴収税額通知書の社会保険料控除額を見

ると、ともに 20 万 107 円であることが確認できるところ、申立期間①の標

準報酬月額が申立人の主張する給与総支給額であった場合、その標準報酬月

額に見合う厚生年金保険料額とＤ健康保険組合から提出のあった申立人に

係る健康保険の標準報酬月額に見合う健康保険料控除額の合計額（雇用保険



 

料額を除く。）は、20 万 7,798 円となり、また、申立期間①の標準報酬月

額が７年２月１日付け改定前の標準報酬月額と同額（14 万 2,000 円）であ

った場合も、当該合計額は、21 万 3,408 円となり、いずれも当該源泉徴収

票等の社会保険料等の金額を上回ることとなるが、オンライン記録どおりの

標準報酬月額に見合う厚生年金保険料控除額の場合は、当該合計額は、19

万 5,918円となり、当該源泉徴収票等の社会保険料等の金額を下回ることと

なり、これに雇用保険料額を加算すると、当該源泉徴収票等の社会保険料額

に相当する額となることが確認できる。 

このほか、申立期間①について、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①について、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4063 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 12年６月１日から同年 10月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を、22万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

たか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住 所 ：  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 12年５月１日から同年 10月１日まで 

         ② 平成 12年 12月 30日から 13年１月 16日まで 

申立期間①について、「ねんきん定期便」を見ると、私がＡ社に勤務して

いた期間のうち、申立期間①の標準報酬月額の記録が実際に受け取っていた

給与支給額より低く記録されている。給与支給票を提出するので、申立期間

①の記録を訂正してほしい。 

申立期間②について、平成 12年 12月 25日支給の給与から、厚生年金保

険料が控除されているのに同社における資格喪失日の記録が 12 年 12 月 30

日となっており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について

申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

申立期間①のうち、平成 12 年６月１日から同年 10 月１日までの期間に

ついて、申立人から提出のあったＡ社の給与支給票から確認できる厚生年金

保険料控除額及び報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額は、いずれもオ



 

ンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出のあっ

た給与支給票に記載されている厚生年金保険料控除額から、平成 12 年６月

から同年９月までは 22万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①のうち、平成 12年５月１日から同年６月１日までの期

間については、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料控除

額及び報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額が

オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できることから、

当該期間については、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

２ 申立期間②について、申立人から提出のあったＡ社の給与支給票から、申

立人が平成12年12月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いることが確認できる。 

しかし、Ａ社は、「当時の資料は処分してしまったため申立人の勤務期間

については不明である。」と回答している上、申立人に係る雇用保険の記録

から、申立人の同社における離職日が厚生年金保険被保険者の資格喪失日の

前日である平成 12 年 12 月 29 日であることから、申立人の申立期間②に係

る勤務実態について、確認することができない。 

また、申立人は、退職日についての記憶が曖昧であり、申立人が名前を

記憶する上司及び同僚からは、申立人が申立期間②においてＡ社に継続勤務

していたことをうかがわせる供述を得ることができない。 

なお、厚生年金保険法では、第 19 条において、「被保険者期間を計算す

る場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格

を喪失した月の前月までをこれに算入する。」と規定されており、また、同

法第 14条において、「資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった

日の翌日。」と規定されていることから、申立人の資格喪失日は、平成 12

年 12 月 30 日であると認められ、申立人の主張する同年 12 月は、厚生年金

保険被保険者期間とはならない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者であった

ことを認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4064 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②及び③について、その主張する標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められること

から、当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18年７月 22日及び 19年８

月９日は 45万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 22日 

             ② 平成 18年７月 22日 

             ③ 平成 19年８月９日 

平成 17 年７月、18 年７月及び 19 年８月の賞与から厚生年金保険料の控

除がされているのに年金記録に欠落がある。調査の上、訂正願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③について、申立人が保管するＡ社に係る平成 18年７月 22

日及び 19 年８月９日の給与支払明細書（賞与）により、申立人は、当該期間

において、その主張する標準賞与額（45 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、元事業主は、「Ａ社は既に破産しており当時の経理の資料は一切所有し

ておらず確認できない。」と回答しており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。  

一方、申立期間①について、申立人は、Ａ社に係る平成 17年７月 22日の給



 

与支払明細書（賞与）を提出しているが、当該給与支払明細書（賞与）には、

「平成 16年 12月」を「平成 17年７月」に修正した形跡がある上、元事業主

及び当該事業所の顧問税理士事務所は、「17 年７月に賞与の支払はしていな

い。」、「17年７月についての賞与の支給は無い。」とそれぞれ回答しており、

当該明細書が、「平成 17年７月」のものであるとは認められない。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の賞与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4065  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 12年 12月から 13年９月までを 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。） を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年７月１日から 14年７月 26日まで 

 Ａ社に勤務していた期間における報酬月額と標準報酬月額にかい離があ

る。調査の上、当該標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であり、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給与

明細書、平成 13 年市民税・県民税特別徴収税額の通知書（納税義務者用）及

び同年分給与所得の源泉徴収票により確認できる保険料控除額から、申立期間

のうち 12年 12月から 13年９月までの標準報酬月額に係る記録を 26万円に訂

正することが妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して



 

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこと

から、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち平成 11年２月から同年８月までの期間、同年 10月か

ら同年 12月までの期間及び 13年 10月から 14年５月までの期間の標準報酬月

額については、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料控除額

及び報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額が、オン

ライン記録の標準報酬月額と一致又は低いことから、特例法による保険給付の

対象に当たらないため、記録訂正のあっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、平成９年７月から 11年１月までの期間、同年９月、

12年１月から同年 11月までの期間及び 14年６月の標準報酬月額については、

申立人は当該期間に係る給与明細書を所持していない上、Ａ社は、「当該期間

の人事及び社会保険に関する記録及び資料は、法定保管年限を超過したため処

分しており、申立人に係る給与及び保険料控除については不明である。」と回

答している。 

このほか、当該期間に係る給与支給額や保険料控除額を確認できる資料は無

く、ほかに申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



 

兵庫国民年金 事案 2610 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月から５年３月までの期間及び 11 年８月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年４月から５年３月まで 

             ② 平成 11年８月 

    私は、申立期間①当時は学生で、Ａ県に住んでいた頃、「20 歳になれば

学生でも年金加入の必要がある。」旨の通知が届いたため、書類に必要事項

を記入し、Ｂ銀行の口座から国民年金保険料が引き落されるように手続を行

った。また、平成 11年８月＊日に会社を退職し、同年９月に再就職したが、

退職時に国民年金に加入する必要があるとの説明を受けており、妻が国民年

金の加入手続を行い、申立期間②の保険料を納付した。妻は同月の保険料を

納付しており、妻が自身の保険料だけを納付し、私の保険料を納付しなかっ

たはずはないのでよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①当時は学生だったが、自身の口座から国民年金保険料

を納付する手続を行い、申立期間②については、会社退職後、申立人の妻が国

民年金の加入手続を行い、妻の保険料と一緒に納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、申立人の基礎年金番号は、平成９年１月当時、加入していた

厚生年金保険の記号番号で付番されている上、国民年金手帳記号番号払出簿検

索システムでＣ県及びＡ県内の全てについて申立人の氏名で検索したが、国民

年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらない。 

   また、申立人が所持する年金手帳において、国民年金手帳記号番号及び国民

年金の資格記録の記載は見当たらないことから、申立期間①及び②は国民年金

に未加入の期間であり、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付できなか

ったものと考えられる。 



 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 2611 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年12月から９年３月までの期間及び12年３月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年 12月から９年３月まで 

             ② 平成 12年３月 

    私が 20 歳に達した平成８年＊月から９年３月までは学生だったので、就

職する頃に母親が国民年金の加入手続を行い、まとめて国民年金保険料を納

付してくれた。その後、12 年３月に会社を退職したので、自身でＡ市役所

に行って国民年金の切替手続を行い、保険料を納付した。 

    母親は、生活に必要なお金を延滞したことは無く、私も、会社を退職した

ときには必ず厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、欠かさず保険

料を納付してきた。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成９年４月頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、申

立期間①の国民年金保険料を納付し、また、会社を退職した 12 年３月頃、自

身で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間②の保険料を納

付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金保険料納付の前提となる申立

人の基礎年金番号は平成９年２月に払い出されており、当該期間の保険料を現

年度納付することが可能であったものの、Ａ市の国民年金台帳に現年度納付の

記録は見当たらず、オンライン記録においても過年度納付の記録は見当たらな

い。 

   また、申立期間②について、申立人に対する国民年金の資格取得勧奨が、平

成12年９月21日付けで行われていることがオンライン記録で確認できること

から、申立人の国民年金加入手続は当該日以降に行われたものと推認され、同

年３月の会社退職直後に切替手続を行い、当該期間の国民年金保険料を納付し



 

たとする申立内容とは符合しない上、Ａ市の国民年金台帳及びオンライン記録

において、同年４月から同年 11月までの保険料を同年 11月２日に現年度納付

した記録が確認できるものの、申立期間②の保険料を過年度納付したとする記

録は見当たらない。 

   さらに、申立人の母親及び申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2612 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12年４月から同年 11月までの期間、13年３月から同年 10月

までの期間、14年３月から同年９月までの期間、14年 11月、同年 12月、15

年２月及び同年３月の国民年金保険料については、免除されていたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年４月から同年 11月まで 

             ② 平成 13年３月から同年 10月まで 

             ③ 平成 14年３月から同年９月まで 

             ④ 平成 14年 11月及び同年 12月 

             ⑤ 平成 15年２月及び同年３月 

    私は、平成９年に申請免除制度があることを知り、それ以後、毎年免除申

請を行っている。平成８年から住宅ローンの借入金があり、契約社員として

短期間で働いていたが、低収入だったため生活は苦しかった。老後が心配だ

ったので、年金受給権を得ようと努力していたにもかかわらず、申立期間が

申請免除期間とされていない現在の年金記録に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 12 年度、13 年度及び 14 年度について、国民年金保険料の

免除申請を行っていたので、申立期間①から⑤については、免除されているは

ずであると主張している。 

   しかしながら、平成 12年度について、申立人が平成 12年３月 21日付けで

厚生年金保険被保険者資格を喪失したことに伴う国民年金の資格取得日は、13

年10月22日付けで追加入力されていることがオンライン記録により確認でき

ることから、平成 12 年度当時、申立人は、国民年金に未加入であったものと

推認され、当該年度の国民年金保険料の免除申請ができなかったものと考えら

れる。 

   また、平成 13年度について、申立人の所持する平成 13年１月頃の預金通帳



 

の写しによると、同年１月 31日に市民税４期分として 2,000円が引き落とさ

れていることが確認できることから、申立人に対して平成 12 年度の市民税が

賦課されていたものと推認できるところ、この当時の保険料免除基準（改正平

成 11年６月 16日庁保発第 22号）では、「被保険者に、その年度分の市町村民

税が賦課されていないときは、当該被保険者の保険料は免除すること。」とさ

れており、申立人は、当該年度の国民年金保険料について、免除申請を行った

としても承認されなかったものと推認できる。 

   さらに、平成 14年度について、申立人は、平成 14年４月 26日にＡ市役所

で当該年度の国民年金保険料免除申請（免除申請区分「半額」）を行っている

ものの、申立人に係る前年の所得額が免除承認基準を超えていたため、同申請

が却下されたことが確認できる上、申立人は、当該年度のうち、同年 10 月及

び 15 年１月の国民年金保険料を過年度納付していることがオンライン記録に

より確認できる。 

   加えて、申立期間は３年度にわたっており、同一人に対して複数回の免除申

請の記録が全て欠落するとは考え難く、オンライン記録においても、申立期間

の国民年金保険料が免除された記録は見当たらない上、申立期間の保険料が免

除されていたことをうかがわせる周辺事情も存しない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2613 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年６月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年６月から 52年３月まで 

 私は、20歳当時は学生で姓は「Ａ」であったが、母親（「Ｂ」姓）が国民

年金の加入手続をＣ町役場で行い、国民年金保険料も納めてくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 53 年４月にＤ市において「Ｂ」姓で払い出されていることが国

民年金手帳記号番号払出簿で確認でき、前後の任意加入被保険者の資格取得日

により、同年３月頃に申立人の加入手続が行われたものと推認されることから、

この時点では、申立期間の一部は既に時効により保険料を納付できない期間で

ある。 

   また、申立人の国民年金加入手続が行われた時点からみて、申立期間の一部

の国民年金保険料は過年度納付することが可能であったものの、申立人に係る

当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、過年度納付の記録は見

当たらない上、申立人及びその母親からも保険料を遡って納付したとの主張は

無い。 

   さらに、申立人の氏名について「Ａ」姓を含む複数の読み名で検索を行うも、

上記とは別の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の母親及び申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2614 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年１月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男   

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から 55年３月まで 

    私は、昭和 49 年１月にＡ社を退職後、Ｂ市役所Ｃ出張所で国民年金の加

入手続を行った。その後、何回か集金人に国民年金保険料を納付したが、ア

ルバイト等をして生計を立てていたので、保険料を納付できなくなった。55

年４月から、Ｄ市で親戚が経営するＥ店に就職が決まり、未納になっていた

保険料を同市役所の窓口でまとめて納付したと思う。納付していたはずの申

立期間が未納とされており、詳しく調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 49 年１月頃にＢ市役所Ｃ出張所で国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を集金人に数回納付した後、55 年４月に

Ｄ市役所で未納となっていた保険料をまとめて納付したと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 57年 12月にＤ市で払い出されていることが国民年金手帳記号番

号払出簿で確認でき、申立人に係る同市の国民年金被保険者カードの記録には、

同年 11月 23日に届出したことが記録されていることから、申立人は同日に加

入手続を行ったものと推認でき、この加入手続時点では、申立期間は既に時効

により保険料を納付できない期間であり、申立人は、申立期間の保険料を納付

できなかったものと考えられる。 

   また、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳及びＤ市の

国民年金被保険者カードにおいて、昭和 57年 12月に 55年４月から 56年３月

までの国民年金保険料４万 5,240円を過年度納付した上、58年１月に、56年

４月から 57年３月までの保険料５万 4,000円を過年度納付し、57年４月から

同年 12月までの保険料４万 6,980円を現年度納付している記録が確認できる



 

ものの、申立期間の保険料を納付した記録は見当たらない。  

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2615 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年 12 月から平成元年３月までの期間、同年８月から同年

10月までの期間及び同年 12月から２年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年 12月から平成元年３月まで 

             ② 平成元年８月から同年 10月まで 

             ③ 平成元年 12月から２年３月まで 

    私は、Ａ社を退職後、昭和 63年 12月頃にＢ市役所で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料は、郵送されてきた納付書により近所の金融機関で

毎月納付していた。その後も、会社を退社した際は、同市役所で国民年金へ

の切替手続を行い、保険料を納付していた。間違いなく手続を行って保険料

を納付していたにもかかわらず、申立期間の納付記録が無いことに納得でき

ない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 63年 12月に会社を退職した後、Ｂ市役所で国民年金の加入

手続を行い、その後も、会社を退職後は同市役所で厚生年金保険から国民年金

への切替手続を行い、申立期間①､②及び③の国民年金保険料を納付していた

と主張している。 

   しかしながら、申立期間①、②及び③について、国民年金保険料納付の前提

となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年 12 月に払い出されている

ことが国民年金手帳記号番号払出簿で確認できることから、申立人はこの頃に

加入手続を行ったものと推認され、この時点では、当該期間は既に時効により

保険料を納付できない期間であり、申立人は、保険料を納付できなかったもの

と考えられる。 

   また、申立期間①及び②について、申立人に係るＢ市の国民年金マスターチ

ェックリストでは、平成４年 11月 20日を届出日として国民年金被保険者資格



 

の取得が記録されている上、申立期間③については、オンライン記録において、

19年 10月 12日付けで国民年金被保険者資格を追加入力した記録が確認でき

ることから、申立期間当時、申立人は国民年金の被保険者として管理されてい

なかったものと考えられる。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間①、②及び③の国

民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2616 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年８月から５年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月から５年１月まで 

    私は、「ねんきん特別便」を見て、社会保険事務所（当時）で年金記録の

照会を行ったところ、申立期間が未納となっていることが分かった。 

    学生期間の国民年金保険料については、母親が兄妹３人分を納付したと聞

いており、私の申立期間の保険料のみ未納となっている年金記録はおかしい

ので、第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主

張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年４月に申立人の妹と

連番で払い出されていることが確認できることから、この頃に申立人に係る国

民年金の加入手続が行われたものと推認され、当該加入手続の時点では、申立

期間のうち一部は既に時効により保険料を納付することはできない。 

   また、申立人は、上記国民年金手帳記号番号が払い出されて以降、平成５年

４月から６年３月までの国民年金保険料を同年 11 月４日に過年度納付し、５

年２月及び同年３月の保険料を７年３月 28 日に過年度納付していることがオ

ンライン記録により確認できるところ、当該納付日において、申立期間は既に

時効による納期限を経過していることから、申立人の母親は、申立期間の保険

料を納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人の母親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2617 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年 11月から 53年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 11月から 53年３月まで 

    私は、「ねんきん特別便」を見ると、申立期間の年金記録がおかしかった

ので、何度も記録照会を行ったが未納と回答された。 

    しかし、申立期間の国民年金については、昭和 48 年４月に、当時、私と

同居していた伯母宛てに私の母親から国民年金の加入について問い合わせ

があり、届出をしていなかった伯母が慌てて市役所で加入手続を行い、同時

に 47年 11月から 48 年３月までの国民年金保険料を遡って納付したと聞い

ている。また、同年４月以降の保険料は、伯母が自身の保険料と一緒にＡ出

張所で納付しており、49 年４月からは、兄も含めて３人分の保険料を納付

しているにもかかわらず、申立期間の私の保険料のみが未納となっている記

録はおかしいので、第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その伯母が昭和 48 年４月に、市役所で国民年金の加入手続を行

い、その際、47 年 11 月から 48 年３月までの国民年金保険料を納付し、以降

の保険料は、伯母自身の保険料と一緒に納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53年 12月に払い出され

ていることが確認できる上、Ｂ市の国民年金被保険者台帳によると、申立人は、

同年11月14日に国民年金に係る資格取得の届出を行っていることが確認でき、

48年４月に国民年金の加入手続を行ったとする申立内容とは符合しない。 

   また、上記加入手続の状況から、当該時点において、申立期間のうち一部は

既に時効により国民年金保険料を納付することはできず、昭和 51年 10月以降

は過年度納付が可能であるものの、上記Ｂ市の国民年金被保険者台帳及びオン



 

ライン記録のいずれにおいても、当該期間を過年度納付した記録は見当たらな

い上、申立人が所持する 52年４月から 53年３月までの３部つづり（納付書・

領収証書、領収控、領収済通知書）の過年度納付書には、領収印が無い。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、昭和 48 年４月頃

に国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、国民年金手

帳記号番号払出簿システムにおいて、申立人の婚姻前の姓をＣ県内で検索した

が、上記とは別の同手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

   加えて、申立人の伯母が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2618 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年９月から４年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年９月から４年３月まで 

    私が平成元年９月に家業を継ぐために会社を退職した後、同居していた母

親が国民年金の加入手続を行ってくれたと思う。母親に確認したところ、申

立期間の国民年金保険料について、両親の保険料と一緒に銀行又は郵便局で

定期的に納付していたとしている。 

    申立期間について、両親の保険料は納付済みであるのに、私の納付記録が

無く未納とされていることについて、もう一度よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を定期的に納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、平成４年２月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿

で確認できることから、この頃に申立人の加入手続が行われたものと推認され、

この時点では、申立期間のうち、元年 12 月以前は既に時効により保険料を納

付できない期間である上、２年１月から３年３月までの保険料は過年度納付す

ることが可能であったが、申立人の母親及び申立人から遡って納付したとの主

張は無い。 

   また、申立人の国民年金加入手続が行われた時点からみて、申立人は、平成

３年４月から４年３月までの国民年金保険料を現年度納付することが可能で

あったが、Ａ市の国民年金収滞納一覧表において当該期間を現年度納付した記

録は見当たらない上、申立人に対して、５年２月に保険料の納付書が作成され

ていることがオンライン記録で確認できるものの、当該納付書により納付され

た形跡も見当たらない。 



 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の母親及び申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2619 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年８月、同年９月、同年 10 月、50 年５月から同年９月ま

での期間及び 51年 10月から 52年 10月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年８月 

             ② 昭和 49年９月及び同年 10月 

             ③ 昭和 50年５月から同年９月まで 

             ④ 昭和 51年 10月から 52年 10月まで 

    私は会社を退職し、再就職した昭和 49 年７月頃、妻が国民年金保険料を

支払うために、Ａ県Ｂ市役所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行

った。その後も、妻が厚生年金保険との切替手続を行い、国民年金保険料と

国民健康保険料を一緒に納付していたのに、申立期間が空白期間とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49年７月以降、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失

する都度、申立人の妻が国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料を納付

していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 55年５月に払い出され

ていることが確認できる上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにおい

て、申立人の氏名をＡ県内で検索したが、上記とは別の同手帳記号番号が払い

出された形跡は見当たらない。 

   また、Ｂ市の国民年金被保険者名簿によると、申立人は、昭和 55年４月７

日に国民年金の資格取得に係る届出を行ったことが確認できることから、国民

年金の加入手続について、申立内容とは符合しない上、同被保険者名簿におい

て、申立期間に係る国民年金の資格記録は見当たらず、申立期間はいずれも国



 

民年金に未加入の期間であることから、申立人の妻は、申立期間の国民年金保

険料を納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人及び申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2620 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年３月から同年９月までの期間及び 61 年５月から同年 10

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60月３月から同年９月まで 

             ② 昭和 61年５月から同年 10月まで 

    私は、昭和 61 年５月頃、親に勧められて、Ａ市役所で国民年金の加入手

続を行った。その際、60 年３月から同年９月までの国民年金保険料は、遡

って納付した。その後は、送付されてきた納付書により、同市役所で定期的

に納付していた。 

    １か月１万円弱の保険料納付は大変だったが、将来のために納付してきた。

納付の度に年金手帳を持って行き、係の人に漏れが無いように確認してもら

っていたにもかかわらず、申立期間の記録が無いことに納得できない。よく

調べて記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年５月頃に市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期

間①の国民年金保険料を遡って納付し、その後、送付されてきた納付書により、

申立期間②の保険料を定期的に納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金保険料納付の前提となる申立

人の国民年金手帳記号番号は、昭和 63年 12月に払い出されていることが国民

年金手帳記号番号払出簿で確認できることから、申立人は、この頃に加入手続

を行ったものと推認される上、申立人が所持する年金手帳には、「初めて被保

険者となった日 昭和 61年５月９日」と記載されていることが確認できるこ

とから、申立期間①は国民年金に未加入の期間であり、申立人は、保険料を納

付できなかったものと考えられる。 

   また、申立期間②について、申立人が国民年金の加入手続を行った上記の時



 

点（昭和 63年 12月頃）では、既に時効により国民年金保険料を納付できない

期間であり、申立人は、保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   なお、申立人は、上記の国民年金加入手続以降に、昭和 63年３月の国民年

金保険料（月額 7,400円）及び同年４月から同年 11月までの保険料（月額 7,700

円）を遡って納付していることがオンライン記録により確認できる。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間①及び②の国民年

金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2621 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年６月から 60年３月までの期間及び同年７月から 61年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年６月から 60年３月まで 

             ② 昭和 60年７月から 61年３月まで 

    私が 20歳になった頃、母親が国民年金の加入手続を行い、私又は母親が、

毎月、自宅に来ていた集金人に国民年金保険料を納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20歳になった昭和 57年頃、申立人の母親が国民年金の加入手続

を行い、申立人又はその母親が、毎月、集金人に申立期間①及び②の国民年金

保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金保険料納付の前提となる申立

人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年４月に払い出されていることが国民

年金手帳記号番号払出簿で確認でき、前後の任意加入被保険者の資格取得日に

より同年２月頃に申立人の加入手続が行われたものと推認されることから、申

立内容と符合しない上、この時点では、当該期間の一部は既に時効により保険

料を納付できない期間であり、一部の期間は過年度納付が可能であったものの、

Ａ市の国民年金過年度収滞納一覧表及びオンライン記録において、当該期間に

係る過年度納付記録は見当たらず、申立人からも遡って保険料を納付したとの

主張は無い。 

   また、申立期間②について、申立人の国民年金加入手続が行われた時点から

みて、当該期間の国民年金保険料を現年度納付することが可能であったが、Ａ

市の昭和 60 年度の国民年金収滞納一覧表において、当該期間に係る現年度納

付記録は見当たらない。 



 

   なお、オンライン記録によると、申立人は、昭和 62 年１月から同年３月ま

での国民年金保険料を重複納付したことから、当該期間の国民年金保険料は

60 年４月から同年６月までの保険料として充当されていることが確認でき、

申立人に係るＡ市の昭和 60 年度の国民年金収滞納一覧表において、昭和 60

年４月から 61 年３月までの保険料を現年度納付した記録は見当たらないこと

から、当初、申立期間①、②及び上記の充当期間は、連続した未納期間であっ

たものと推認できる。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人及びその母親が申立期間①及

び②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2622（事案 1347の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年９月から 51年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年９月から 51年 10月まで 

    申立期間の国民年金保険料について、昭和43年９月から50年３月までは、

私の母が、店に来ていた国民年金の集金人に、母、店で働いていた姉夫婦及

びいとこと一緒に私の保険料を納付してくれていたが、いとこが店を辞めた

50 年４月に、母から自分で保険料を納付するように言われたので、Ａ市役

所Ｂ支所の窓口で、毎月、自身で保険料を納付していたのに、申立期間が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、申立人の実母が母

自身、姉夫婦及び申立人の合計４人分の国民年金保険料を集金人にまとめて納

付してくれていたとしているところ、４人がそろって保険料を納付している時

期が見当たらないこと、ⅱ）国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年

金手帳記号番号は、昭和 53年４月に払い出されており、当該時点では、申立

期間の一部は既に時効により保険料を納付できないこと、ⅲ）国民年金手帳記

号番号払出簿において、上記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡は見当たらないことなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 21年 11

月 30日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、昭和 50年３月までは申立人の母親が、その母親自身、姉

夫婦、いとこ及び申立人の合計５人の国民年金保険料を集金人に納付してくれ、

50年４月以降は、申立人自身がＡ市役所Ｂ支所の窓口で保険料を納付したと

しており、そのことについて、申立人の姉及びいとこを証言者として再申立て

を行っている。 

   しかしながら、申立人の主張及び申立人の姉及びいとこの証言から、再申立



 

てに係る申立内容を裏付ける周辺事情は見当たらず、そのほか当委員会の当初

の決定を変更すべき新たな資料及び事情も見当たらないことから、申立人は、

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2623 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年 10 月から４年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月から４年９月まで 

    私は、平成４年の秋頃、Ａ市役所から国民年金へ再加入の勧奨を受けたの

で加入手続を行い、同じく勧奨に従って、申立期間の国民年金保険料を再加

入時からの毎月の保険料と併せて同市役所で納付していたのに、申立期間が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成４年の秋頃、Ａ市役所で国民年金の再加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を分割で納付していたと主張している。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立人のＢ町からＡ市への住所変

更は平成６年 11月 22日に行われており、申立人が所持する年金手帳にも、同

日付けで再交付された記載が確認できることから、申立人は、同日にＡ市にお

いて国民年金の再加入に係る手続を行ったものと推認され、当該日では、申立

期間は既に時効により国民年金保険料を納付することはできない。 

   また、申立人は、申立期間直後の平成４年 10月及び同年 11月の国民年金保

険料を時効による納付期限月の６年11月22日に過年度納付していることがオ

ンライン記録により確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2624 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年３月から９年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年３月から９年３月まで 

    私が 20 歳の頃、父親が国民年金の加入手続を行い、両親の国民年金保険

料と一緒に、私の保険料についても父親名義の口座を利用して納付してくれ

ていた。私の年金記録は、20歳から平成９年３月まで未納とされているが、

父親の預金通帳を見ると、７年３月以降について保険料の口座振替が記帳さ

れているので、申立期間の年金記録確認を申し立てることとした。申立期間

の保険料納付を証明する父親の確定申告書（控え）も提出するので、調査の

上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳の頃に申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、申立人

の両親の国民年金保険料と一緒に、申立人の父親名義の金融機関口座を利用し

て、口座振替で申立期間の保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は払い出された記録が無く、平成９年５月に基礎年金番号が付番されてい

ることがオンライン記録で確認できることから、この頃に申立人の加入手続が

行われたものと推認され、申立内容とは符合しない上、この時点では、申立期

間の一部は既に時効により保険料を納付できない期間であり、オンライン記録

で申立期間に係る過年度納付記録は見当たらず、申立人から遡って納付したと

の主張も無い。 

   また、申立人の父親名義の預金通帳を見ると、平成７年１月及び同年２月は

二人分の国民年金保険料の口座振替が記帳されており、同年３月からは３人分

の保険料の口座振替が確認できるものの、申立人の兄は、同年１月以降に申立

人の両親と同居し、同年２月から 17年 11月に厚生年金保険被保険者資格を取



 

得するまで国民年金保険料を納付済みであることから、上記の口座振替が申立

人の申立期間に係る納付記録であるとは特定できない。 

   さらに、申立人から提出されたその父親に係る平成７年、８年及び９年分の

確定申告書（控え）を見ると、社会保険料控除金額に記載されている国民年金

保険料額は、７年及び８年分については３人分の現年度保険料の合計額と一致

しており、９年分については、オンライン記録で同年４月以降に納付記録が確

認できる申立人を含む４人分の現年度保険料額と一致していることから、申立

人は、申立期間の保険料を納付しなかったものとみるのが相当である。 

   加えて、上記の確定申告書（控え）を除き、申立人の父親及び申立人が申立

期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿等）は無く、ほ

かに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2625 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年７月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月から同年 12月まで 

    私は、平成元年９月に結婚し、Ａ市に転居後、国民年金に未加入の通知を

受けたので加入手続を行い、その際、未納であった６か月の国民年金保険料

を同市役所の窓口で一括納付したのに、未納とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市に転居後、国民年金の加入手続を行い、その際、同市役所の

窓口で、申立期間の国民年金保険料を一括して納付したと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年 12 月に払い出され

ている上、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿によると、同名簿は同年

12 月１日に作成されていることが確認でき、申立人は、この頃に国民年金の

加入手続を行ったものと推認できることから、当該加入手続の時点において、

申立期間の一部は既に時効により国民年金保険料を納付できず、元年 11 月及

び同年 12 月については過年度納付が可能であるものの、Ａ市によると、同市

の窓口では、国庫金となる過年度保険料を収納していなかったとしており、申

立人は、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2626 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年 12月から 59年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 12月から 59年３月まで 

    私は、昭和 58年 12月頃、Ａ支所へ婚姻届を提出に行った際、国民健康保

険の手続とともに、夫婦の国民年金の加入手続も行った。年金手帳を持って

いなかったので、共済組合記録票を提示したところ、年金手帳に氏名、被保

険者になった日を記載して交付してもらった。老後が心配だったので、国民

年金には必ず加入し、申立期間の国民年金保険料も納付したのに、未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻した昭和 58年 12月に、夫婦の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を毎月、納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿よると、国民年金保険料納付の

前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59 年７月に夫婦連番で払

い出されていることが確認でき、この頃に申立人に係る国民年金の加入手続が

行なわれたものと推認できることから、加入手続の時点において、申立期間は

過年度納付が可能であるものの、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳

において、申立期間を過年度納付した記録は見当たらず、申立人から遡って保

険料を納付したとする主張も無い。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2627 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61年 10月から 63年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月から 63年３月まで 

    私は、結婚していた頃は生活が苦しかったため、国民年金保険料を納付し

ていない期間があったが、離婚後、生活が落ち着いてからは保険料を納付し

ようと思い、遅れながらも申立期間の保険料を納付してきた。しかし、年金

記録を確認すると、申立期間が未納とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、遅れながらも納付していた

と主張している。 

   しかしながら、申立人が昭和 61年 12月から居住しているＡ市の国民年金保

険料検認状況一覧票によると、昭和 61 年度の同検認状況一覧票に申立人の氏

名は見当たらず、62年度の同検認状況一覧票によると、昭和 62年４月から 63

年２月までは空欄であり、同年３月は市外転居と記録され、当該年度の国民年

金保険料を現年度納付した記録は見当たらない上、オンライン記録において、

申立期間の保険料を過年度納付した記録も見当たらない。 

   なお、申立人から提出された「確認申立書」に、「昭和 61 年２月頃、7,000

円位を納めた。そのあとは遅れながら払った。」と記載されているところ、オ

ンライン記録によると、申立人は、申立期間直後の昭和 63 年４月及び同年５

月の国民年金保険料を同年 10月 27日に、同年６月及び同年７月の保険料を同

年 12 月２日に、同年８月及び同年９月の保険料を平成元年２月２日に、昭和

63 年 10 月から同年 12 月までの保険料を平成元年３月２日にそれぞれ納付し

ていることが確認できる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ



 

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年４月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月から 10年３月まで 

    私は、平成 10 年２月に結婚したのを契機として、同年６月にＡ市役所で

未納分の全ての国民年金保険料を納付しようとしたが、２年以上は時効によ

り納付できないと説明を受けたので、遡って納付可能な２年分の保険料をま

とめて納付したのに、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 10 年６月に申立人の妻が国民年金の加入手続を行い、その

際、遡って納付可能な２年分の国民年金保険料を一括で納付したと主張してい

る。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の基礎年金番号は、

平成 10 年６月に付番されていることがオンライン記録により確認でき、この

頃に申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと推認されるものの、こ

の時点では、申立期間のうち、８年４月の保険料は既に時効により納付できな

い。 

   また、申立人の納付記録を見ると、申立人は、平成 10 年８月から国民年金

保険料を毎月納付し、同年４月から同年７月までの４か月の保険料を 11 年２

月 23日に現年度納付しており、申立人に対して同年 11月４日付けで過年度納

付書が作成されていることがオンライン記録により確認できることから、当該

日において、申立期間のうち、９年 10月から 10年３月までに未納期間があっ

たものと推認され、申立人の妻が国民年金の加入手続を行った 10 年６月に、

２年分の保険料を一括で遡って納付したとする申立内容とは符合しない。 

   さらに、申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付



 

していたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2629 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年３月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 51年３月まで 

    私は、それまで勤務していたＡ社を退職後の昭和 49 年５月頃、Ｂ役所で

国民年金の加入手続を行い、その際、窓口の職員に国民年金保険料を２、３

か月分納付した。その後は、夫又は義母が、３か月ごとに自宅で集金人に、

私たち夫婦及び義母の保険料を一緒に納付してくれていた。申立期間の保険

料は納付されているはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49年５月頃、Ｂ役所で国民年金の加入手続を行い、その際、

窓口の職員に国民年金保険料を２、３か月分納付し、その後は、申立人の夫又

は義母が、夫婦及び申立人の義母の保険料を集金人に一緒に納付してくれてい

たと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 52 年１月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿により確認できることから、この頃に国民年金の加入手続が行われたものと

推認でき、加入時期についての申立内容と符合しない上、この時点では、申立

期間の一部は既に時効により保険料を納付することができない。 

   また、Ｃ市の国民年金収滞納一覧表によると、申立人の国民年金保険料納付

が開始された昭和 51 年度の国民年金保険料については、申立期間の保険料を

一緒に納付していたとする申立人の夫及び義母は共に３か月ごとに集金人に

納付しているのに対し、申立人は昭和 52年３月 25日に納付書で一括納付して

いることが確認でき、納付方法についての申立内容とも符合しない。 



 

   なお、昭和 52 年度からは、申立人、その夫及び義母の国民年金保険料の納

付方法（納付書納付）及び納付年月日は一致していることが確認できる。 

   さらに、申立人の夫又は義母が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名

を複数の読み方で検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2630 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年 10月から 55年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月から 55年３月まで 

    私が 20歳となった昭和 54年＊月頃、母親がＡ役所で私の国民年金の加入

手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、私のアルバイト収入の

中から保険料を母親に渡し、母親が、３か月ごとに自宅に来た集金人に、両

親の保険料と一緒に納付してくれていた。申立期間の保険料は納付されてい

るはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20歳となった昭和 54年＊月頃、申立人の母親が、Ａ役所で申立

人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、３か

月ごとに集金人に、申立人の両親の保険料と一緒に納付してくれていたと主張

している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 55年 12月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿により確認できることから、この頃に国民年金の加入手続が行われたものと

推認でき、加入時期についての申立内容と符合しない。 

   また、Ｂ市では、昭和 51 年度をもって国民年金保険料の集金人制度が原則

として廃止されていることが確認できる上、同市の国民年金収滞納一覧表によ

ると、56 年度からは、申立人及びその両親の保険料の納付方法（口座振替）

及び納付年月日は一致していることが確認できるものの、申立人の保険料納付

が開始された 55 年度の保険料については、申立期間の保険料を一緒に納付し

ていたとする申立人の両親は共に口座振替で納付しているのに対し、申立人は



 

昭和 56年１月 24日及び同年３月 31日に納付書で納付していることが確認で

き、納付方法についての申立内容とも符合しない。 

   さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名を複数

の読み方で検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 2634 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年４月から 56年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から 56年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、私が大学２年生の 20 歳になった

際、父から国民年金に加入するという旨の話を聞いており、年金記録がおか

しいので第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親から国民年金に加入するという旨の話を聞いたことから、

申立期間の国民年金保険料を納付してくれているはずであると主張している。 

   しかしながら、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付するために

は、申立期間当時に国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であ

るところ、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムで検索を行ったが、申立

人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、申立期間は国民

年金に未加入の期間であることから、申立人の父親は、申立期間の保険料を納

付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年２月から３年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月から３年３月まで 

    私の母が、わざわざ私の 20 歳の誕生日前日の平成元年＊月＊日に、Ａ市

で国民年金の加入手続を行い、その場で１回目の国民年金保険料を納付し、

その後は、口座振替か納付書で納付してくれていたのに、納付記録が無いの

はおかしいので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、20 歳になる誕生日の前日の平成元年＊月＊日に、

国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと主張して

いる。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年５月に払い出されて

いることが確認できる上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにおいて、

申立人の氏名をＢ県内で検索したが、上記とは別の同手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらず、元年＊月に国民年金の加入手続を行ったとする申立内

容とは符合しない。 

   また、申立人に係るＡ市の国民年金収滞納一覧表によると、申立人の国民年

金の資格取得日は平成３年４月１日と記録され、申立人が所持する年金手帳に

おいても、初めて被保険者となった日に同日の記載があることから、上記国民

年金手帳記号番号が払い出された時点まで、申立期間は国民年金に未加入の期

間であり、申立人の母親は、申立期間の国民年金保険料を納付できなかったも

のと考えられる。 

   なお、申立人に係る平成元年＊月＊日の国民年金被保険者資格の取得及び同

年４月１日の資格喪失の記録は、３年６月 18 日に追加入力されたものである



 

ことがオンライン記録により確認でき、当該入力時点では、申立期間のうち元

年２月から同年４月までの国民年金保険料は既に時効により納付できない。 

   さらに、申立人の母親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 2636 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年８月から 62年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年８月から 62年３月まで 

    私の夫が昭和 62 年頃に市役所で国民年金の加入手続を行ってくれたが、

申立期間の国民年金保険料をまとめて納付することは大変であったので、市

役所の窓口で相談の上、分割して納付することとし、市役所で発行された納

付書により、44 か月分の保険料を毎月、5,000 円ずつＡ郵便局で納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が昭和 62 年頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間の

国民年金保険料（44か月分）を毎月、5,000円ずつ分割で納付したと主張して

いる。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、平成３年１月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿

で確認できることから、この頃に申立人の加入手続が行われたものと推認され、

申立内容と符合しない上、この時点では、申立期間は既に時効により保険料を

納付できない期間であり、申立人は、申立期間の保険料を納付できなかったも

のと考えられる。 

   また、国民年金保険料は、申立人が主張するような任意の金額（5,000円）

に分割して納付することはできない上、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2637 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年９月から平成３年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年９月から平成３年２月まで 

    私が 20歳になったときから、母が国民年金保険料を納付してくれていた。

弟が 20 歳になったときにも、母は弟の保険料を納付しており、その記録が

残っているにもかかわらず、私の記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと

主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにおいて、申立人

の氏名をＡ県内で検索したが、国民年金保険料納付の前提となる国民年金手帳

記号番号が払い出された形跡は見当たらず、オンライン記録においても、申立

期間に係る国民年金の資格記録は見当たらないことから、申立期間は国民年金

に未加入の期間であることが確認でき、申立人の母親は、申立期間の保険料を

納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年３月、同年４月、14 年７月から 15年４月までの期間及び

17 年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年３月及び同年４月 

② 平成 14年７月から 15年４月まで 

③ 平成 17年 10月から同年 12月まで 

    申立期間①及び②について、私の母が、Ａ市役所又は同市役所Ｂ支所で、

私の国民年金保険料を納付していたと思う。申立期間③については、私が保

険料を納付していたので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、申立人の母親が国民年金保険料を納

付してくれており、申立期間③については、申立人自身が保険料を納付してい

たと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、申立期間に係る国民年金の資格取得及

び資格喪失の記録は、平成 11年 11月 18日付けで追加入力されていることが

オンライン記録により確認できることから、当該日まで、申立期間は国民年金

に未加入の期間である上、当該日において、申立期間は既に時効により国民年

金保険料を納付することはできないことから、申立人の母親は、申立期間の保

険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立期間②について、申立期間は平成 14 年４月以降の期間であり、

国民年金保険料の収納業務が国に一元化されているため、申立期間の保険料を

Ａ市で納付することはできないことから、申立内容とは符合せず、オンライン

記録によると、申立期間②直前の 14 年６月の保険料を、時効による納期限最

終日の 16年７月 30日に過年度納付した記録は確認できるものの、申立期間の



 

保険料を納付した記録は見当たらない。 

   さらに、申立期間①、②及び③について、申立期間当時の国民年金保険料の

収納事務は電算処理により取り扱われており、保険料の納付書は機械印字され、

ＯＣＲ（光学式文字読取機）により記録入力されることから、これらの納付記

録が複数回も欠落するとは考え難い。 

   加えて、申立人及びその母親が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年８月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月から同年 12月まで 

    私は、申立期間当時、大学に通うためＡ市に住んでいたが、実家の父が、

私と姉の国民年金保険料を納付してくれていたにもかかわらず、私だけ未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が、申立期間の国民年金保険料を、申立人の姉の保険料

と一緒に納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、オンライン記録によると、国民年金保険料納付の前提となる

申立人の基礎年金番号は、平成 10年１月 16日付けで付番されている上、申立

人の所持する年金手帳は、同日に交付されていることが確認できることから、

この頃に申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと推認され、当該加

入手続の時点では、申立期間のうち一部は既に時効により保険料を納付するこ

とはできない。 

   また、申立人は、平成 10年２月 12日に、申立期間直後の８年１月から９年

３月までの国民年金保険料を過年度納付していることがオンライン記録によ

り確認でき、この時点では、申立期間は時効による納期限が経過していること

から、申立人の父親は、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられ

る。 

   さらに、申立人の父親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年７月から 56年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から 56年 12月まで 

    私が 20歳の頃は大学生であったが、当時、父親から、「私の会社に入社す

るまで、国民年金保険料は払っておく。」と言われたことを記憶している（昭

和 51年７月から 54年３月まで）。 

    大学卒業後、すぐに父親の会社に入社し、毎月給料日の翌日にＡ銀行（現

在は、Ｂ銀行）Ｃ支店の営業の人が保険料を集金に来てくれていた（昭和

54年４月から 56年 12月まで）。 

    申立期間の保険料納付記録が無いことに納得できないので、詳しく調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学生であった 20歳の頃（昭和 51年＊月）から卒業までは申立

人の父親が国民年金保険料を納付し、卒業後は申立人自身が毎月集金に来る金

融機関の営業担当者を通して保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 56年 12月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿で確認できることから、この頃に申立人の加入手続が行われたものと推認さ

れ、この時点では、申立期間の一部は既に時効により保険料を納付することは

できず、一部の期間は過年度納付することが可能であったものの、申立人に係

る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において過年度納付の記録は

見当たらない上、申立人から遡って保険料を納付したとの主張も無い。 

   また、申立期間のうち、昭和 56年４月から同年 12月までの国民年金保険料

は現年度納付によることになるが、申立人に係るＤ市の国民年金収滞納一覧表

において、当該期間を現年度納付した記録は見当たらない。 



 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の父親及び申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和59年10月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から平成２年３月まで 

    私たち夫婦の国民年金は、夫が加入手続を行い、夫婦の国民年金保険料は、

夫の銀行預金口座から口座振替で納付していたのに、申立期間が夫婦共に未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が夫婦の国民年金加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を夫婦一緒に口座振替により納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立人夫婦は、昭和 52年 12月頃に国民年金に加入し、申立

期間直前の 59 年９月までの国民年金保険料を現年度納付していることが、申

立人夫婦に係るＡ市の国民年金被保険者台帳において確認できるものの、申立

期間の保険料を現年度納付した記録は見当たらず、当時の国民年金被保険者台

帳である特殊台帳の記録及びオンライン記録とも一致している。 

   また、オンライン記録において、申立人夫婦に対して平成２年７月７日付け

で納付書が作成されていることが確認でき、同年３月以前の国民年金保険料の

未納期間について過年度納付書が発行されたものと推認されるが、夫婦共に当

該期間を過年度納付した形跡は見当たらない上、申立人夫婦から保険料を遡っ

て納付したとの主張も無い。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらず、申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



 

兵庫国民年金 事案 2642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和59年10月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から平成２年３月まで 

    私たち夫婦の国民年金は、私が加入手続を行い、夫婦の国民年金保険料は、

私の銀行預金口座から口座振替で納付していたのに、申立期間が夫婦共に未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が夫婦の国民年金加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を夫婦一緒に預金口座から口座振替により納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立人夫婦は、昭和 52年 12月頃に国民年金に加入し、申立

期間直前の 59 年９月までの国民年金保険料を現年度納付していることが、申

立人夫婦に係るＡ市の国民年金被保険者台帳において確認できるものの、申立

期間の保険料を現年度納付した記録は見当たらず、当時の国民年金被保険者台

帳である特殊台帳の記録及びオンライン記録とも一致している。 

   また、オンライン記録において、申立人夫婦に対して平成２年７月７日付け

で納付書が作成されていることが確認でき、同年３月以前の国民年金保険料の

未納期間について過年度納付書が発行されたものと推認されるが、夫婦共に当

該期間を過年度納付した形跡は見当たらない上、申立人夫婦から保険料を遡っ

て納付したとの主張も無い。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらず、申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



 

兵庫国民年金 事案 2643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 51年３月まで 

    私が 20歳の頃、母親が国民年金の加入手続を行ってくれ、母親から、「国

民年金保険料を納付しているので安心するように。」と何回か言われたこと

を覚えている。その後、母親から、保険料の納付を止めたという話を聞いた

ことはないので、申立期間の保険料を引き続き納付してくれていたと思う。 

    震災で実家が全焼し、母親も亡くなっているので、保険料の納付を証明す

るものは何も無いが、未納とされていることについて、もう一度よく調べて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20歳になった昭和 45年＊月頃に申立人の母親が国民年金加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 51 年６月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿で確認できることから、この頃に申立人の加入手続が行われたものと推認さ

れ、申立内容とは符合しない上、この時点では、申立期間のうち、49 年３月

以前は既に時効により保険料を納付できない期間であり、同年４月以降は過年

度納付することが可能であったが、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳

である特殊台帳において、申立期間の過年度納付記録は見当たらず、申立人か

ら遡って保険料を納付したとの主張も無い。 

    また、国民年金手帳記号番号払出簿により、Ａ社会保険事務所（当時）管

内において、昭和 45 年３月４日から 46年３月 29日までに払い出された国民

年金手帳記号番号（1,926 件）について確認を行うも、当該期間に申立人に対

して同手帳記号番号が払い出された形跡は無く、オンライン記録及び国民年金



 

手帳記号番号払出簿検索システムにおいて、申立人の氏名について複数の読み

名で検索を行うも、上記とは別の同手帳記号番号は見当たらない。 

   さらに、申立人の母親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2644 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年４月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 52年３月まで 

    私は、大学を卒業した昭和 48 年に、年金手帳と１年分の納付書が自動的

に送られてきた。国民年金保険料は、自宅近くの郵便局で、国民健康保険と

一緒に納付していたのに、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年に、年金手帳と１年分の納付書が送られてきたので、

国民健康保険料と一緒に申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張し

ている。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年６月に払い出され

たことが確認できることから、当該時点において、申立期間のうち一部は既に

時効により保険料を納付できず、50年４月から 52年３月までについては、過

年度納付が可能であるものの、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳に

おいて、申立期間を過年度納付した記録は見当たらない上、申立人からも保険

料を遡って納付したとの主張は無い。 

   また、Ａ市の国民年金収滞納一覧表によると、申立人に係る記録は、昭和

51 年度までは作成されていないことが確認できることから、同市において、

それまでは国民年金被保険者として管理されていなかったものと推認できる

ほか、52 年度の同収滞納一覧表の異動理由欄には、新規取得を示す「11」と

記録されている上、申立人は、昭和 52 年４月から同年９月までの国民年金保

険料を、同年 10月 26日に現年度納付したことが確認できるなど、上記払出し

の状況と一致しており、これらの記録内容に不自然な点は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料



 

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年２月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月から 51年３月まで 

    私は、20歳で仕事を辞めて専門学校に行くようになったため、昭和 46年

＊月頃に母親が国民年金の加入手続を行ってくれた。申立期間の国民年金保

険料は、近くの銀行で納付していたことを記憶しているので、調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46年＊月頃、申立人の母親が、国民年金の加入手続を行い、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 51年 12月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿により確認できることから、この頃に国民年金の加入手続が行われたものと

推認でき、申立内容とは符合しない上、国民年金の加入時点で申立期間の大部

分は既に時効により保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

   また、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、

申立期間は未納であることが確認できる上、申立期間当時の住所地であるＡ市

Ｂ地区における申立人に係る国民年金被保険者名簿も見当たらないことから、

当時、申立人は国民年金被保険者として管理されていなかったものと推認でき

る。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、氏名を複数の読み方で検索

したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 



 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 47年３月まで 

    私が昭和 48 年２月に結婚して間もない頃、社会保険事務所（当時）の職

員が来て、国民年金に加入するように勧められた。その際、遡って国民年金

保険料を納付することもできると聞いたので、義母にお金を借りて、夫婦共

に 20歳に遡って保険料を納付した。 

    記録を確認したところ、遡って納付したはずの保険料が夫婦そろって未納

とされていることが分かった。納付記録が消えてしまっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻した昭和 48 年２月頃に国民年金の加入手続を行い、申立人

の元夫と共に 20 歳に達した時期に遡って申立期間の国民年金保険料を納付し

たと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 50 年４月に夫婦連番で払い出されていることが国民年金手帳記

号番号払出簿により確認できることから、申立人は、この頃に加入手続を行っ

たものと推認され、この時期は、第２回特例納付実施期間（49 年１月から 50

年 12 月まで）中であり、申立期間の保険料を特例納付することが可能であっ

たが、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳及びＡ市の国

民年金被保険者名簿において、同年３月 31 日に昭和 47年度及び 48年度の保

険料を遡って納付していることが確認できるものの、申立期間の保険料を特例

納付したとする記録は見当たらない。 

   なお、申立人の昭和 47年４月から同年 12月までの国民年金保険料は、厚生

年金保険被保険者期間が判明したことによる重複納付のため、平成 19 年６月



 

に還付されている。 

   また、申立人と一緒に 20 歳に達した時期まで遡って国民年金保険料を納付

したとする申立人の元夫も、昭和 47年度及び 48年度の保険料を遡って納付し

ていることが確認できるものの、特殊台帳及びＡ市の国民年金被保険者名簿に

おいて、申立期間を含む昭和 47 年３月以前の保険料を特例納付したとする記

録は見当たらない。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人及びその元夫が申立期間の国

民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年１月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から 51年３月まで 

    私は、昭和 49年 12月に会社を退職後、国民年金に加入していなかった。

54 年にそれまでの未加入の期間の国民年金を埋めるべく、母親に国民年金

保険料を預け、Ａ市の集金人を通じて遡って納付した。同年の前半の時期に、

50年１月から 54年４月までの保険料を１年分ぐらいずつ納付し、未納期間

がなくなり安堵したことを覚えている。その後何度か、社会保険事務所（当

時）で確認してきたが、その都度、問題無しとの回答だったので安心してい

たが、現在の記録は、申立期間が未納となっている。よく調べて、記録を回

復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54年にＡ市で国民年金に加入し、申立人の母親に国民年金

保険料を預け、それまで納付していなかった 50年１月から 54年４月までの保

険料について、集金人を通じて１年分ぐらいずつ遡って納付したと主張してい

る。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 54 年２月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿で確認でき、申立人は、この頃に加入手続を行ったものと推認され、この時

点は、第３回特例納付実施期間（53年７月から 55年６月まで）内であり、申

立期間の保険料を特例納付することは可能であったが、申立人に係る当時の国

民年金被保険者台帳である特殊台帳において、申立期間後の昭和 51 年度、52

年度及び 53年度の保険料について、昭和 54年３月、同年５月及び同年６月に

各１年度（12 か月）ずつ過年度納付していることが確認できるものの、申立

期間を特例納付したとする記録は見当たらない。 



 

   また、Ａ市では、申立期間当時、特例納付についても、希望があれば同市の

集金人が納付の代行を行っていたとしているが、申立人に係る同市の国民年金

被保険者カードにおいても、申立期間の国民年金保険料を特例納付したことを

うかがわせる記載は見当たらない。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の母親及び申立人が申立期間

に係る保険料を特例納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、申立期間の保険料を特例納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年２月から同年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年２月から同年４月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、納付場所や納付金額についての記

憶は無いが、私の妻が納付していたはずである。しかし、年金記録を確認す

ると、納付した記録となっておらず納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたはずであると

主張している。 

   しかしながら、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、国

民年金の再加入手続を行っていることが必要であるが、当時の国民年金被保険

者名簿である特殊台帳において、申立期間に係る国民年金被保険者資格は確認

できない上、申立人が所持する昭和 47年５月 12日付け発行の国民年金手帳に

よると、国民年金の記録欄に、申立期間に係る資格記録の記載は見当たらず、

申立期間は国民年金に未加入の期間であることから、申立人の妻は、申立期間

の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年 11月から 58年９月までの期間及び 61年 11月から平成

４年３月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年 11月から 58年９月まで  

             ② 昭和 61年 11月から平成４年３月まで 

    私は、会社を退職後の昭和 56年 11月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続

を行ったところ、国民年金保険料の納付書が郵送されてきたので、同市役所

年金課で相談し、失業によって納付不可能と認められ、納付書は廃棄するよ

うに指示された。このことを申立期間①及び②中については、毎年繰り返し、

免除されたはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職後の昭和 56年 11月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手

続を行ったところ、国民年金保険料の納付書が郵送されてきたので、同市役所

で相談し、失業によって納付不可能と認められた。申立期間①及び②の保険料

は免除されたはずであると主張している。 

   しかしながら、申立人が国民年金保険料の免除申請を行うには、国民年金被

保険者資格を取得することが必要であり、その前提となる申立人の国民年金手

帳記号番号は、平成４年４月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号

払出簿により確認できることから、この頃に国民年金の加入手続が行われたも

のと推認でき、申立内容とは符合しない。 

   また、Ａ市の国民年金マスターチェックリストによると、申立人の国民年金

加入届出日は、平成４年３月 23日と記載され、同年４月から同年 10月までの

国民年金保険料を納付するとともに、同年 11 月から免除期間（ただし、同年

11 月から５年３月までについては、その後、追納）となっていることが確認



 

でき、オンライン記録とも一致することから、申立期間①及び②は未加入期間

であり、申立期間の保険料は免除申請できなかったものと考えられる。 

   さらに、オンライン記録により、氏名を複数の読み方で検索したが、申立人

に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない上、ほかに申立期間の国民年金保険料が免除されていたこ

とをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 2650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年３月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月から 50年３月まで 

    私は、大学在学中の昭和 48 年頃、役所から年金加入の案内が届き、私の

母が、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料の納付は、

私か、私の母が毎月納付していたと思う。しかし、年金記録を確認すると、

申立期間が未納とされているので、詳しく調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、申立

人又はその母親が、申立期間の国民年金保険料を納付したと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿よると、国民年金保険料納付の

前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年１月に払い出されて

いることが確認できることから、この頃に申立人に係る国民年金の加入手続が

行われたものと推認でき、申立内容とは符合しない。 

   また、上記払出しの時点において、申立期間の一部は既に時効により国民年

金保険料を納付できず、昭和48年10月以降は過年度納付が可能であるものの、

当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳には、当該期間を過年度納付した

記録は見当たらず、申立人から遡って保険料を納付したとする主張も無い。 

   さらに、申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年２月から同年４月までの期間及び同年６月から６年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年２月から同年４月まで 

             ② 平成５年６月から６年３月まで 

    私が 20 歳となった平成５年＊月頃、母親が、Ａ役所で私の国民年金の加

入手続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を、姉の分と一緒に、銀

行等において納付書で納付してくれていた。申立期間①及び②の保険料は母

親が納付してくれたはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳となった平成５年＊月頃、申立人の母親が、Ａ役所で申立

人の国民年金の加入手続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を、申立

人の姉の分と一緒に、銀行等において納付書で納付してくれていたと主張して

いる。 

   しかしながら、申立期間①及び②について、国民年金保険料納付の前提とな

る申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年７月に払い出されていることが

国民年金手帳記号番号払出簿により確認できることから、この頃に国民年金の

加入手続が行われたものと推認でき、加入手続についての申立内容とは符合し

ない上、この時点では、申立期間の保険料を納付するには過年度納付によるこ

とになるが、申立人から遡って保険料を納付したとの主張は無い。 

   また、申立期間①及び②について、申立人の母親が国民年金保険料を一緒に

納付書で納付していたとする申立人の姉については、申立期間当時は口座振替

で保険料を納付していることがＢ市の国民年金収滞納一覧表により確認でき、

納付方法についての申立内容とも符合しない。 



 

   さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、氏名を複数の読み方

で検索したが、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

は見当たらない。 

   なお、納付済みである申立期間①及び②の間の平成５年５月の国民年金保険

料については、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得に伴い、重複納付さ

れた７年４月の保険料が、同年６月 29 日に、未納であった当該月の保険料と

して充当処理（残額は還付済み）されたため納付済みとなったものであること

が、オンライン記録により確認できる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年８月から 16 年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月から 16年２月まで 

    結婚後の平成 13 年５月頃、元夫が、Ａ市役所で同市役所の偉い人に直接

会って、私の国民年金の加入手続を行い、私が 20 歳となった７年＊月から

13年５月までの国民年金保険料として 15万 9,600円を納付してくれた。こ

の保険料を用意してくれた母親の当時の家計簿にも、その金額の記載がある。

また、その後の同年６月から 16 年２月までの国民年金保険料も、元夫が納

付してくれたと思うので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 13 年５月頃、申立人の元夫が、Ａ市役所で同市役所の偉い

人に直接会って、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間のうち 13 年

５月までの国民年金保険料として 15万 9,600円を納付し、同年６月以降の保

険料も納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、申立期間のうち、平成７年８月から 13年５月までについて、

申立人が所持する年金手帳の交付年月日欄には「平成 13 年５月２日」と記載

されていることから、この日に国民年金の加入手続が行われたと推認できるも

のの、当該期間の国民年金保険料額は、申立人が納付したと主張する保険料額

とは大幅に異なる上、上記の国民年金の加入時点では、当該期間の一部は既に

時効により保険料を納付できないほか、Ａ市役所では国庫金である過年度保険

料を納付できず、当該期間の保険料は納付されなかったものと考えられる。 

   また、申立期間のうち、平成 13年６月から 16年２月までについて、申立人

は、当該期間の国民年金保険料についても、申立人の元夫が納付してくれたと



 

主張しているが、申立人は当該期間の保険料納付には関与しておらず、申立人

の元夫に照会したが回答は無く、オンライン記録においても当該期間の保険料

納付は確認できない。 

   さらに、申立人の元夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4020 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年１月１日から 20年８月 15日まで 

私は、在学中に勤学動員され、Ａ社（現在は、Ｂ社）で昭和 18 年１月１

日から 20年８月 15日までの期間、工員として勤務したが、この間の厚生年

金保険被保険者記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「在学中に勤学動員され、Ａ社で昭和 18年１月１日から 20年８

月 15日までの期間、工員として勤務した。」と主張している。 

しかしながら、厚生年金保険法は、昭和 19年６月１日に施行（保険料控除

は同年 10月から）されており、申立期間のうち同日から前の期間は、同保険

法の適用となる前の期間である。 

また、申立人は、当時の同僚、上司及び保険事務担当者等の氏名を記憶し

ていないため、これらの者に申立期間における申立人の勤務実態について照

会することができず、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下

「被保険者名簿」という。）により、昭和 19 年 10 月１日に厚生年金保険被

保険者資格を取得し、所在が確認できた元女性従業員 33人に申立人の勤務実

態について照会したものの、回答のあった 20人全員が、「申立人に記憶が無

い。」と供述している。 

さらに、Ｂ社は、「申立人に係る勤務実態及び保険料控除の有無について

確認できる資料の保管は無く、不明である。」と回答している。  

加えて、Ａ社に係る被保険者名簿により、昭和 19 年 10 月１日に厚生年金

保険被保険者資格を取得した女性従業員 1,202 人を把握したが、申立人の氏

名は確認できない。 

 このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から



 

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4021 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年３月１日から 13年６月１日まで 

私は、平成 12 年３月１日から 13 年５月 31 日までＡ社で勤務していたに

もかかわらず、その期間の厚生年金保険被保険者記録が無いとされており納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時のＡ社の元代表取締役が「申立人は、申立期間を通

して同社に継続勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていたこと、及び

厚生年金保険料の納付漏れを遡って訂正することを後任の代表取締役が確約

した。」旨記載し、署名・押印した書面を所持している。 

しかしながら、当該元代表取締役は、「書面は申立人から提供され、内容を

十分には確かめずに署名・押印した。」と回答している上、後任の代表取締役

は既に死亡しており、また、当時の事務担当者に照会したものの回答が得られ

ず、申立期間当時の申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認

することができない。  

  また、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所であった

ことが確認できない上、申立人の記憶する上司、元同僚は、申立期間において

国民年金の被保険者であったことが確認できる。 

  さらに、オンライン記録によると、申立人は、平成 12 年３月２日に国民年

金の被保険者資格を取得し、同年同月分の保険料を納付した後、同年４月以降

の期間については、全額免除されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

 



 

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4022 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年４月１日から 53年 10月１日まで 

私は昭和 52年４月１日から 55年４月 30日までＡ社（現在は、Ｂ社）に

継続して勤務し厚生年金保険に加入していたにもかかわらず、国の記録によ

ると申立期間の記録が無いので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の回答、申立人の元夫及び仲人の証言並びに申立人の陳述内容から判断

すると、申立人が申立期間の頃から、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者

資格取得確認及び標準報酬決定通知書によると、申立人の同資格取得日は昭和

53年 10月１日と記載されており、オンライン記録と一致する。 

また、Ｂ社では、「申立人の当時の雇用形態はパートタイマーであったと思

われる。保険料控除を確認できる資料は無いが、厚生年金保険に加入していな

い期間に、従業員の給与から保険料を控除することは無い。」と回答している。 

さらに、申立期間に係る申立人の雇用保険の被保険者記録も確認できない。 

このほか、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4023 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から同年８月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、平成７年１月から同年７月までは、預金

通帳における給与振込額と比べて、標準報酬月額が低すぎるので記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された預金通帳の写しによると、申立期間においてＡ社から

給与と思われる毎月の振込みが確認でき、同振込額は、オンライン記録上の標

準報酬月額よりも高額であることが確認できる。 

しかし、Ａ社の元同僚二人から提出された預金通帳の写しによると、申立期

間当時、Ａ社から給与と思われる毎月の振込みが確認でき、同振込額は、申立

人同様、オンライン記録上の標準報酬月額よりも高額であることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間当時の給与明細書を保有していない上、Ａ社は、

「当時の厚生年金保険料の控除額等が分かる関係資料は保存されていない。」

と回答しているため、申立人の申立期間における同保険料の控除額等について

確認することができない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間について、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4024 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年４月 20日から 24年 11月 12日まで 

私は、昭和 23年４月 20日から、Ａ船にＢ職として乗船したにもかかわら

ず、24 年 11 月 12 日からしか船員保険の加入記録が無いので、調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ船の元同僚の証言から、申立人が同船舶に乗船していたことは推認できる

ものの、勤務期間について具体的な証言を得ることはできない。 

また、Ａ船の所有者であるＣ外５名に係る船員保険被保険者名簿によると、

同所有者が船員保険の適用事業所となったのは、昭和 24年 11 月 12日である

ことが確認でき、申立期間は適用事業所となる前の期間である上、申立人が申

立期間に同船舶に一緒に乗船したとする元同僚二人は、申立人と同様に、上記

新規適用日に船員保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、Ａ船の船舶所有者であるＣ氏は、既に死亡しているため、申立人の

申立期間における船員保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から船員保険料を

控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4025 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月頃から 60年 10月頃まで 

私は、申立期間にＡ社（現在は、Ｂ社）で勤務していた。給与から厚生年

金保険料を控除されていたと思うので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員一人は、「申立人が当該事業所で勤務していた。」と証言し

ているものの、Ｂ社は、「昭和 44年７月から 60年 10月までの健康保険厚生

年金保険被保険者資格取得届及び同喪失届を確認したが、申立人の氏名は確認

できない。念のため申立期間に在籍していた社員及び役員に確認したが、当該

社員及び役員は、『申立人の名前も覚えていない。』と証言していることから、

申立人は、当社には在籍していなかったと思われる。」と回答している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」

という。）から、申立期間において、当該事業所に係る厚生年金保険被保険者

記録を有し、所在の確認できた８人に照会し、４人から回答を得たところ、そ

のうちの３人は申立人を覚えておらず、残りの一人は申立人を覚えているもの

の、申立人の厚生年金保険への加入状況等を確認できる証言や証拠は得られな

い。 

さらに、申立期間において、上記の被保険者原票に申立人の氏名は確認でき

ず、健康保険の整理番号に欠番も無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせ

る不自然な点は見当たらない上、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録

も確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周



 

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4026 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年４月１日から 12年１月１日まで 

    申立期間当時、私は、Ａ社の事業主として、少なくとも 45 万円の月給を

受け取っていたはずであるが、国の年金記録では、同期間の標準報酬月額が

15万円とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成 10 年４月１日から 12年１月１日まで、少なくとも 45万

円の月給を受け取っており、国の年金記録上の標準報酬月額 15 万円は低すぎ

る。」と主張している。 

しかし、Ａ社の顧問税理士が保管する平成 11年 10月の標準報酬月額定時決

定に伴う同社の被保険者報酬月額算定基礎届によると、申立人の報酬月額は

15万円と記載されており、オンライン記録と一致することが確認できる。 

また、上記の顧問税理士が保管する申立人の平成 10年分及び 11年分の所得

税確定申告書に記載されたＡ社からの給与額及び社会保険料控除額は、オンラ

イン記録における当該期間の標準報酬月額及び同月額から算出した厚生年金

保険料額とおおむね一致している。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人は申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4027 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月 10日から同年６月 15日まで 

             ② 昭和 27年６月 10日から同年 12月 25日まで 

             ③ 昭和 34年３月２日から同年５月 18日まで 

    私のＡ社Ｂ工場（現在は、Ａ社）、Ｃ社及びＤ社の３事業所での厚生年金

保険被保険者記録が無い。事業所によっては、事業主から厚生年金保険に加

入するかどうかを尋ねられ、私の希望で加入しないこともあったが、この３

事業所ではそういうことは無く、当然に厚生年金保険に加入していたものと

思う。調査の上、記録を回復していただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社Ｂ工場で勤務した。」と主張してい

る。 

    しかしながら、Ａ社は、「申立人の勤務を示す資料も、厚生年金保険の加

入を示す資料も、見つからなかった。」と回答している上、申立期間①に同

社で厚生年金保険被保険者記録（以下「被保険者記録」という。）を有し、

所在が確認できた元従業員に照会したものの、申立人の勤務実態についての

証言を得ることができない。 

    また、申立人は、元同僚の氏名を記憶しておらず、これらの者に聞き取り

調査を行うことができない。 

    さらに、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）に申立人の氏名は確認できない上、申立期間の健康

保険整理番号に欠番も無く、申立人の被保険者記録の欠落をうかがわせる事

情は見当たらない。 

  ２ 申立期間②について、申立人は、「Ｃ社で勤務した。」と主張している。 



 

    しかしながら、申立期間②にＣ社で被保険者記録を有し、所在が確認でき

た元従業員 15 人に照会し、８人から回答があったものの、申立人の申立期

間における勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について明確な証言は得

られない。 

    また、上記８人のうち４人が、「Ｃ社では試用期間があり、この期間は社

会保険に入っていなかった。私も、試用期間には年金記録が無い。」と証言

しており、それぞれの被保険者記録から、試用期間は２か月から４か月であ

ったことが確認できる。 

    さらに、Ｃ社は、「申立人の勤務記録は見つからない。」と回答している上、

同社に係る被保険者名簿に申立人の氏名は確認できず、申立期間の健康保険

整理番号に欠番も無いなど、申立人の被保険者記録の欠落をうかがわせる事

情は見当たらない。 

  ３ 申立期間③について、申立人は、「Ｄ社で勤務した。」と主張している。 

    しかしながら、申立期間③にＤ社で被保険者記録を有し、所在が確認でき

た元従業員 15 人に照会し、８人から回答があったものの、申立人の申立期

間における勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について明確な証言は得

られない。 

    また、上記８人のうち１人が、「Ｄ社では３か月の試用期間があり、この

期間は社会保険に入っていなかったと思う。」と証言している。 

    さらに、Ｄ社は既に閉鎖しており、申立期間当時の事業主も死亡している

ため、申立人の勤務実態や保険料控除について確認できない上、同社に係る

被保険者名簿に申立人の氏名は確認できず、申立期間の健康保険整理番号に

欠番も無いなど、申立人の被保険者記録の欠落をうかがわせる事情は見当た

らない。 

  ４ このほか、申立人が申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の

給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4028 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 51年 10月から 55年７月まで 

Ａ社において申立期間は、毎年昇給があった期間であり、４年間も標準報

酬月額が同額であったとは考えられないので、年金記録を訂正してもらいた

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が同額であっ

たとは考えられない。」と主張している。 

しかし、Ａ社は、「申立期間に係る賃金台帳等の資料を保管しておらず、不

明である。また、Ｂ健康保険組合にも確認したが、同様に不明である。」と回

答している。 

また、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の同僚 22 人の標

準報酬月額を確認したところ、このうち 11 人については、昭和 52 年及び 53

年について標準報酬月額が下がっていることが確認でき、９人については、３

年ないし４年間標準報酬月額が同額で推移していることが確認できることか

ら、申立人の標準報酬月額の推移が不自然であるという事情も見当たらない。 

さらに、Ａ社の上記被保険者名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額等の

記載内容に不備は見当たらず、オンライン記録とも一致しており、遡って標準

報酬月額の訂正が行われた形跡も見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4029 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年３月９日から 59年８月９日まで 

             ② 昭和 59年８月９日から 62年３月９日まで 

    私は、Ａ地にある会社の紹介で、昭和 57年３月９日から 59年８月９日ま

で、仲間３人とＢ社で勤務した（申立期間①）。 

    その後、Ｂ社が倒産したので同業種のＣ社に転職し、昭和 59 年８月９日

から 62年３月９日まで勤務した（申立期間②）。 

    しかし、国の年金記録では、上記の期間の厚生年金保険加入記録が無いの

で調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ｂ社の所在地や元取締役の氏名を記憶して

いることから、期間は特定できないものの、申立人が同社で勤務していたこと

は推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社は、昭和 55 年１月９日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっており、申立期間①はそれ以後の期間であること

が確認できる。 

また、Ｂ社は、昭和 55 年に廃業し、同社の元事業主は所在不明であること

から、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び保険料控除につ

いて確認することができない。 

申立期間②について、Ｃ社の元事業主及び複数の元同僚は、「申立人は当社

の社員ではなく、当社の下請業者として出入りしていた。」と証言しており、

申立人が申立期間に同社で勤務していたことを確認することができない。 

また、Ｃ社の元事業主は、「申立人は当社の社員ではないため、当社におい

て厚生年金保険に加入させておらず、保険料も控除していない。」と回答して



 

いる。 

さらに、申立期間①及び②については、Ｂ社及びＣ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票に申立人の氏名の記載は確認できない上、健康保険整理番

号に欠落は無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当た

らない。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人が申立期間に係る厚生年金 

保険料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほ

かに申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4030 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 27年３月３日から 34年９月 12日まで 

         ② 昭和 34年９月 12日から 36年４月 30日まで 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社）を退職後、脱退手当

金が支給されたことになっているが、私は、脱退手当金を受給した記憶が無

いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人には記録上、未請求となっている申立期間②後の厚生年金保険被保険

者期間があるものの、申立期間に係る脱退手当金は、申立期間①及び②の被保

険者期間を通算して算出され、支給月数及び支給額に誤りは無く、申立期間②

に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 36 年 10 月 18

日に支給決定されているほか、申立期間①に係る申立人の厚生年金保険被保険

者台帳には、脱退手当金支給額の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚

生省（当時）から脱退手当金を裁定した社会保険出張所（当時）へ回答したこ

とを示す「回答済 36.９.13」の記載が確認できるなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4031 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 40年 10月 26日から 42年６月 17日まで 

私は、Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険被保険者記録が無

いとされているので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間において、Ａ社に勤務し社会保険に加入していた。」と

主張している。 

しかしながら、Ｂ事務センターは、「適用事業所名簿を検索した結果、Ａ社

が適用事業所であったことを確認できない。」と回答している上、申立人は、

「事業所の従業員は、事業主を含めて３人であった。」と供述していることか

ら、当時、当該事業所は、厚生年金保険法の適用を受ける必要の無い非適用事

業所であったことが考えられる。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局は、「法人登記簿に該当する事業所は

見当たらない。」と回答しており、事業主に照会を行うことができない上、申

立人は、元同僚の氏名を記憶していないため、申立人の当該事業所における厚

生年金保険の加入状況について確認することができない。 

さらに、公共職業安定所は、「申立期間については雇用保険の被保険者記録

は見当たらない。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4032 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 21年 10月２日から 22年９月 27日まで 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ社Ｂ支店を退職後、脱退手当金を受給し

た記録となっているが、その記憶は無いので、支給記録を訂正してもらいた

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給を示す「給付種

類 脱」、「資格期間 11」、「支給金額 249」、「支給年月日 22.11.11」

等と記載されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給月数及び支給額に

誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後

の昭和 22年 11 月 11 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

また、申立期間に係る脱退手当金が支給された当時は、20 年以上の厚生年

金保険被保険者期間が無ければ老齢年金を受給できない通算年金制度創設前

であることを踏まえると、申立人が当時脱退手当金を受給することに不自然さ

はうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

なお、申立人には記録上、未請求となっている申立期間前の厚生年金保険被

保険者期間があるが、上記の厚生年金保険被保険者台帳には、当該期間に係る

脱退手当金が支給されたことがうかがわれる記載が認められる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4033 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 32年８月５日から 33年５月 18日まで 

         ② 昭和 34年５月 26日から 37年 11月７日まで 

私は、Ａ事業所及びＢ社（現在は、Ｃ社）の厚生年金保険被保険者期間に

ついて調べたところ、脱退手当金が支給されていると聞いて驚いた。脱退手

当金を請求した覚えが無いので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約７か月後の昭和 38年６月 25日に支給決定されている上、当該支給

決定日以前の被保険者期間の全てを計算の基礎としており、その支給月数に誤

りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人のＡ事業所及びＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿及び厚生

年金保険被保険者番号払出簿には、脱退手当金が支給されたことを意味する

「脱」の表示が確認できる。 

さらに、申立人から聴取しても、申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶

が無いという主張のほかに、脱退手当金を受給していないことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4034（事案 275、2076の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年９月 15日から 36年 12月 16日まで 

年金記録確認第三者委員会から、事業主による代理請求が行われたとの回

答をもらったが、Ａ社に問い合わせたところ、「会社には書類は残っていな

い。」との回答だった。 

脱退手当金は昭和 37年２月 25日に支給されたことになっており、その前

月の１月に結婚しているが、夫も私も受給した記憶はない。 

          

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金については、ⅰ）申立人が申立期間において勤務

していたＢ社（現在は、Ａ社）においては、申立人を含め退職者の脱退手当金

について、事業主による代理請求が行われていたものと考えられること、ⅱ）

申立期間の脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無いなど、支給決

定に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえないこと等を理由として、既に

当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行

った旨、平成 20年 12月 10日付けで通知が行われている。 

また、その後、申立人は、申立てに係る事業所で勤務していた元同僚二人か

ら話を聞いてほしいとして再度申立てを行ったため、当委員会では、当該元同

僚二人に照会したものの、ⅰ）当該二人のうちの一人は、本人が脱退手当金の

請求手続を行った旨証言しているものの、当該元同僚の資格喪失月は、申立人

の資格喪失月から８年８か月後の昭和 45 年８月であり、申立人とは時期が相

違すること、ⅱ）残りの一人は、照会文書を送付しても回答が得られないもの

の、オンライン記録によると、脱退手当金を受領していることが確認でき、委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、これにつ

いても既に当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正のあっせんは行わないと



 

の判断を行った旨、平成 22年９月６日付けで通知が行われている。 

今回、申立人は、「年金記録確認第三者委員会から、事業主による代理請求

が行われたとの回答をもらい、Ａ社に問い合わせたが、「会社には書類は残っ

ていない。」との回答だった。もう一度同社本社の課長から話を聞いてほしい。」

と主張して、申立期間に係る脱退手当金は受給していないとして再々申立てを

行っている。 

しかしながら、申立人から新たな関連資料及び周辺事情の提示は無い上、申

立人が話を聞いてほしいとするＡ社の課長から聴取しても、「当時の書類が残

っていないので、脱退手当金の代理請求を行っていたかどうか不明である。」

と回答しており、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対する

あっせんに当たっての基本方針」（平成 19年７月 10日総務大臣決定）に基づ

き、公正な判断を示すこととしており、判断の基準は、「申立ての内容が、社

会通念に照らし「明らかに不合理でなく、一応確からしいこと」」とされてい

る。 

脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給されたことにな

っているが、申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。脱退

手当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされているが、

本事案では保存年限が経過してこれらの書面は現存していない。それゆえ、脱

退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年金の記録の真実性を

疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存しないか、脱退手当金を受け取っ

ていないことをうかがわせる事情が無いかなど、いわゆる周辺の事情から考慮

して判断をしなければならない事案である。 

本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾

は見当たらず、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の前後に記載されている従業員のうち、同社に係る被保険者期間が２年以上

あり、申立人の資格喪失月の前後１年程度の期間内の資格喪失者の多くに脱退

手当金の支給記録が確認できること、申立期間に係る脱退手当金の支給額に計

算上の誤りは無く、申立期間に係る資格喪失日から２か月半後に支給決定され

ており、一連の事務処理に不自然な点は見当たらないことなど、むしろ脱退手

当金が支給されていることをうかがわせる周辺事情が存在し、一方で、申立人

が脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせる周辺事情が見当たらな

い。 

したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

  



 

兵庫厚生年金 事案 4035 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 38年８月 29日から 40年９月 29日まで 

私は、申立期間当時、Ａ社（Ｂ営業所）に勤務していた。申立期間に係る

脱退手当金が支給されたことになっているが、受給した記憶は無いので、調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給されてい

ることを意味する「脱 Ｃ」の押印が確認できる上、申立期間に係る脱退手当

金は、支給月数及び支給額に誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

なお、申立人には記録上、未請求となっている申立期間前後の厚生年金保険

被保険者期間があるが、それぞれ申立期間とは別の厚生年金保険被保険者台帳

記号番号となっており、当時、請求者からの申出が無ければ、別の記号番号で

管理されていた被保険者期間を把握することが困難であったことを踏まえる

と、未支給期間があることに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4036 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月１日から 43年 12月 11日まで 

脱退手当金を受け取った覚えは無い。詳しく調査して、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記

載されているページとその前後のページに記載されている女性被保険者で、申

立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 43年 12 月 11 日の前後約

３年以内に被保険者資格を喪失した 20 人のうち、脱退手当金の受給要件を有

し６か月以内に他の公的年金に加入している者を除く６人（申立人を除く。）

について脱退手当金の支給記録を確認したところ、４人に支給記録が確認でき、

そのうち３人については、被保険者資格喪失日の６か月以内に支給決定がなさ

れている上、支給決定記録が確認できる４人のうち、所在が確認できた３人に

照会したところ、そのうちの一人は、「会社の説明を聞いて脱退手当金をもら

おうと思い、会社に書類の作成とその請求手続を依頼した。」と証言している

ことを踏まえると、事業主による代理請求が行われていた可能性が考えられる。 

また、前述の申立期間の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の

申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の記載が確認できる上、

申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和44年５月15日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前に有る被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申



 

立期間と未請求期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理さ

れていることが確認できることから、当該未請求期間に係る脱退手当金の支給

が無いことに不自然さはない。 

このほか、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4037  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 11月 20日から 39年３月１日まで 

    国の年金記録では、Ａ社の退職後に、同社で勤務した申立期間に係る脱退

手当金が支給されたことになっているが、当時、脱退手当金という制度を知

らなかったし、受給した記憶も無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約３か月後の昭和 39 年６月２日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ｂ市の国民年金被保険者台帳管理簿によると、申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 41 年 10月 27日に払い出されていることが確認できるとこ

ろ、39 年２月にＡ社を退職後、国民年金の強制加入期間であるにもかかわら

ず、国民年金の加入手続を行っていないことが確認でき、申立人は、市からの

連絡により国民年金に加入したと思う旨を供述していることを踏まえると、当

時、申立人が年金に対して高い認識を持っていたとはいえず、申立人が脱退手

当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

なお、申立人には記録上、未請求となっている申立期間前の厚生年金保険被

保険者期間があるが、申立期間とは別の記号番号で管理されている上、当該期

間の番号が統合処理されたのは平成 11 年１月以降であることが確認できるこ

とから、当該期間が未請求となっていることについて不自然さは無い。 

このほか、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4038 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月１日から 43年３月 24日まで 

                          ② 昭和 43年５月１日から 45年４月 24日まで 

国の年金記録では、Ａ社で勤務していた昭和 37年４月１日から 43年３月

24 日までの期間及びＢ社で勤務していた同年５月１日から 45 年４月 24 日

までの期間の脱退手当金が支給されたことになっているが、受給していない

と思うので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金裁定請求書によれば、昭和 46年５月 22日にＣ社

会保険事務所（当時）に提出され、同年７月 13 日に脱退手当金が支払われた

旨の記載が確認できる。 

また、申立人のＢ社に係る厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支

給されたことを意味する｢脱｣の表示が確認できる上、申立期間に係る脱退手当

金の支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4039  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 30年７月 28日まで 

    私は、中学校を卒業後、昭和 29 年４月１日からＡ社（後にＢ社）で現場

作業員として働いていたのに、厚生年金保険被保険者資格取得日は 30 年７

月 28 日となっている。入社当初の記録が欠落しているので、調査の上、年

金記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言及び申立人が申立期間後に勤務した二つの事業所の人

事記録又は履歴書の職歴欄の記載により、申立人は申立期間にＡ社に勤務して

いたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に解散している上、当時の代表取締役の所在を確認

できないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び保

険料控除について確認することができない。 

また、申立人は、同期入社の同級生１人を含む４人の元同僚の氏名又は姓を

記憶しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間に当該４人の氏名又は姓の被保険者記録は見当たらない上、当該同期

入社の同級生によると、「私は申立人と同時期に入社し、１年程度勤務したが、

その間、厚生年金保険に加入していない。保険料が控除されていたかは覚えて

いない。」と証言している。 

さらに、Ａ社において申立期間の前後に厚生年金保険被保険者記録を有し、

所在が確認できた 16 人に申立人の厚生年金保険の加入状況について照会した

ところ、12 人から回答があったものの、申立人が申立期間において厚生年金

保険に加入していたことを裏付ける証言等は得られない上、このうち申立人を

記憶する一人は、「申立人は、申立期間当時、日雇勤務だった。私も入社から



 

１年から１年半程度の期間は日雇勤務であったが、日雇だった期間は、厚生年

金保険に加入していない。加入していない期間に保険料が控除されていたかは

覚えていない。」と証言している。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、申立人に係る厚生

年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出

簿における申立人の資格取得日は、いずれも昭和 30年７月 28日と記録されて

おり、オンライン記録と一致する。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4040 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく船員保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 53年８月１日から同年 11月１日まで 

             ② 昭和 53年 11月１日から 56年２月４日まで 

    Ａ社及び同社の資金援助により私の伯父が設立したＢ社(現在は、Ｃ社）

に勤務した期間の船員保険の標準報酬月額と給与の報酬月額に相違がある。

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び申立期間②のうち昭和 53年 11月１日から 55 年１月１日

までの期間について、申立人は、当該期間の給与明細書等を保有していない

上、Ａ社及びＣ社は、当該期間の保険料控除額を確認できる資料等を保管し

ていない旨それぞれ回答していることから、申立人のその主張する報酬月額

及び船員保険料の控除について確認することができない。 

また、申立期間において、Ａ社及びＢ社に係る船員保険被保険者資格を

有する４人（申立人及び申立人の伯父を含む。）の標準報酬月額について確

認したところ、申立人のみが他の３人と比べて著しく低いとは言い難い上、

申立人の標準報酬月額が遡って訂正されている等の不自然な処理も見当た

らない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく船員保険料の事業主

による控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①及び申立期間②のうち昭和 53 年 11 月１日から 55 年１

月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に相当する船員保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間②のうち昭和55年１月１日から56年２月４日までの期間につい



 

ては、申立人から提出された 55年２月から 56年２月までの給与明細書及び

55 年分給与所得の源泉徴収票により、当該期間における事業主が源泉控除

していたと認められる船員保険料控除額及び報酬月額が確認できるところ、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の

範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、当該期間における事業主が源泉控除していたと認められる

船員保険料控除額及び報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれ

か低い方の額が、オンライン記録の標準報酬月額より低いか又は一致してい

ることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないた

め、記録訂正のあっせんは行わない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4041 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 24年 11月１日から 27年２月末まで 

         ② 昭和 29年１月６日から 31年 12月末まで 

         ③ 昭和 61年２月１日から平成４年８月６日まで 

私は、昭和 24 年 11月１日から 27年２月末までの期間はＡ社（現在は、

Ｂ社）で勤務したが、当該期間の厚生年金保険の被保険者記録が無く、また、

28 年８月１日から 31 年 12 月末までの期間はＣ社で勤務したが、被保険者

記録は 29年１月６日までしか無く、さらに、61年２月１日から平成４年８

月６日までの期間はＤ社（現在は、Ｅ社）からＦ社に派遣され勤務したが、

当該期間の被保険者記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「昭和 24年 11月１日から 27年２月末

までの期間はＡ社において勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社によると、「申立期間に係る資料は無く、申立期間

当時の事業主にも確認できず、申立人が当社に勤務していたかどうかについ

ては不明である。」と回答している上、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）により、申立期間に被保険者

資格を取得している元従業員 56人のうち、連絡先の判明した 11人に照会し

たところ、６人から回答があり、そのうち一人は、「申立人を記憶している

が、勤務期間については分からない。」、残る５人は「申立人を記憶してい

ない。」とそれぞれ供述しており、申立人の申立期間における勤務実態等に

ついて具体的な供述を得ることができない。 

さらに、上記名簿によると、昭和 24 年 10 月 29 日から 27 年６月１日ま

での期間に厚生年金保険の資格を取得した者は 37 人確認できるが、申立人



 

の氏名は確認できない上、健康保険整理番号に欠番はない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「昭和 28年８月１日から 31年 12月末

までの期間はＣ社に勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、申立期間当時の事業主の親族によると、「申立期間の資

料が無いため、申立人の勤務期間等については確認できない。申立人の氏名

には記憶があるが、申立人の厚生年金保険の加入等については分からない。」

と回答している上、同社に係る被保険者名簿により、申立期間に被保険者資

格を取得している元従業員 13 人のうち、連絡先の判明した６人に照会した

ところ、４人から回答があり、全員、「申立人を記憶しているが、勤務期間

については分からない。」と供述しており、申立人の勤務期間等について具

体的な供述を得ることができない。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳）及びＣ社に係

る被保険者名簿を見ると、申立人は、昭和 28 年８月１日に資格を取得し、

29 年１月６日に資格を喪失していることが確認でき、オンライン記録と一

致している上、当該事業所に係る被保険者名簿の備考欄には、「証返納済」

と記載されていることが確認できる。 

３ 申立期間③について、申立人は、「昭和 61 年２月１日から平成４年８月

６日までの期間は、Ｄ社からＦ社に派遣され勤務していた。」と主張してい

る。 

しかしながら、Ｅ社によると、「申立期間当時の書類は、保存年限が経

過しているため、現存しておらず、申立人の勤務実態等については確認でき

ない。」と回答している。 

また、Ｇ社に係る被保険者名簿により、当該事業所が適用事業所となっ

た平成２年12月11日から３年３月１日までの間に被保険者資格を取得して

いる元従業員 25人のうち、連絡先の判明した 15人に照会したところ、８人

から回答があったが、申立人を記憶している者はいないため、申立人の勤務

期間等について供述を得ることができない。 

さらに、上記８人のうち、３人は、「他の事業所に派遣されていた。」

と供述しているところ、そのうち申立人同様Ｆ社に派遣されていたとしてい

る二人は、「Ｄ社の厚生年金保険の加入については、本人の希望により加入

させる取扱いだった。」と供述し、別の事業所に派遣されていた一人も、「厚

生年金保険の加入については本人の希望だった。」と供述していることから、

Ｄ社では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させる取扱いは行って

いなかったことがうかがえる。 

加えて、Ｇ社に係る被保険者名簿によると、平成２年 12 月 11 日から４

年８月６日までの期間に被保険者の資格を取得した者は 389 人確認できる

が、申立人の氏名は確認できない上、健康保険記号整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



 

から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚

生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4042 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年８月１日から 43年８月 31日まで 

私は、昭和 39 年５月頃、Ａ事業所にアルバイトとして入社し、同年８月

頃から同社社員となり、43 年８月頃まで継続して勤務していたが、厚生年

金保険被保険者記録が欠落している。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ｂ市Ｃ地区ＤにあったＡ事業所でＥ業務及びＦ業務をしてい

た。」と主張しているところ、オンライン記録によると、Ｇ県内において「Ａ

事業所」が厚生年金保険の適用事業所であったことを確認できない上、所在地

を管轄する法務局において、法人登記も見当たらない。 

なお、類似する名称のＨ社の事業所所在地及び業務内容などが、申立人が勤

務していたと記憶するＡ事業所と一致しており、申立人の勤務していた事業所

は、Ａ事業所ではなくＨ社であった可能性がうかがえることから、申立期間に

おいて、同社に係る厚生年金保険被保険者記録を有する元従業員７人に照会し

たところ、４人から回答があり、そのうちの一人が申立人を記憶しており、申

立人は、期間は特定できないものの、当該事業所で勤務していたことがうかが

える。 

しかしながら、Ｈ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

元代表取締役は、「平成７年に廃業しているため、申立てどおりの届出及び保

険料納付を行っていたかについては不明である。」と回答していることから、

申立人の厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

また、Ｈ社及び同社の前身であるＩ社に係る事業所別被保険者名簿を確認し

ても、申立期間において、申立人の氏名は確認できない上、健康保険の整理番

号に欠番も無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当た



 

らない。 

さらに、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4043 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14年４月１日から 15年１月１日まで 

国の年金記録では、私がＡ社で役員として勤務していた期間のうち、申立

期間に係る厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の閉鎖登記簿から、申立人は申立期間に同社の役員として在籍していた

ことが確認できる。 

しかし、Ａ社の顧問税理士が保管する同社に係る平成 14 年４月、同年５月

及び同年７月の給与明細一覧表によると、申立人は、上記の期間に給与から厚

生年金保険料を控除されていないことが確認できる。 

また、上記の顧問税理士が保管する平成 14年 10月の標準報酬月額定時決定

に伴う同社の被保険者報酬月額算定基礎届によると、申立人は厚生年金保険の

被保険者として届出されていないことが確認できる。 

さらに、Ｂ保険協会における健康保険の加入記録によると、申立人は、平成

14 年４月 18 日から 15 年１月１日まで夫の被扶養者の認定を受けていること

が確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4044 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月 27日から 48年６月５日まで 

私は、昭和 47年 10月 27日から 48年６月５日まで、季節労働者としてＡ

社で勤務していたが、国の年金記録では、当該期間の厚生年金保険の加入記

録が無いので訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の元同僚の証言から、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 47年 10月 27日から 48年４月 14 日までの期間について、同社に勤

務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社の元事業主は、既に死亡している上、申立期間当時の同社の社

会保険事務担当者は所在不明のため、申立人の申立期間における厚生年金保険

の加入状況及び保険料控除について確認することができない。 

また、申立期間に申立人と一緒にＡ社で勤務していたとする元同僚は、｢同

社では厚生年金保険に加入させてもらえず、国民年金に加入していた。」と証

言しているところ、オンライン記録等によると、申立人は、申立期間を含む昭

和 47年５月から 48年５月まで国民年金に加入し、保険料を現年度納付してい

ることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人の

氏名は見当たらない上、健康保険整理番号に欠番は無く、申立人に係る記録の

欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か 

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生 

年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する



 

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4045（事案 21、304、1584の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年２月１日から 23年８月 24日まで 

② 昭和 23年８月 24日から 24年 11月 20日まで 

③ 昭和 25年２月 28日から 27年３月１日まで 

④ 昭和 27年９月２日から 29年１月 10日まで 

⑤ 昭和 29年７月１日から 30年１月１日まで 

年金記録によると、私が役員として経営に参画していたＡ事業所（その

後、「Ｂ事業所」に改組）での厚生年金保険被保険者期間は、昭和 24年 11

月 20日から 25年２月 28日までとなっているが、私は同事業所に、設立時

の 22年２月１日から 27年２月 28日まで継続して在籍していたので、申立

期間①、②及び③も厚生年金保険被保険者であったはずである。 

また、Ｃ社での被保険者期間は、昭和 29 年１月 10 日から同年７月１日

までとなっているが、私は 27年９月２日から 29年 12月 31日まで同社に在

籍していたので、申立期間④及び⑤も被保険者であったはずである。 

いずれの事業所についても、在籍期間に比べ厚生年金保険の被保険者期

間が短すぎる。再度申し立てるので、年金記録を訂正してほしい。 

          

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたとは認められないとして、既に当

委員会の決定に基づき、年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行っ

た旨、平成 20年３月３日付けで通知が行われている。 

また、その後、申立人は、申立てに係る事業所で勤務していた元同僚から事

実関係を確認してほしいとして再度申立てを行ったため、当委員会では、当該

元同僚等から証言を得たが、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見



 

当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正のあっせ

んは行わないとの判断を行った旨、平成 20 年 12月 24日付けで通知が行われ

ている。 

さらに、申立人は、従来の申立てと同様に、自身が申立てに係る事業所で勤

務していた申立期間については、厚生年金保険被保険者であったはずであり、

被保険者記録を訂正すべきであるとして再々度申立てを行ったが、委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、既に当委員会の決

定に基づき、年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行った旨、平成

22年３月 29日付けで通知が行われている。 

今回、申立人は、これまでの申立てと同様に、ⅰ）申立人自身が社会保険事

務所（当時）に対する届出や保険料納付を行ったにもかかわらず、申立人や他

の従業員に関する記録は廃棄され、保険料が職員により着服されていること、

ⅱ）昭和 61 年に社会保険事務所から発行された申立人の年金記録に係る書面

において、24年 11月からの被保険者記録に係る事業所名として、23年８月に

組織変更される前の事業所名であるＡ事業所と記載されていたことが、申立期

間①当時に厚生年金保険に加入する手続をしていたことを示す証拠であるこ

と、ⅲ）その後、数度にわたり社会保険庁（当時）及び社会保険事務所から発

行された同様の書面において、当該事業所の名称が変遷していることが不正行

為の証拠であること、ⅳ）第三者委員会が調査のために入手した紙台帳等は、

社会保険事務所が不正に作成したものであるから、当該紙台帳等に基づき行わ

れた審議結果には納得できないことなどを主張し、４回目の申立てを行ってい

る。 

しかしながら、申立人から新たな事情は提示されなかった上、これまでの調

査結果等を改めて精査しても委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①か

ら⑤までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの

と認めることはできない。 

  



 

兵庫厚生年金 事案 4046 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年３月 19日から 40年８月 22日まで 

             ② 昭和 41年２月 11日から同年５月 29日まで 

    申立期間①及び②について、私の年金記録を確認したところ、脱退手当金

が支給されたことになっているが、私は、脱退手当金を受け取っていないの

で、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間①（53 か月）及び②（３か月）の２つ

の厚生年金保険被保険者期間を合算した 56 か月を基礎として計算されており、

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金

が支給されたことを示す「脱」の表示が確認できるなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

また、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が申立期間の

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4047 

 
第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 
 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏 名  ： 男（死亡） 

基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 大正元年生 

住    所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 
    申 立 期 間  ： ① 昭和 15年７月 13日から 16年 10月１日まで 
             ② 昭和 16年 10月１日から同年 12月 10日まで 
             ③ 昭和 18年９月２日から 19年３月７日まで 

④ 昭和 19年４月７日から同年５月２日まで 
⑤ 昭和 19年 10月 11日から 20年４月１日まで 
⑥ 昭和 43年９月６日から同年 10月１日まで 

    私は、Ａ社に入社し、Ｂ社（現在は、Ｃ社が継承）を退職するまでの期間

について、勤務は継続しており給与の支払及び保険料の控除もあった。船員

保険被保険者記録に空白があることに疑義がある。調査の上、年金記録の訂

正を願いたい。 
（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立人が所持する履歴書の記載内容から、申立期間①から⑥ま

でについて、継続して勤務していたと主張している。 

しかしながら、申立期間①から⑤までについて、昭和 20 年４月１日前に

は、「適用船舶に乗り組むため雇用されている者で、船内で使用されていな

い者（予備船員）」について、船員保険の適用が無かったところ、申立人は

既に死亡しており、申立人の申立期間①から⑤までにおける乗船及び下船の

状況、元同僚の氏名等について聞き取りを行うことができない。 

また、申立期間⑥についても、申立人の退職時の状況及び元同僚の氏名等

について聞き取りを行うことができない。 

２ 申立期間①について、Ａ社に係る申立期間①当時の船員保険被保険者名簿



 

は無く、元乗組員に申立人の勤務実態について聞き取りを行うことができな

い。 

また、Ａ社が保管する申立人に係る船員保険台帳によると、申立人は、昭

和 15 年５月１日（船員保険法の施行日は同年６月１日）に同被保険者資格

を取得し、同年７月 11 日に同資格を喪失しており、申立人の保険料控除は

６月のみ行われていることが確認でき、同社は、「申立人の船員保険につい

ては、同人に係る船員保険台帳どおりである。」と回答している。 

２ 申立期間②から⑤までについて、Ｄ社に係る申立期間②から⑤までの船員

保険被保険者名簿により、それぞれの申立期間に同被保険者資格を有する元

乗組員の所在を確認することができないため、これらの者に申立人の勤務実

態について聞き取りを行うことはできない。 
また、上記被保険者名簿によると、申立人は、昭和 19 年５月２日から同

年 10月 11日までの期間について、「Ｅ丸」に乗船していたことが確認でき

るところ、申立人を含む少なくとも 12 人の乗組員については申立人と同日

に同被保険者資格の取得及び喪失が行われていることが確認できる上、「Ｅ

丸」に係る資料によると、同船は、同年５月に竣工し、同年 10 月＊日に沈

没していることが確認できる。 
さらに、Ｄ社（現在は、Ｆ社）は、「昭和 42 年１月末、外航海運集約化

により、申立人ほか 250人は、Ｂ社に移籍した。その際に一切の資料を移管

したため当社には残っていない。」と回答しており、申立人の勤務実態及び

船員保険料の控除の有無について確認できない。 
３ 申立期間⑥について、Ｂ社に係る船員保険被保険者名簿により申立期間⑥

に同被保険者資格を有し、所在が確認できた元同僚５人に申立人の勤務実態

について照会したものの、複数の元同僚は、「申立人に記憶はあるが、勤務

期間及び船員保険の加入については不明である。」旨、それぞれ証言してい

る。 
また、Ｃ社は、「当社が保管する申立人の船員保険被保険者名簿によると、

申立人は、昭和 43年３月 17日に同被保険者資格を取得し、同年９月６日に

同資格を喪失していることが確認できる。このほか申立人に係る資料の保管

は無く、不明である。」と回答しており、当該記録はオンライン記録と一致

する。 

４ このほか、申立人の申立期間①から⑥までにおける船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間①から⑥までに係る船員保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4048 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月 21日から同年 11月１日まで 

    私は、昭和 40年９月にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、66歳になるまで

継続して勤務し、65歳まで厚生年金保険料を支払っていたにもかかわらず、

申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いとされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、「Ａ社において、65 歳まで厚生年金保険料を給与から控除され

ていた。」と主張しているが、Ｂ社によると、「申立期間当時の賃金台帳等は、

破棄されており現存していないが、申立人は 60 歳となった時点で、一旦厚生

年金保険の受給手続を行い、その後、厚生年金保険被保険者資格を再取得した

のではないか。また、当社は、申立人の申立期間に係る給与から厚生年金保険

料の控除を行っていない。」と回答している。 

  また、Ｂ社から提出のあった申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失確認通知書によると、申立人は平成元年４月 21 日に被保険者資格を喪

失し、同資格取得確認通知書によると、申立人は同年 11 月１日に被保険者資

格を再取得していることが確認できる。 

  さらに、申立人から提出のあった社会保険業務センター所長からの平成７年

９月 14 日付けの裁定通知書・支給額変更通知書によると、元年５月に「退職

した為」及び同年 12 月に「就職している為」として申立人に老齢厚生年金額

の変更の通知が行われていることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から 

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周



 

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する 

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4049 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 61年１月１日から 62年４月１日まで 

私の夫は、Ａ社（現在は、Ｂ社）で昭和 61年１月１日から勤務していた

にもかかわらず、厚生年金保険の資格取得日が 62 年４月１日となっており

納得できない。記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立代理人から提出されたＡ社発行の身分証明書により、申立人が申立期間

のうち、昭和 61年４月から同社で勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「身分証明書の発行については、他の事業所に立ち

入り、職務を遂行するという当社の職務上、アルバイト、パートタイマーを含

め全ての従業員に携行させるため、この身分証明書をもって正社員であるとは

言えない。」とし、「Ｃ職に関しては、１年ほどのアルバイト勤務を経てから正

社員として雇用し、社会保険に加入させるケースは現在でも多々ある。」と回

答している。 

また、Ｂ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標

準報酬決定通知によると申立人が、昭和 62 年４月１日に厚生年金保険被保険

者資格を取得したことが確認できる。 

さらに、申立人に係る雇用保険の被保険者資格取得日はオンライン記録と一

致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



 

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4050（事案 1258の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 10月１日から 32年３月 31日まで 

    私は、Ａ市Ｂ町にあったＣ社に正社員として勤務し、Ｄ業務に従事してい

たが、厚生年金保険の記録が無いことから、第三者委員会に記録訂正の申立

てをしたが、認められなかった。 

    しかしながら、元同僚のＥ氏が、入社年月日等の在職期間は正確に記憶し

ていないものの、１年半余り、私と一緒に働いたことは認めており、署名、

押印してくれた。同氏は、前回の申立てにおいても私が勤務していたことを

証言しているが、もし不明なら直接証言してもよいと言っている。もう一度、

審議、検討してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が、Ｃ社で共に勤務したと記憶し

ている元同僚（３人）については、いずれも同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）において被保険者記録を確認

できることから、申立人が同社で勤務していたことは推認できるものの、ⅰ）

同社の現在の担当者は、申立期間当時の関係資料を見ても、申立人の在籍の有

無は不明であるとしており、申立人の勤務状況が明確ではないこと、ⅱ）同社

から提出された申立期間当時の出欠簿に氏名が記載されている 13 人のうち、

５人については同社に係る被保険者名簿で氏名が確認できないことなどから、

申立期間当時、同社では、全ての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけ

ではなかったものと考えられること、ⅲ）申立人は、同社で雇用保険に加入し

ていたと主張しているが、同社が雇用保険の適用事業所となったのは申立期間

後の昭和 33年３月 17日であり、申立内容と矛盾すること、ⅳ）同社に係る被

保険者名簿において、健康保険の番号に欠番が無く、申立人に係る記録の欠落



 

をうかがわせる不自然な点も無いこと等を理由として、当委員会の決定に基づ

き、年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行った旨、平成 21年 12

月 28日付けで通知が行われている。 

今回、申立人は、「元同僚のＥ氏が、Ｃ社において１年半余り一緒に働いた

ことを証言してくれた。」と主張して、再度、申立てを行っている。 

しかしながら、当該元同僚から聴取しても、申立人がＣ社において勤務して

いたことは間違いない旨証言しているものの、申立人の勤務期間を特定するこ

とができない上、申立人の厚生年金保険の加入及び保険料控除を裏付ける証言

は得られない。 

また、当該元同僚がＣ社の事務担当者として名前を挙げた元従業員に照会し

たものの、「私は、経理担当ではなかったので、詳しいことは分からない。」

と供述している上、当該元従業員が名前を挙げた申立期間当時の経理事務担当

者は、既に死亡していることから、申立人の厚生年金保険の加入及び保険料控

除についての証言が得られない。 

 さらに、申立人は、「明確ではないが、Ｃ社における厚生年金保険被保険者

証は、同社退職後に勤務したＦ社の入社時に提出したように思う。」と主張し

ているところ、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿によると、申立人の

Ｆ社に係る同記号番号は、同社における厚生年金保険被保険者資格取得時に払

い出されていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   



 

兵庫厚生年金 事案 4051  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月１日から同年 11月 16日まで 

私は、昭和 52年９月１日から同年 11月 16 日までＡ市Ｂ事業所に産休代

替社員として勤務したが年金記録が無い。調査の上、記録の訂正を願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する申立期間に係るＡ市Ｃ会の辞令及び同会が保管する申立

人に係る履歴証明書により、申立人が申立期間に同会に勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、上記辞令及び履歴証明書によると、申立人は昭和 52 年９月

１日付けで同日から同年 10月 31日までの期間及び同年 11月１日付けで同日

から同月 16日までの期間、Ａ市Ｄ職種に任命されているところ、同市Ｃ会は、

「現在は、任用期間が２か月を超える場合に任用期間初日から厚生年金保険に

加入しているが、申立期間当時は今まで以上に加入基準が厳しく、今回のケー

スは任用期間が２か月以内のため、現在の加入基準にも達していないので、厚

生年金保険に加入させてなかったと思う。保険料控除については当時の資料が

無く不明である。」と回答している。 

また、Ａ市Ｃ会に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立期

間の健康保険整理番号に欠番は無く、申立人の記録の欠落をうかがわせる事情

も見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4052 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成７年１月１日から同年３月 31日まで 

私の勤務していたＡ社は、平成７年１月の災害では大きな被害を受けたが、

同年１月及び同年２月の給与は、６年 12 月までと同額を受け取っているは

ずなのに、当該月の標準報酬月額は、９万 2,000円とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間においても平成６年 12 月までと同額の給与を受け取

っていたはずなので、標準報酬月額も当該月までと同額となるはずである。」

と主張している。 

しかしながら、Ａ社の元代表取締役、申立期間当時の同社の取締役、及び同

社が社会保険業務を委託していたＢ労務協会に照会したが、申立人の申立期間

における厚生年金保険料の控除等の状況について具体的な供述を得ることが

できない上、平成７年１月現在における同社に係る厚生年金保険被保険者のう

ち、申立人を除く５人の元従業員に照会を行ったところ、４人から回答があっ

たが、そのうち一人は、「申立期間における給与からの厚生年金保険料の控除

額は、それ以前に比べ少なくなったと思う。」と供述している。 

また、申立人は、「Ａ社は災害で被災し、通常どおりの業務が行えなかった

ことから、申立期間当時は毎日出勤してはいなかった。」と供述している上、

前述の照会に対して回答のあった二人の元従業員は、「同社は、災害によって

発生した火災の被害を受けたことから、申立期間においては通常どおりの業務

を行っていなかった。」と供述している。 

さらに、法令において、厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例について、



 

都道府県知事は、同年１月＊日において特定被災区域に所在した厚生年金保険

の適用事業所の事業が災害による被害を受けたことにより、当該適用事業所に

使用される厚生年金保険の被保険者の同年同月から 12 月までのいずれかの月

に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となっ

た報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるとき

は、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、

厚生年金保険の標準報酬を改定することができるものとされており、オンライ

ン記録によると、同年１月１日時点にＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格を

有する申立人を除く５人の元従業員全員が、申立人と同様に同年４月 12 日付

けで同年１月及び２月の標準報酬月額を９万 2,000円（実報酬額は 1,000円）

に変更する処理を遡及して行われていたことが確認できる。 

このほか、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚

生年金保険料が事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4053 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 48年７月１日から 50年３月頃まで 

私は、昭和 48年４月２日から 50年３月頃までＡ事業所に継続して勤務し

ていた。しかし、48年７月１日から 50年３月頃に退職するまでの厚生年金

保険の加入記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された辞令（写し）２通によると、申立人の採用辞令の発

令日は昭和 48年７月１日、退職辞令の発令日は 50年１月 31日であることが

確認でき、申立人が申立期間のうち、48 年７月１日から 50 年１月 31 日まで

の期間において、同事業所で勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、申立人は、昭和 48年７月１日から 50年１月 31日までの期

間について、Ｂ共済組合（団体共済部）における加入記録が確認できることか

ら、当該期間について、厚生年金保険の被保険者であったとは考え難い。 

また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録によると、事業所名は確認でき

ないものの、資格取得日が申立人のＡ事業所に係る厚生年金保険被保険者資格

取得日（昭和 48 年４月２日）と一致する記録が確認できるところ、その離職

日は、上記退職辞令の発令日（50 年１月 31日）と一致していることが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4054 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年８月１日から同年 10月１日まで 

             ② 昭和 52年９月１日から 54年９月１日まで 

             ③ 昭和 60年 10月１日から 61年８月１日まで 

 申立期間①の標準報酬月額は２万 6,000円と記録されているが、前後の期

間の標準報酬月額（３万 3,000円）と比較して低く記録されていることに納

得できない。                                                  

また、申立期間②の標準報酬月額は、26 万円と記録されているが、私が

所持している辞令の記載金額に住宅手当及び家族手当を加えると、当該期間

の標準報酬月額は 28万円となるはずである。  

 さらに、申立期間③の標準報酬月額は、44 万円と記録されているが、私

は当時 50 万円以上の給与の支払を受けていた。当該期間の標準報酬月額は

47万円（当時の上限額）となるはずである。  

それぞれの期間について、調査の上、記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①について、「当該期間の給与額が、前後の期間の給

与額と比較して下がったという覚えがない。」と主張している。 

    しかしながら、申立人は、その主張する標準報酬月額に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、

源泉徴収票等）を所持しておらず、Ａ社も、「当時の賃金台帳、源泉徴収簿

が現存していないため、不明である。｣と回答しており、申立人の申立期間

①における報酬月額及び保険料控除額について確認することができない。 

    また、Ａ社に係る申立期間①当時の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の

申立人の前後 240人のうち、当該期間前と比較して標準報酬月額が低く記録



 

されている者は、申立人を除き 70 人確認でき、申立人の標準報酬月額のみ

が他の従業員の取扱いと異なっていたという事情は見当たらない上、当該

70 人のうち、当該期間の標準報酬月額が前後の期間と比較して低く記録さ

れ、かつ連絡先が判明した９人に照会したところ、４人から回答を得たが、

全員が「当時の給与額と、年金記録（標準報酬月額）に相違は無い。」と回

答している。 

    さらに、申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）

を確認しても、申立人の標準報酬月額が遡及して訂正されている等の不自然

な点は見当たらず、オンライン記録とも一致している。 

  ２ 申立人は、申立期間②について、「所持している辞令の記載金額に住宅手

当及び家族手当を加えると、当該期間の標準報酬月額は 28 万円となるはず

である。」と主張している。 

    しかしながら、申立人は、その主張する標準報酬月額に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料を所持して

おらず、Ａ社も、「当時の賃金台帳、源泉徴収簿が現存していないため、不

明である。｣と回答しており、申立人の申立期間②における報酬月額及び保

険料控除額について確認することができない。 

    また、Ａ社から提出を受けた昭和 52年 10月定時決定時の「厚生年金基金

加入員標準給与月額算定基礎届」により、申立人の申立期間②に係るＢ厚生

年金基金宛ての標準報酬月額は、同社から 26 万円として届出がなされたこ

とが確認できる。 

    さらに、申立期間②について、申立人に係る被保険者原票を確認しても、

申立人の標準報酬月額が遡及して訂正されている等の不自然な点は見当た

らず、オンライン記録とも一致している。 

  ３ 申立人は、申立期間③について、「私は、当時 50万円以上の給与の支払を

受けていた。当該期間の標準報酬月額は、当時の上限額である 47 万円とな

るはずである。」と主張している。 

    しかしながら、申立人は、その主張する標準報酬月額に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料を所持して

おらず、Ａ社も、「当時の賃金台帳、源泉徴収簿が現存していないため、不

明である。｣と回答しており、申立人の申立期間③における報酬月額及び保

険料控除額について確認することができない。 

    また、Ａ社から提出を受けた昭和 60年 10月定時決定時の「厚生年金基金

加入員標準給与月額算定基礎届」により、申立人の申立期間③に係るＢ厚生

年金基金宛ての標準報酬月額は、同社から 44 万円として届出がなされたこ

とが確認できる。 

    さらに、申立期間③について、申立人に係る被保険者原票を確認しても、



 

申立人の標準報酬月額が遡及して訂正されている等の不自然な点は見当た

らず、オンライン記録とも一致している。 

  ４ このほか、申立期間①から③までについて、申立人の主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間①から③までについて、申立人がその主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4066 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年９月から 15年６月まで 

    私は、平成 11年６月頃からＡ社で勤務し、13年９月から厚生年金保険に

加入することになった。 

預金通帳には、毎月約 20万円の給与が振り込まれていたにもかかわらず、

平成 13 年９月から 15 年６月までの標準報酬月額が９万 8,000 円となって

いるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人から提出された預金通帳の写しによると、申立期間においてＡ社から

給与と思われる毎月の振込みが確認でき、同振込額は、オンライン記録上の標

準報酬月額よりも高額であることが確認できる。 

  しかし、Ａ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得確認および標準報酬決定通知書によると、申立人が厚生年金保険被保険

者資格を取得した平成 13 年９月の標準報酬月額は９万 8,000 円で、オンライ

ン記録と一致することが確認できる。 

  また、当該事業所において申立人と同じ雇用形態であった元従業員の平成

15 年８月の給与明細書によると、給与総支給額は、オンライン記録上の標準

報酬月額の２倍以上の金額であるが、給与から控除されている厚生年金保険料

は、オンライン記録上の標準報酬月額に見合った額であることが確認できる。 

  さらに、オンライン記録により、申立期間における他の被保険者と比較して

も、申立人の標準報酬月額に不自然さは見当たらない。 

加えて、オンライン記録には、申立期間に係る標準報酬月額の記録について

遡及して訂正が行われたような不自然さは見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する



 

と、申立期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4067 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年５月 29日から 35年 10月 21日まで 

私は、昭和 33年に一度退職したが、Ａ社から連絡があり、34年に復職し

た。復職後は 37 年８月まで継続して勤務していたにもかかわらず、一部の

期間について厚生年金保険の記録が欠落している。調査の上、訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 34年に復職後は 37年８月まで継続して勤務していた。」と

主張している。 

しかし、当時の同僚から、勤務期間について具体的な証言を得ることはでき

ず、申立人の勤務期間を特定できない。 

また、商業登記簿謄本によると、Ａ社は既に清算結了している上、事業主も

死亡していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険

料の加入状況について確認することができない。 

さらに、Ａ社の申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立人の申立期間前後の健康保険証の整理番号は異なっている上、申立人が昭

和 34年５月 29日に同社に係る被保険者資格を喪失した際に、健康保険証を返

納した記載が確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4068 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 11年５月１日から 12年 11月１日まで 

私は、大学卒業後、Ａ社に勤務していた。申立期間の標準報酬月額が９万

8,000 円と記録されているが、当時の月額給与は約 30 万円であったため、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社における申立期間の標準報酬月額が、当時支給されていた

給与と比べて大幅に少ない記録となっている。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は既に解散しており、申立期間当時の事業主も死亡して

いる上、申立期間に被保険者資格を有する元従業員一人に照会したが回答を得

ることができないため、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料の控除

について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額が申立期間において

30 万円から９万 8,000 円に引き下げられていることが確認できるが、当時、

申立人は有給である唯一の取締役として当該事業所（平成12年11月１日全喪）

の経営に関与していたことから、標準報酬月額の減額訂正を知り得なかったと

は考え難い。 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該

事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知

り得る状態であったと認められる場合には、記録訂正の対象とすることはでき

ない旨規定されている。 

これらのことから、申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に

規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態



 

であったと認められる場合」に該当すると認められることから、当該期間につ

いては、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4069 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

また、申立人の申立期間②における標準報酬月額に係る記録訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年 10月から 62年８月まで 

             ② 昭和 64年１月から平成３年９月まで 

③ 平成３年 10月から５年５月まで 

    私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び③における標準報酬

月額は私が記憶する報酬額と比べて低すぎるし、平成２年 12 月に、申立期

間②に係る標準報酬月額が遡って引き下げられているのもおかしいので記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び③について、申立人は、「標準報酬月額が当時支給されて

いた報酬額と比べて低すぎる。」と主張している。 

しかし、申立人は、当時の給与明細書を所持していない上、Ａ社の元役

員は、「当時の事業主は、既に死亡しており、当時の関係資料も保管してい

ないため、申立人の申立期間①及び③における報酬月額及び厚生年金保険料

の控除額は不明である。」と回答している。 

また、申立期間①については、当該期間にＡ社で厚生年金保険の加入記

録を有する従業員８人と比較しても、申立人の標準報酬月額に不自然さはみ

られない。 

このほか、申立期間①及び③について、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び③に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることは

できない。 

２ 申立期間②について、オンライン記録により、当該期間の標準報酬月額は、

当初、昭和 64 年１月から平成元年９月までは 30 万円、同年 10 月から３年

９月までは 38 万円と記録されていたところ、２年 12 月 26 日付けで、申立

人及び代表取締役の標準報酬月額に係る記録が遡って 15 万円に引き下げら

れていることが確認できる。 

また、申立人は、「標準報酬月額の遡及訂正手続が行われたことになって

いる平成２年頃、Ａ社は経営不振のため、税金や社会保険料を滞納するよう

な状況であった。私が同社の倒産を防ぐため、運転資金を融通したこともあ

った。｣と供述している。 

しかし、当時の同僚及び申立人の供述により、申立人は、申立期間②当

時、Ａ社において経理や社会保険事務全般を担当していたことが確認できる

上、申立人の上記供述のとおり、当該事業所の経営にかかわっており、申立

人が、社会保険事務担当者として標準報酬月額の引下げに関与していなかっ

たとは考え難い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間当時、当該事業所において事業主及び取締役のいずれでもなかった

ものの、社会保険事務担当者であり、当該事務の執行に当たっていた申立人

が自らの申立期間②に係る標準報酬月額の訂正処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標

準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4070  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月 31日から 48年１月 31日まで 

私は昭和 47年１月 31日から 48年１月 31日までＡ事業所で正社員として

Ｂ職の仕事をしたが、13か月間全ての年金記録が欠落している。調査の上、

年金記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が名前を挙げた元同僚の証言及び当該事業所の回答から判断すると、

申立人がＡ事業所で勤務をしていたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ事業所が保管する申立人に係る社会保険取得届（写し）及

び社会保険喪失届（写し）によると、申立人は、申立期間より前の昭和 46 年

２月１日に入職し、同年同月 27 日に退職していること、及び「健年保喪失」

欄には、「取得せず」の記載が確認できる上、当該事業所では、「当時の書類

は、当該届しか残っておらず、それ以外の在籍を証明する資料、保険料控除を

証明する賃金台帳が無く、確認できない。申立期間は在籍していなかったと思

われる。」と回答している。 

また、上記の元同僚について、申立人は「同時入職だった。」と供述してい

るところ、当該元同僚が当該事業所に係る厚生年金保険被保険者資格を取得し

たのは昭和 46年１月であり、47年１月から勤務したとする申立人の主張と相

違する。 

さらに、雇用保険の記録を確認しても、申立人の当該事業所に係る被保険者

記録は見当たらない上、当該事業所の元職員のうち 15 人に照会したところ６

人から回答が得られたものの、上記の元同僚のほかに、申立人のことを記憶す

る者はおらず、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の加入状

況に関する証言が得られない。 



 

加えて、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の氏名を確認できない上、健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人に係る

記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年

金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4071 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間  ： ① 昭和 33年 12月 31日から 36年 10月１日まで 

         ② 昭和 44年５月１日から 47年５月１日まで 

私は、昭和 31年６月１日から 43年１月 31日までＡ社で継続して勤務し

ていたにもかかわらず、申立期間①の厚生年金保険被保険者記録が欠落して

いるのは納得できない。 

また、昭和 43年６月１日から 56年 11月 30日までＢ社で継続して勤務し

ていたにもかかわらず、申立期間②の厚生年金保険被保険者記録が欠落して

いることにも納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「昭和 31 年６月１日から 43 年１月 31

日までＡ社で継続して勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、平成 20 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当時の事業主も既に死亡していることから、申立人の

当該期間における勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認でき

ない。 

また、申立期間①前後にＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録を有する元

従業員のうち、住所の判明した 17人に照会したところ、11人から回答があ

り、そのうちの一人は、「私が同社の元同僚が設立した社会保険の無い店（Ｃ

社）に移った時、申立人が既にその店にいたと思う。」と証言し、別の一人

も、「申立人は、一時期寮にいなかったと思う。」と証言している。 

さらに、オンライン記録によると、Ｃ社を設立した元同僚と申立人は、同

一日付けでＡ社における厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが

確認できる上、Ｃ社の現在の事業主は、「開店当初に申立人は勤務していた



 

が、いつまで勤務していたかは資料も無いし、覚えていない。」と回答して

いる。 

加えて、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）及び同被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）

によると、昭和 31年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、33年

12月 31日に同資格を喪失後、36年 10月１日に同社において再度資格を取

得していることが確認でき、オンライン記録と一致している上、31 年６月

１日から 33年 12月 31日までの期間に係る被保険者名簿の申立人の欄には

健康保険証を返納したことを表す「証回収」の記載が確認できる。 

２ 申立期間②について、申立人は、「昭和 43年６月１日から 56年 11月 30

日までＢ社で継続して勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社は、「当時の事業主は既に死亡しており、資料も残っ

ていない。」と回答しており、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚

生年金保険の加入状況を確認することができない上、申立期間②当時の事業

主の妻は、「詳しく覚えているわけでは無いが、申立人はＤ職か何かをして

おり、一度辞めてまた再就職したような記憶がある。」と証言している。 

また、申立期間②前後にＢ社に係る厚生年金保険被保険者記録を有する元

従業員のうち、住所の判明した 25人に照会したところ、17人から回答があ

り、複数の元従業員が、「申立人と一緒に勤務していたが、申立人は自宅で

Ｄ職をやっていた。」と証言している。 

さらに、申立人のＢ社に係る被保険者原票によると、昭和 43 年６月１日

に被保険者資格を取得し、44 年５月１日に同資格を喪失後、47 年５月１日

に同社において再度同資格を取得していることが確認でき、オンライン記録

と一致している上、43 年６月１日から 44年５月１日までの期間に係る同原

票の「証返納年月日」欄に「44-5-7」の記載が確認できる。 

３ このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立

期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



 

兵庫厚生年金 事案 4072 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から同年５月１日まで 

私は、平成４年９月頃、Ａ社へ入社した。入社時は試用期間としてパート

勤務だったが、５年４月１日から社員となった。しかし、ねんきん特別便

により、同年同月の１か月分の厚生年金保険の記録が欠落していることが

分かったため、申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された社員一覧表により、申立人が平成５年４月１日に正社員

として入社したことが確認できる。 

しかしながら、上記の社員一覧表によると、申立人の社会保険の加入日は、

平成５年５月１日と記録されており、Ａ社は、「入社と社会保険の加入時期が

１か月相違するのは確かである。厚生年金保険の保険料は加入月以降の分を給

与から控除しており、加入していない月の保険料を控除することはない。」と

回答している。 

また、上記の社員一覧表に記載されている 22 人について、入社日と厚生年

金保険被保険者資格取得日を確認したところ、申立人を含む 20 人は、入社日

と同資格取得日が一致しておらず、入社からおおむね１か月から３か月程度後

に資格を取得していることが確認できる。 

さらに、上記の社員一覧表において、申立人の前後に記録されている元従業

員 12 人に照会したところ、回答があった３人は、いずれも厚生年金保険の被

保険者資格取得日よりも前から勤務していた旨供述しているが、給与明細書を

保管している者はおらず、資格取得日前における保険料控除について確認する

ことができない。 

加えて、雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における資格取得日は平成



 

５年５月１日と記録されており、厚生年金保険の記録と一致する上、上記の

12 人の資格取得日を確認しても、全員、厚生年金保険の資格取得日と一致す

ることが確認できる。 

このほか、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 29年４月 21日から同年５月１日まで 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ社（Ｂ社を経て、現在は解散。）におけ

る厚生年金保険被保険者資格取得日は昭和 29 年５月１日となっているが、

同年４月 21 日に同社に入社していることは、私の日記の記載からも明らか

であるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人の日記の記述から判断すると、申立人が申立

期間においてＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社は既に解散しているため、申立人の当時の厚生年金保険

の加入状況について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の前

後に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる 27 人につい

て雇用保険の加入記録を照会したところ、雇用保険の資格取得日が確認できた

10 人のうち７人については、申立人と同様に雇用保険と厚生年金保険との被

保険者資格取得日は一致していないことが確認できる。 

さらに、上記の被保険者７人のうち、連絡先が判明した４人に対して照会し

たところ、二人から回答があったものの、申立人の申立期間における厚生年金

保険料の控除について供述を得ることができない上、そのうちの一人は、「入

社月の給与から厚生年金保険料は控除されていなかった。」と供述している。 

これらのことから判断すると、申立期間当時、当該事業所では、必ずしも従

業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがう

かがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で



 

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4074  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①、②及び④について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 10月１日から 41年 11月１日まで 

             ② 昭和 42年７月 10日から同年９月 21日まで 

             ③ 昭和 42年 10月１日から 44年５月 10日まで 

             ④ 昭和 44年５月 18日から 45年８月１日まで 

    申立期間①について、私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務し、実績を評価

され月給５万 6,000円に昇給したことを鮮明に記憶している。オンライン記

録の標準報酬月額が私の記憶と相違しているので、調査の上、訂正してほし

い。 

申立期間②について、私がＡ社で勤務していた時に、Ｃ社の社長と知り合

い、引き抜かれて同社に転職した。前職の給与額と同額が支給されるとの約

束で転職したのに、オンライン記録の標準報酬月額が相違しているので、調

査の上、訂正してほしい。 

申立期間③について、Ｄ社（現在は、Ｅ社）で勤務していた。厚生年金保

険被保険者記録が無いので、年金記録を訂正してほしい。 

    申立期間④について、Ｄ社で勤務していた時に、取引先であったＦ社の専

務に引き抜かれ、人事部長と面談の結果、前職の給与額と同額を支給すると

約束され、夏には同社本店から本社へ配属となり昇給したのに、オンライン

記録の標準報酬月額が相違しているので、調査の上、訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「実績が評価され、月給５万 6,000円に

昇給したことを鮮明に記憶しており、標準報酬月額が私の記憶と相違してい



 

る。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社では、賃金台帳等の保険料控除を確認できる資料は

保存していない上、担当者によると、「社会保険事務所（当時）に届け出た

標準報酬月額に基づく保険料を超える金額を控除した事実は過去にも聞い

たことがない。申立期間①の標準報酬月額の改定（昭和 40 年 10 月及び 41

年 10 月の定時決定）については、Ｇ職には実績に応じた手当が付いていた

ので、標準報酬月額の算定の基礎となる各年の５月、６月及び７月の給与が

少なかったためではないか。」と回答している。 

また、オンライン記録及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立人と同日の昭和 37 年３月１日に資格を取得し、申立期間

①に被保険者記録を有する元従業員 92 人（申立人を除く。）について調査

したところ、申立人と同様、申立期間①の始期（40年 10月１日）の標準報

酬月額が、直前の標準報酬月額より下がった者が 19 人確認でき、このうち

所在が確認できた 18人に照会し、回答があった 13人全員が、「自身の標準

報酬月額が当時の月給と一致しているか否か分からない。」と証言しており、

複数の元同僚は、「Ｇ職は歩合の割合が大きく、自分の標準報酬月額の記録

がおかしいとは思わない。」、「Ｇ職は実績に応じて給料が変動していた。

会社が届け出た標準報酬月額に基づく保険料を超える保険料を給与から控

除していたとは思わない。そのような話を聞いたこともない。」とそれぞれ

証言している上、申立人と同年代、かつ、同職種の元同僚と比較して、申立

人の標準報酬月額が低額であるとの事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、「申立期間①に月給５万 6,000 円に昇給したことを

鮮明に記憶している。」と主張しているところ、Ｂ社から提出された申立人

に係る人事カードによると、申立期間①中に、申立人の基準内給与額が２回

上げられていることが確認できるが、いずれも、当該期間におけるオンライ

ン記録の標準報酬月額を下回っており、同社では、基準内給与額以外の手当

を含めて標準報酬月額を届け出たことがうかがえるものの、申立人の主張す

る月給額が支給されていたことを確認できない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致する上、訂正等

がなされた形跡は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ｃ社の社長に、前職と同額の給与額を

支給するとの約束で転職しており、申立期間②の標準報酬月額が相違してい

る。」と主張している。 

しかしながら、Ｃ社は既に清算結了し、当時の代表取締役は既に死亡し

ている上、当時の取締役及び同社の元代表清算人に照会しても、いずれも「当

時の資料は保存していない。」と回答していることから、申立人の申立期間

②当時の厚生年金保険料控除の状況について確認できない上、当時の事務担

当者によると、「事務手続について、外部の専門業者に相談して行っていた



 

ので、間違った届出は行っておらず、届け出た標準報酬月額に基づく保険料

より多い保険料を給与から控除するようなことは無い。」と証言している。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人

の健康保険の整理番号の前後９人（昭和 42 年１月５日から同年９月７日ま

での資格取得者）及び当時の課長の合計 10 人の元従業員の生年月日及び標

準報酬月額を見ると、申立人と同年代の元従業員と比較して申立人の標準報

酬月額が低額であるとはいえない上、当該 10 人のうち、所在が確認できた

７人に照会したところ、回答があった４人のうち二人は、「申立期間②当時

の給料額とオンライン記録の標準報酬月額は一致している。」、残りの二人

は「自身の標準報酬月額が当時の月給額と一致しているか否か分からない。」

と証言している。 

さらに、前述のＢ社から提出された申立人に係る人事カードによると、

申立人のＡ社退職時の基準内給与額は、申立期間②の標準報酬月額（3 万

3,000円）とおおむね一致することが確認できる。 

加えて、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立

人の申立期間②に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致する上、訂正

等がなされた形跡は見当たらない。 

３ 申立期間④について、申立人は、「Ｄ社で勤務していた時に、取引先であ

ったＦ社の専務に引き抜かれ、同社の人事部長と面談の結果、前職の給与額

と同額を支給すると約束され、夏には同社本店から本社へ配属となり昇給し

たにもかかわらず、標準報酬月額が相違している。」と主張している。 

しかしながら、Ｆ社では、「当時の賃金台帳等の資料を保存しておらず、

当時の担当者も不明であるため、厚生年金保険に係る届出、保険料控除及び

保険料納付は、いずれも不明である。」と回答していることから、申立人の

申立期間④当時の厚生年金保険料控除の状況について確認できない。 

また、申立人はＦ社の入社当時の専務及び人事部長の氏名を記憶してい

るところ、当該専務は既に死亡している上、当該人事部長によると、「申立

人を採用したときにどのような約束であったかは記憶していない。」と証言

している。 

さらに、Ｆ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立

人の健康保険の整理番号の前後 30人（昭和 44年５月 18日から同年６月 21

日までの資格取得者）の資格取得時及び同年 10 月１日の定時決定時の標準

報酬月額を見ると、申立人と同年代の元従業員と比較して申立人の標準報酬

月額が低額であるとは言えない上、当該 30人のうち、所在が確認できた 19

人、当時の同社本店勤務者２人及び本社在籍者３人の合計 24 人に照会した

ところ、回答があった 13 人全員が、「自身の標準報酬月額が当時の月給額

と一致するか否か分からない。」と証言しており、そのうち３人は、申立人

のことを記憶していたものの、申立人が同社本店から本社に異動になった時

期を記憶する者はおらず、申立人の主張を裏付ける証言が得られない。 



 

加えて、Ｆ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立

人の申立期間④に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致する上、訂正

等がなされた形跡は見当たらない。 

４ このほか、申立人が申立期間①、②及び④において、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを示す関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①、②及び④について、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 

５ 申立期間③について、複数の元同僚の証言により、申立人は申立期間③頃

に、Ｄ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｄ社が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 51年 12月１日であり、申立期間③は、当該事業所が

同保険の適用事業所となる前の期間である。 

また、Ｅ社では、「当社は昭和 51 年に厚生年金保険の適用事業所となっ

た。申立期間③当時は、申立てどおりの厚生年金保険に係る届出、保険料控

除及び保険料納付は、いずれも行っていない。」と回答している。 

さらに、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に、同保険の被保

険者資格を取得し、所在が確認できた 11 人に照会したところ、申立期間③

頃から勤務していると回答した３人のうち２人が「申立期間③当時は、同社

が厚生年金保険に加入しておらず、同保険に加入するまでは給与から保険料

は控除されていなかった。」と証言している上、オンライン記録によると、

当該３人全員が、申立期間③の全部又は一部の期間に係る国民年金保険料を

納付していることが確認できる。 

６ このほか、申立人が申立期間③において、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4075  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年６月１日から 31年１月１日まで 

    亡き父は、一日も休むことなく船に乗っていたので、Ａ社Ｂ支店とＣ社の

間に空白期間があるはずがない。船員保険の記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録、並びにＡ社Ｂ支店及びＣ社に係る船員保険被保険者名簿に

よると、申立人は、昭和 28 年６月１日にＡ社Ｂ支店に係る船員保険の被保険

者資格を喪失し、31年１月 27日にＣ社に係る同資格を取得したことが確認で

き、申立期間の被保険者記録が確認できないところ、申立人の代理人は、「申

立人は、申立期間当時、Ａ社Ｂ支店の船に乗って働いていた。」と主張してい

る。 

しかしながら、代理人から提出された、申立人が記載したとする職歴に関す

るメモによると、申立人は、Ａ社を昭和 28 年７月に退職し、同年８月にＣ社

に入社したことが記載されている。 

また、Ａ社は既に解散しており、申立人の申立期間における勤務実態及び船

員保険の加入状況等について確認することができない。 

さらに、申立期間にＡ社Ｂ支店に係る船員保険被保険者資格を有する者のう

ち、連絡先が判明した 14 人に照会したところ、回答があった７人に申立人の

勤務期間を記憶する者はおらず、申立人が同社を退職した時期を特定できる証

言が得られない。 

加えて、当該７人のうちの１人が申立人と同じ船に乗っていたと供述してい

るものの、当該元同僚のＡ社Ｂ支店に係る船員保険被保険者資格喪失日は、申

立人と同日の昭和 28 年６月１日であることが確認できる上、当該元同僚は、



 

「漁期は梅雨時に終了して、２か月ほど乗船しない期間があり、乗船していな

い期間の給料は支払われなかった。」と証言している。 

一方、前述のとおり、申立人が記載したメモによると、申立期間のうち、昭

和 28年８月から 31年１月１日までの期間については、申立人は、Ｃ社で勤務

していた旨記載されている。 

しかしながら、Ｃ社が船員保険の適用事業所となったのは、昭和 30 年 10

月１日であり、申立期間のうち、同日以前は、同社が適用事業所となる前の期

間である。 

また、Ｃ社の現在の事業主は、「船員保険関係の資料は保管していない。申

立人が乗船していたのは、死亡した私の祖父が事業主であった時代であり、申

立人がいつから働いていたか不明である。」と回答しており、複数の元従業員

が記憶する申立期間当時の事務担当者は既に死亡しているため、申立人の同社

における勤務実態及び船員保険の加入状況等について確認できない。 

さらに、申立期間にＣ社に係る船員保険の被保険者資格が確認できる者のう

ち、連絡先が判明した 16人に照会したところ、回答があった 10人に申立人の

勤務期間を記憶する者はおらず、申立人の入社時期を特定する証言が得られな

い。 

加えて、当該 10 人のうちの１人が、「Ｃ社は昭和 30 年まで船員保険には未

加入であった。同社の船団には 100人もの船員がいたが、本船であるＤ丸（＊

トン）の乗組員のみが同年 10 月１日から船員保険に加入した。申立人はＤ丸

に乗船しておらず、同船以外の船は小さいので船員保険には加入できなかった

はずである。」と証言しており、別の二人が、「申立人はＥ丸に乗船していた。」、

「申立人が乗船していたＥ丸は 20トン程度の船であった。」とそれぞれ証言し

ている上、同社に係る船員保険被保険者名簿において、申立人と同一日に資格

を取得している一人は、「申立人と一緒にＦ丸（＊トン）に乗船していた。Ｆ

丸は 31 年１月にできたので、同月から船員保険に加入した。私は、Ｆ丸がで

きるまでは、20 トン程度の別の船に乗っていた。」と証言していることから、

申立期間当時は、30 トン未満の漁船に乗船する船員は、船員保険に加入でき

なかったことを踏まえると、申立期間のうち、28年８月から 31年１月１日ま

での期間については、申立人は、Ｃ社の船に乗って働いていた可能性はうかが

えるものの、同社では、船員保険の加入要件を満たしていない船があったこと

等により、全ての従業員を船員保険に加入させていたわけではなかったことが

うかがえる。 

このほか、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月 30日から同年 10月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 44年４月 21日に入社し、45年９月末までの 18か月間

勤務した。また、44年５月分給与（給与支払期間は同年４月 21日から同年

５月 20 日まで）から厚生年金保険料が控除されている上、同年６月分給与

から、同月分と併せて４月分と記載された厚生年金保険料が控除されており、

45 年 10 月分給与では保険料が控除されていないものの、合計 18 か月分の

保険料が控除されているので、この欠落した１か月を被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 45年９月 30日まで勤務した。」と主張しているところ、申

立人が所持する給与明細書によると、44 年５月分給与（給与支払期間は同年

４月 21日から同年５月 20日まで）から厚生年金保険料が控除され、さらに同

年６月分給与では、同月分と併せて４月分と記載された保険料が控除されてお

り、45 年９月分給与まで、厚生年金保険加入期間 17 か月に対して 18 か月分

の厚生年金保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

事業主も死亡していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生

年金保険の加入状況について確認できない。 

また、申立人の雇用保険の記録によると、事業所名は確認できないものの、

資格取得日が昭和 44年４月 21日、離職日が 45年９月 29日である被保険者記

録が確認でき、申立事業所に係るオンライン記録と一致する。 

なお、厚生年金保険法第 14 条において「資格喪失の時期は、その事業所に

使用されなくなった日の翌日」と規定されており、同法第 19 条において「被



 

保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得し

た月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」と規定されて

いる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認め

ることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 58年 10月１日から 59年７月１日まで 

昭和 58年３月の基本給が 24万 1,310円であるのにもかかわらず、海外赴

任先から帰国後の同年 10月から 59年６月までの９か月間について、標準報

酬月額が低額であることに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 58年３月の基本給が 24万 1,310円であるのにもかかわら

ず、申立期間に係る標準報酬月額が低額であることに納得ができない。」と主

張しているところ、申立人がＡ社から提供を受けた「職員名簿」によると、同

年同月の本給金及び資格給金の合計額が 24万 1,310 円であることが確認でき

る上、オンライン記録によると、同年 10月の標準報酬月額が 14万 2,000円で

あることが確認できる。 

このことについて、Ａ社は、「資料を保管していないので正確なことは分か

らないが、海外勤務者の給与については、赴任先で支給する給与と国内で支給

する給与とに分けて支給しており、標準報酬月額については、国内及び赴任先

で支給する給与の合計額で計算することとなっている。しかし、申立人の場合、

帰国辞令以後の標準報酬月額を計算する際、誤って、国内で支給する給与額の

みによって計算した額で届出をしたことが推測される。」と回答している。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定しこれに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料及び申

立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であり、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなるが、Ａ社は賃金台帳等



 

の厚生年金保険料控除額を確認できる資料を保管していないため、申立期間に

おける保険料控除額及び報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額が確認で

きない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づいた厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4078 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月１日から平成４年５月１日まで 

Ａ社で勤務していた時の給料は、昭和 61年 10月から平成４年４月末まで

40 万円で一度も変動が無かったにもかかわらず、国の年金記録では、申立

期間の標準報酬月額がその前後の期間と比べて低額となっているので、記録

を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間の標準報酬月額が、その前後の期間と比べて低すぎる。」

と主張している。 

しかしながら、企業年金連合会が保管する申立人に係る記録によると、申立

期間における申立人の厚生年金基金の標準報酬月額の記録は、オンライン記録

と一致していることが確認できる。 

また、申立人は、当時の給与明細書を所持していない上、Ａ社は、既に閉鎖

され、元事業主の所在も不明であることから、申立期間における申立人の報酬

月額及び厚生年金保険料控除額について確認することができない。 

さらに、元同僚が所持する平成３年１月の給与明細書に記載された厚生年金

保険料控除額は、オンライン記録上の標準報酬月額に一致していることが確認

できる上、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンラ

イン記録には、申立期間に係る標準報酬月額の記録について遡及して訂正が行

われたような不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する



 

と、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできな

い。 



 

兵庫厚生年金 事案 4079 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年７月１日から 40年２月まで  

② 昭和 40年２月から 42年２月まで 

    私は、昭和 38年５月から 40年２月までＡ社の仮事務所で勤務したが、38

年７月１日までしか厚生年金保険被保険者記録が無く、また、その後、40

年２月から 42 年２月までＢ市内にあるＣ社で勤務したが、その間の記録が

全く無いので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の記憶するＡ社の元同僚に照会したが、申立

人が同社に勤務していたことは記憶しているものの、申立人の勤務期間につ

いて具体的な証言を得ることはできない。 

    また、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 38年５月 20日に厚生年金

保険の適用事業所となった後、39年８月 28日に適用事業所でなくなり、同

日付けで再度、適用事業所となっていることが確認できるところ、同社の担

当者は、「再度、当社が適用事業所となった 39年８月 28日付けの厚生年金

保険被保険者資格取得確認通知書の控えには、申立人の名前は見当たらない。

また、関係資料が保存されていないため、同日よりも前の期間における申立

人の厚生年金保険の加入状況及び保険料控除については分からない。」と回

答している。 

    さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申

立人が昭和 38 年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨が記載

されている上、健康保険証を返却したことを意味する「証返」の印が確認で

きる。 

２ 申立期間②について、申立人がＣ社の親会社であったとするＤ社の元同僚



 

の証言から、期間の特定はできないものの、申立人がＣ社に勤務していたこ

とは推認できる。 

  しかし、オンライン記録によると、Ｂ市内にＣ社という事業所名の厚生年

金保険の適用事業所は無い上、同社の親会社とされるＤ社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは平成３年７月１日であることが確認できる。 

また、申立人は、Ｃ社の事業主や元同僚の名前を記憶していないことから、

申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況等について確認するこ

とができない。 

  ３ このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに当該期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



 

兵庫厚生年金 事案 4080 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年 11月１日から 45年４月１日まで 

             ② 昭和 45年４月１日から同年８月１日まで 

私は、昭和 37年４月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、Ｃ工場に配

属された。44年及び 45年当時は、給与は４月にベースアップがあるとその

年度は、ほぼ同一給与が支給されていた。賃金支給明細票によると、44 年

６月の給与額は８万 9,537 円なので、標準報酬月額等級表から見て、同年

11 月から 45 年３月までの標準報酬月額は８万 6,000 円ではなく９万 2,000

円と考えられる（申立期間①）。 

また、昭和 45年５月の給与額は 11万 2,560円なので、標準報酬月額等級

表から見て、同年４月から同年７月までの標準報酬月額は８万 6,000円では

なく 10万円と考えられる（申立期間②）。 

詳しく調査して、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、Ｂ社

Ｃ工場は、「申立期間当時の資料は残っていない。」と回答しており、申立人の

申立期間①及び②に係る報酬月額及び保険料控除額について確認することが

できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」

という。）により、申立期間①及び②において厚生年金保険被保険者記録が確

認できる元従業員 39 人に照会し、３人から申立期間①及び②頃の賃金支給明

細票の提供を受けたが、それぞれの明細票に記載されている給与額及び厚生年

金保険料額に見合う標準報酬月額と当該事業所に係る被保険者原票に記録さ

れている標準報酬月額は一致する。 



 

なお、申立期間①及び②当時、厚生年金保険の標準報酬月額は、原則として、

年に一回５月から７月までの３か月分の給与の平均額（報酬月額）を標準報酬

月額等級表に当てはめることにより決定され、その年の 10 月から翌年の９月

までの標準報酬月額とする（厚生年金保険法第 21 条）こととされており、申

立人の申立期間①及び②における標準報酬月額は同じ額となる。なお、申立人

に係る標準報酬月額は、申立期間①の始期である昭和 44年 11月からは標準報

酬月額等級表の改正に伴って変更されたもの、また、申立期間②の直後の 45

年８月からの変更は随時改定（固定的賃金の変動等による２等級以上の変動）

によるものと考えられる（同法第 23条）。 

また、申立人は昭和 44 年６月の賃金支給明細票を提出し、当該賃金支給明

細票に記載されている給与額が８万 9,537円であることから、標準報酬月額は

８万 6,000円（報酬月額が８万 3,000円から８万 9,000円までの範囲）ではな

く９万 2,000円（報酬月額が８万 9,000円から９万 5,000円までの範囲）であ

ると主張しているが、上記のとおり標準報酬月額は５月から７月までの３か月

分の給与の平均額をもって算定することとされており、当該申立人の提出した

賃金支給明細票のみでは、標準報酬月額が９万 2,000円であると判断すること

はできない。 

さらに、申立人は、昭和 45 年５月の賃金支給明細票を提出しているが、当

該明細票に記載されている厚生年金保険料額 2,666 円は、標準報酬月額８万

6,000円に相当する額であることが確認できる上、申立人は申立期間①並びに

申立期間②のうち 45 年４月及び同年６月から同年７月までの期間の賃金支給

明細票を保有しておらず、給与から控除された同保険料額を確認することがで

きない。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間①及び②についてその主張する標準報酬月額に相当する

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4081 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 42年６月１日から 46年８月 30日まで 

私は、昭和 42年６月にＡ社の申立期間当時の代表取締役社長から運営責

任者として月額手取り 10万円の提示があり入社することとなり、46年８月

まで勤務した。43 年 10 月からは、手取額は 13 万円になったが、厚生年金

保険被保険者記録では、勤務期間中の標準報酬月額が給与の手取額より低く

なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社の事業主から運営責任者として月額手取り 10 万円の提示

があり入社することになり、昭和 43年 10月から手取額は 13万円となった。」

と主張している。 

しかしながら、Ａ社は既に解散しており、申立期間当時の事業主も死亡して

いることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認すること

ができない。 

また、昭和 42年６月１日から 46年８月 30 日までの期間について、Ａ社で

厚生年金保険被保険者資格を有し、連絡先の判明した被保険者６人に照会を行

ったところ３人から回答があり、そのうち一人は、「私のＡ社での給与と標準

報酬月額は一致している。」と供述しており、他の二人は、「私の事業所での

給与と標準報酬月額が一致しているかどうか分からない。」と供述している。 

さらに、申立人に係るＡ社における健康保険厚生年金保険被保険者台帳を見

ると、申立人の標準報酬月額は、厚生年金保険被保険者の資格取得日である昭

和 42 年６月１日は２万 8,000 円、同年 10 月の定時決定では３万円、43 年か

ら 45 年の定時決定ではそれぞれ３万 6,000円となっていることが確認でき、

オンライン記録と一致している上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

 



 

名簿により、申立期間における元従業員の標準報酬月額をみると、申立人と金

額もさほど差が無く、当該期間におけるもっとも高い被保険者でも６万円であ

ることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが低額である状況は見られない。 

このほか、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4082 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年４月１日から同年 12月１日まで              

    私は、申立期間については、Ａ県Ｂ市かＣ市（現在は、いずれもＤ市）の

Ｅ町に所在していたＦ社に勤務し、厚生年金保険料を納付していた。厚生年

金保険の加入記録が無いとされていることに、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時の勤務場所及び勤務状況等を詳細に記憶している

ことから、申立人が申立期間においてＦ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｆ社は既に適用事業所ではなくなっており、申立期間当時

の事業主も死亡しているため、申立人の厚生年金保険の加入状況及び保険料

控除について確認することができない上、同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿により、申立期間において厚生年金保険の被保険者資格を取得

し、所在の確認できた８人に対し照会したところ、４人から回答があったも

のの、申立人の申立期間における勤務実態を証言できる同僚も見当たらず、

申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び保険料の控除につい

て確認できない。 

また、申立人が申立期間当時、同僚であったとする一人についても申立期間

においてＦ社において厚生年金保険の被保険者であった記録は見当たらない

上、同社に係る上記の被保険者名簿には申立人の氏名の記載は見当たらず、健

康保険の整理番号に欠番は無く、不自然な記載も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4083（事案 1863の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 51年９月１日から 55年６月 20日まで 

私は、Ａ社が保有する船の船長として、昭和 48年６月 13日から 55年６

月 20 日までの間、継続して乗船していたにもかかわらず、当該期間の船員

保険被保険者記録を認めることができないとして、平成 22 年７月５日付け

で貴委員会から通知を受け取ったが納得できない。 

当時の船員手帳が見つかったので、再度調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立てについては、ⅰ）申立期間のうち、昭和 51年９月１日か

ら 54年７月までの期間は、Ａ社が船員保険の適用事業所でない期間であるこ

と、ⅱ）申立人の申立期間に係る勤務実態及び船員保険の加入状況を確認す

ることができないこと、ⅲ）51 年９月１日に被保険者資格を喪失した後の同

年 11月５日付けで被保険者証を返納したことを示す「証返」が記載されてい

ることが確認できる上、同社が 54年８月１日付けで再度適用事業所となった

以降についても、同社に係る船舶所有者別被保険者名簿において申立人の氏

名を確認することができないことなどから、既に当委員会の決定に基づき、

年金記録のあっせんは行わないとの判断を行った旨、平成 22年７月５日付け

で通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、申立期間に係る新たな資料として当時

の船員手帳を提出し、申立期間も継続して乗船し、船員保険に加入していたと

して、再度調査してほしいと申し立てている。 

しかしながら、申立人から提出のあった船員手帳を見ると、申立人が昭和

48年６月 13日に、Ａ社の船の船長として雇入れされ、61年８月 22日に会社

都合により雇止めとなっていることが確認できるものの、当該届出の受付を行



 

った役場によると、「申立期間当時の受付は、届出書があれば行っていた。雇

用が継続している前提で処理しており、船員保険の加入を確認するものではな

い。」と回答している。 

また、船員手帳の管理を行っている運輸監理部によると、「船員手帳は、原

則として乗船記録を記載しているが、申立人のように家族船員の場合は、必ず

しも全期間乗船したとは限らない上、船員保険の加入については、船舶所有者

が別途行うものであり、手帳を所持しているからといって、船員保険の加入者

とは限らない。」と回答していることから、今回の再申立てに当たり、船員手

帳を所持しているので船員保険に加入していたとする申立人の主張は、当委員

会の当初の決定を変更するべき新たな事情とは認められない。 

さらに、申立期間について、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が船員保険被保険者として、申立期間

に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4084 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 54年 10月１日から 56年８月１日まで  

② 昭和 60年 10月１日から 61年８月１日まで 

③ 昭和 62年 10月１日から平成元年８月１日まで  

④ 平成２年 10月１日から６年８月１日まで 

私は、Ａ社で技術職として海外や国内での出張が多かった。申立期間①及

び④については標準報酬月額が同じであり、申立期間②及び③については標

準報酬月額が下がっているが、当時は、毎年、昇給があった時期であるので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、申立期間

①及び④については同額となっており、申立期間②及び③については下がって

いる。」と主張している。 

しかし、Ａ社は、「当時の資料を保管しておらず、申立人の申立期間に係る

報酬月額及び保険料控除額は不明である。」と回答している。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」と

いう。）において、申立人が名前を挙げている同僚二人に対し照会したところ、

いずれからも申立人の給与から保険料の控除について具体的な証言を得るこ

とができない上、この同僚二人の標準報酬月額についても、申立人の標準報酬

月額とおおむね同様の標準報酬月額の変遷をたどっていることが確認でき、申

立人の標準報酬月額のみが低額であるとの事実も見当たらない。 

さらに、Ａ社の被保険者名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載

内容に不備は見当たらず、オンライン記録とも一致しており、遡って標準報酬

月額の訂正が行われた形跡も見当たらない。 



 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4085 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年７月 28日から 34年５月１日まで 

             ② 昭和 34年７月１日から 35年３月 30日まで 

             ③ 昭和 35年５月２日から 39年８月 16日まで 

    年金記録上は、脱退手当金を受給したことになっているが、受給した記憶

が無い。年金記録の訂正を願いたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の申立人の氏名は、申立期間③に

係る事業所を退職した約３年 10か月後の昭和 43年６月 10日に旧姓から新姓

に氏名変更されており、申立期間に係る脱退手当金が同年９月 20 日に支給決

定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名変更が行われ

たと考えるのが自然である。 

また、申立期間③の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立

人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されて

いる上、申立期間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、昭和 40年７月１日から 42年１月 20日までの厚生年金保険被保険

者期間については未請求となっているが、当該被保険者期間に係る厚生年金保

険被保険者記号番号と申立期間に係る同被保険者記号番号は異なっているこ

とから、未請求期間があることについて不自然さは無い。 

加えて、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4086 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年１月 26日から 28年 12月 19日まで 

                          ② 昭和 29年６月１日から 30年 10月 28日まで 

国の年金記録では、Ａ社に勤務していた昭和 26年１月 26日から 28年 12

月 19 日までの期間及びＢ社に勤務していた 29 年６月１日から 30 年 10 月

28日までの期間に係る脱退手当金が支給済みとなっている。 

しかし、Ａ社を退職後、脱退手当金裁定請求書が届いたが、よく分からず

にそのままにしてしまったし、Ｂ社の退職時にも脱退手当金の説明は無く、

脱退手当金は受け取っていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、オンライン記録と一致

する脱退手当金支給金額及び支給決定年月日の記載が確認できる上、申立期間

に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約８か月後の昭和 31 年７月３日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4087 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 40年 11月１日から 42年５月１日まで 

私は、昭和 39年２月から 45年９月までの期間、Ａ事業所（後にＢ事業所）

に正職員として勤務していた。同事業所は、40年 11月に厚生年金保険の適

用事業所になったが、それ以前から勤務していたので、当該時点で被保険者

となったはずであるが、国（厚生労働省）の記録では、被保険者資格取得日

が 42年５月１日となっていることに納得できない。 

なお、私の所持する国民年金手帳には、昭和 41年４月から 42年 12月ま

での分の国民年金保険料について、厚生年金保険への加入により還付された

ことが記載されている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ事業所は、昭和 40年 11月に厚生年金保険の適用事業所にな

ったが、私はそれ以前から勤務しており、同保険への加入を理由に、国民年金

保険料も還付されているので、同事業所が適用事業所となった時に被保険者と

なっているはずである。」と主張しているところ、Ｂ事業所からの回答及び従

業員の供述から、申立人は、申立期間においてＡ事業所に勤務していたことが

推認できる。 

しかしながら、Ｂ事業所は、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を給

与から控除していたかどうかについては、当時の資料を保管していないため不

明である。」と回答しており、申立人の申立期間に係る給与からの保険料控除

等について確認することができない。 

また、申立期間当時、Ａ事業所において厚生年金保険被保険者記録を有する

従業員のうち 13人に照会を行い、回答のあった 10人のうち、同事業所が厚生

年金保険適用事業所になる以前から勤務していたと供述し、被保険者記録の確



 

認できる４人について、入社日と被保険者資格取得日を比較すると、４人とも

同事業所が適用事業所となった日の１年後又は１年半後にそれぞれ被保険者

資格を取得している上、４人のうち申立人と同時入社し、同一内容の業務を担

当していた従業員については、申立人と同様、昭和 42 年５月１日に被保険者

資格を取得していることが確認できることから、同事業所は、適用事業所とな

った時点で在籍していた従業員全員を厚生年金保険被保険者とする取扱いを

行っていなかったものと推認できる。 

さらに、申立人は、「私の所持する国民年金手帳には、「厚生年金保険への

加入があったためとりけし」と記入されており、それを理由に、昭和 41 年４

月から 42年 12月までの分の国民年金保険料について還付を受けた。」と主張

しているところ、日本年金機構Ｃ事務センターから提出のあった国民年金還付

整理簿を見ると、41 年４月から 42 年 12 月までの期間の保険料について、同

年金の資格取消を理由として43年５月11日に還付が行われていることが確認

できるものの、同事務センターでは、「当時、国民年金被保険者から社会保険

事務所（当時）に対して、厚生年金保険適用事業所に勤務しているとの申出が

あれば、当該事業所での被保険者資格取得及び給与からの保険料控除等の状況

についての確認は特に行わず、資料等に基づき、当該事業所に在籍しているこ

とが確認できれば、国民年金被保険者資格の取消手続を行っていたものと思わ

れる。」と回答している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が当該期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4088  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月１日から 48年４月８日まで             

私は、昭和45年11月末、Ａ社から同社の子会社であるＢ社へ出向したが、

身分は本社の正社員のままであった。よって、出向期間中も給与、賞与は本

社社員としての待遇と同等であったと記憶しているにもかかわらず、出向し

た際の標準報酬月額が低くなっており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社から同社の子会社であるＢ社へ出向した際の厚生年金保険

の標準報酬月額が低く記録されているが、在籍出向であったため、出向期間中

に給与が下がることは考えられない。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の資料は無い。」と回

答していることから、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除額につ

いて確認することができないものの、同社から提出された厚生年金保険被保険

者資格喪失届によると、昭和 48年４月８日に申立人が当該事業所における被

保険者資格を喪失した時の標準報酬月額は７万 2,000円であることが確認で

き、オンライン記録と一致している上、申立人に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿を確認しても、標準報酬月額の記録が遡及して訂正されている等の

不自然な点は見当たらない。 

また、申立人と同様、Ａ社からＢ社へ在籍出向した７人（申立人を除く。）

のうち２人は、「出向期間中は、Ｂ社から給与が支給されていた。本社と出向

先における給与の差額が、別途、出向手当として本社から支給されていた。」

と証言しているところ、Ｂ社在任中の出向社員が昭和 48年 11月 21日付けで

同社における被保険者資格の喪失手続が行われ、当該資格喪失届の備考欄に

「給与計算事務の本社集中化に変更の為」と記載されていることから、この時



 

点まで同社出向社員における厚生年金保険に係る届出及び給与計算等は同社

で行われ、同社から支給されていた給与額に基づき標準報酬月額の届出が行わ

れていたことがうかがえる。 

さらに、上記７人の厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、そのうち

の１人を除く６人のＢ社における同被保険者資格を取得した時の標準報酬月

額は、申立人同様、Ａ社における同被保険者資格を喪失した時の標準報酬月額

よりも３等級から７等級低く届出されており、申立人の標準報酬月額のみが他

の出向者の取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4089 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年８月 31日から 24年 11月１日まで 

 私は、申立期間当時、Ａ社を退職後、Ｂ社に入社するまでの間、Ｃ社又は

Ｄ社において勤務していた。 

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社は、いずれも、私の父が経営する関係会社で

あり、私がＡ社を退職後、Ｂ社に入社するまでの間、Ｃ社又はＤ社において

給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間に、Ｃ社又はＤ社において勤務していた。」と主張して

いるところ、申立人は、当該事業所の所在地や当時の勤務内容などを具体的に

記憶している上、申立人が記憶する複数の元従業員が、当該両事業所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において確認できることから、申立人は、勤

務期間は特定できないものの、当該両事業所で勤務していたことが推認できる。  

 しかしながら、Ｃ社及びＤ社の商業登記簿謄本によると、両社は既に精算結

了されている上、申立期間当時の両社の事業主及び事務担当者は、いずれも死

亡又は連絡先が不明であり、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状

況について確認することができない。 

さらに、Ｃ社及びＤ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認した

が、申立期間において、申立人の氏名は確認できない上、健康保険の整理番号

に欠番も無く、申立人の記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



 

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4090 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 11年１月 10日まで 

    Ａ社において実際にもらっていた給与と標準報酬月額の記録に相違があ

る。調査の上、記録の訂正を願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

申立人は、「申立期間後に勤務したＢ社の給与額は、Ａ社の退職時の給与明

細書を提示して決定されたので、申立期間の標準報酬月額を 50 万円に訂正し

てほしい。また、一年間で２回も標準報酬月額が下がることは通常無いはず

だ。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

上、元従業員が証言する当時の事務担当者は、「当時のことは分からない。」

と回答しており、申立期間当時の事業主の所在は不明である上、申立人が申立

期間後に勤務したＢ社の給与額について、同社の当時の元事業主は、「当時の

ことは覚えていない。」と回答しており、申立人の厚生年金保険料の控除につ

いて確認できない。 

一方、オンライン記録によると、申立期間においてＡ社で厚生年金保険被保

険者記録が確認できる元男性従業員６人のうち５人が、申立人と同様に平成

10年 12月から降給による標準報酬月額の変更（うち４人の処理日は申立人と

同日）がされていることが確認できるところ、当該５人は、「申立期間当時は、

経営が悪化をたどる状況で、給与の減額が実施された。」、「会社の業績が悪く

なったから平成 10 年 12 月の標準報酬月額が下がった覚えがある。」とそれぞ

れ証言しているところ、うち一人が所持する同社に係る給与明細書によると、

給与から控除された厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、オンライン記

録の標準報酬月額と一致する。 



 

また、オンライン記録によると、申立人が平成 10 年５月にＡ社において厚

生年金保険の被保険者資格を取得した以降、申立期間における標準報酬月額の

記録は、同年 10 月の標準報酬月額算定基礎届（定時改定・算定対象月は同年

５月、同年６月、同年７月）は同年８月 17日、同年 12月の同月額変更届（随

時改定・算定対象月は同年９月、同年 10月、同年 11月）は 11年１月 20日に

それぞれ処理されており、標準報酬月額が遡及して引き下げられているなどの

不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人に係る申立期間当時の給与支給額や保険料控除額を確認で

きる関連資料は無く、申立てに係る事実を確認できる周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4091 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月１日から 58年４月１日まで 

私がＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、昭和 57年 10月１

日から 58 年４月１日までの期間において、標準報酬月額がその後の俸給額

と比べて差がある。調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について標準報酬月額の相違について申し立てているが、

Ｂ社は、「申立てどおりの届出及び保険料の納付を行ったかについては不明で

ある。」と回答しており、申立人の厚生年金保険料の控除について確認できな

い。 

また、オンライン記録によると、申立期間当時、Ａ社に係る厚生年金保険被

保険者で申立人と同職種であった複数の元従業員の標準報酬月額は、申立人と

ほぼ同額であることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが他の元従業員の

取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらない。 

さらに、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

昭和 57年 10月１日の資格取得時の標準報酬月額は９万 2,000円であることが

確認でき、オンライン記録とも一致している上、遡って標準報酬月額が訂正さ

れている等の不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4092 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年２月８日から同年９月 24日まで 

私は、昭和 39年９月 29日にＡ社に入社以来、43年４月 14日まで継続し

て勤務していたが、年金記録に７か月間の空白期間があるので訂正を願いた

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」とい

う。）により、昭和 39年９月 29日から 43年４月 14日までの期間に被保険者

資格を有し、所在が確認できた元従業員 15 人に申立人の勤務実態について照

会したところ、８人から回答があり、そのうちの４人は、「申立人は、申立期

間も継続して勤務していた。」と証言している。 

しかしながら、上記４人からは、申立期間における申立人の勤務内容及び勤

務条件の変化の有無についての証言は得られない。 

また、申立人は、「Ａ社では、Ｂ職として勤務した。」と供述しているとこ

ろ、上記８人のうち２人は、「作業については、仕事量の少ない時期は、１日

休みの日や短時間勤務もあった。」、「仕事がなくて１か月以上休みで、会社

に出社しないこともあった。」とそれぞれ証言している。 

さらに、Ａ社に係るオンライン記録において、23人の従業員について、申立

人と同様に被保険者記録の欠落が確認できるところ、そのうちの二人は、欠落

期間については、「出産のため一度会社を辞めた。」、「いつ仕事がなくなる

か分からなかったので、社会保険をやめて国民健康保険に加入し、再度社会保

険に加入した。」とそれぞれ証言していることから記録の欠落について不自然

な事情はうかがえない。 

加えて、商業登記簿謄本によると、Ａ社は現存していることが確認でき、照



 

会したものの回答を得ることができない上、当該事業所における申立人に係る

被保険者原票によると、申立人は昭和40年２月８日に被保険者資格を喪失し、

健康保険証の返却を示す「返」の記載が確認できる上、その後、同年９月 24

日に同事業所において別の厚生年金保険被保険者記号番号で、再度、同資格を

取得していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 28年 11月 26日から 32年７月 12日まで 

         ② 昭和 32年９月６日から 36年３月５日まで 

申立期間①及び②について年金事務所の記録ではＡ社の厚生年金保険被

保険者期間は、脱退手当金が支給された記録になっているが、私は脱退手当

金を請求した記憶が無い。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する厚生年金保険被保険者証には、脱退手当金が支給されたこ

とを表す「脱」の押印が確認できる上、申立期間①及び②の脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約６か月後の昭和 36 年９月１日に支給決定されているほか、申立人の

厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には脱退手当金の算定のために必要とな

る標準報酬月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答して

いることが記録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4094 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 11月 25日から 62年３月 11日まで 

             ② 昭和 63年１月８日から同年３月 24日まで 

私は、Ａ団体で産休職員の代替職員として勤務していた期間のうち、昭和

61 年 11 月 25 日から 62 年３月 11 日まで厚生年金保険の加入記録が欠落し

ている（申立期間①）。 

また、Ｂ団体で産休職員の代替職員として勤務していた昭和 63 年１月８

日から同年３月 24日までの厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間②）。 

上記期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①のうち、昭和 61年 11 月 25日から同年 12 月 24日までの期間

及び 62年１月８日から同年３月 10日までの期間については、Ａ団体から提

出された休職等職員に関する調により、申立人は、同団体で産休補助職員と

して勤務していたことが確認できる。 

    しかし、Ａ団体が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 63 年４月

１日であり、申立期間①は同団体が適用事業所になる前の期間である。 

    また、Ａ団体は、「申立期間当時は、産休補助職員を厚生年金保険に加入

させる取扱いはしておらず、同保険料も控除していない。」と回答している。 

    さらに、上記の調によると、Ａ団体では、昭和 61年度及び 62年度に産休

補助職員が４人（申立人を除く。）勤務しているが、オンライン記録では、

いずれも勤務期間中に厚生年金保険の加入記録が無いことが確認できる。 

    一方、申立期間①のうち、昭和 61年 12月 25日から 62年１月７日までの

期間については、休職等職員に関する調により、申立人は、Ａ団体に産休補

助職員として勤務していないことが確認できる上、申立人は、当該期間を含



 

む 57年１月から 62年２月まで国民年金に加入していることが確認できる。 

  ２ 申立期間②については、Ｂ団体から提出された休職等職員に関する調によ

り、申立人は、当該期間に同団体で産休補助職員として勤務していたことが

確認できる。 

    しかし、Ｂ団体は、「申立期間当時、産休補助職員を厚生年金保険に加入

させる取扱いをしておらず、同保険料も控除していない。」と回答している。 

    また、上記の調によると、昭和 61 年度に申立人以外に産休補助職員が一

人勤務しているが、オンライン記録によると、当該職員が、勤務期間中に厚

生年金保険の被保険者であったことは確認できない。         

  ３ このほか、申立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の

給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはで

きない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4095  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月１日から 40年８月 10日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）で昭和 39年４月から 40年８月まで事務を担

当し、正社員として働いた。15 か月間勤務したのに年金記録が欠落してい

る。調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員の証言から判断すると、申立人は申立期間頃に同社で

勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社では、「合併等により当時の資料が全く残っていない。」

と回答している上、申立人は事務の責任者の姓を記憶しているものの、Ａ社に

係る事業所別被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）を確認しても、

当該責任者と同姓の被保険者記録が見当たらず、申立人が一緒に事務の仕事を

したと供述する元同僚に照会しても証言が得られないことから、申立人の厚生

年金保険の加入状況及び保険料控除について確認することができない。 

また、雇用保険の記録を確認しても、申立人の申立期間に係る被保険者記録

は見当たらない。 

さらに、Ａ社に係る被保険者名簿において、申立人の氏名を確認できない上、

健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不

自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4096 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年１月 21日から 23年６月１日まで 

私の夫は、昭和 20年４月１日から平成２年６月 19日までＡ社（現在は、

Ｂ社）に勤務していたが、国の年金記録では、昭和 21 年１月 21 日から 23

年６月１日までの厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、記録を訂

正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に厚生年金

保険被保険者記録が確認できる元従業員 17 人に照会したが、申立人が申立期

間に同社で勤務していたことを確認することができない。 

また、Ａ社の元同僚は、｢申立人と一緒に同社で勤務していたが、申立人は

一旦、同社を退職後、再び同社に戻ってきたことを覚えている。申立人の退職、

再就職の時期は、おおむね国の年金記録どおりだと思う。｣と証言している。 

さらに、Ｂ社は、｢当時の厚生年金保険に関する資料が無いため、申立人の

同保険の加入状況及び保険料控除については不明である。｣と回答している。 

加えて、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、申立

人は、昭和 21 年１月 21 日にＡ社で厚生年金保険被保険者資格を喪失し、23

年６月１日に同社において、別の被保険者記号番号で同資格を再取得している

ことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4097 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年３月１日から 35年６月 16日まで 

    年金記録上は、脱退手当金を受給したことになっているが、受給した記憶

は無い。年金記録の訂正を願いたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人が記載されているページとその前後のページに記載されている女性 73 人に

ついて調査したところ、昭和 30年から 40年までの期間に厚生年金保険被保険

者資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす者が 39 人確認でき、そのう

ち申立期間の事業所を最終事業所として脱退手当金の支給決定記録の有る 32

人のうち 25 人については、資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされて

いることが確認できる上、当該支給決定日が同一日（昭和 31年８月 24日に二

人、31年 12月 18日に二人、40年９月 14日に二人）である事例が確認できる

ことから、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 35年９月 13

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立期間に係る脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度

創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間がなければ年金が受給

できなかったところ、申立期間の事業所において被保険者資格を喪失後、昭和

52 年まで厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに

不自然さはうかがえない。 

このほか、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4098 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月１日から 45年 12月 20日まで 

    私は、昭和 43年４月１日にＡ社に入社し、45年 12月 19日に退職したが、

脱退手当金について一切説明を受けておらず、脱退手当金を受け取った記憶

が無いのに、当該期間に係る脱退手当金が支給された記録となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間に係る脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、申立

人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給されたことを意味する

「脱」の印が確認できるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間に係る事業所の厚生年金保険被保険者原票において、昭和

43 年４月１日付けで厚生年金保険被保険者資格を取得した申立人の健康保険

整理番号の前後の被保険者のうち、申立人の資格喪失日（45 年 12 月 20 日）

前後約５年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たしていた女性被

保険者 31 人について脱退手当金の支給記録を確認したところ、申立人を含む

22 人に支給記録が確認できる上、当該支給記録の確認できる同僚のうちの一

人が、「脱退手当金に関する説明を受けたかどうか覚えていないが、年金事務

所へは行ったことが無いので、脱退手当金は事業所で担当者から受領したと思

う。」と回答していることを踏まえると、申立期間に係る事業所においては、

脱退手当金の代理請求を行っていた可能性が考えられる。 

さらに、申立人に聴取しても、申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶が

無いという申立人の主張のほかに、脱退手当金を受給していないことをうかが

わせる周辺事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4099 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月 21日から 46年 10月１日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）の法人登記を昭和 45年 12月＊日に完了した

ので、同日より厚生年金保険に加入していたはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社の法人登記が完了した昭和 45年 12月＊日から厚生年金保

険に加入していたはずである。」と主張している。 

しかしながら、申立人は、「部下がＡ社の法人登記に係る会社成立日に厚生

年金保険等の適用手続を行った。」と主張しているところ、当該部下の被保険

者記録を確認しても申立人と同日に被保険者資格を取得している上、当該部下

は連絡先不明のため、当時の状況を確認することができない。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格を取得

した申立人を除く６人のうち、所在の確認できた４人に当時の状況を聴取して

も、申立人の申立てを裏付ける証言や証拠は得られない上、申立人は、申立期

間から現在に至るまで同社の代表取締役であるところ、「申立期間当時の書類

は残っていない。」と回答しており、申立人の厚生年金保険の加入状況等につ

いて確認できない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は、

昭和 46年 10月１日に厚生年金保険の新規適用を受けた記載が確認でき、オン

ライン記録と一致している上、同社の新規適用日において、申立人を含む７人

が厚生年金保険被保険者資格を取得したことが確認できるところ、当該７人の

同資格取得日はオンライン記録とも一致しており、新規適用日及び資格取得日

を訂正した等の不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で



 

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の

対象とすることはできない旨規定されている。  

仮に、当該期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることができたとしても、申立人は、申立期間当時、上記のとお

り、特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行してい

ないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると

認められることから、当該期間については、同法に基づく記録訂正の対象とす

ることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4100  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 11月１日から平成２年 10月１日まで 

私のＡ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報

酬月額が、申立期間直前の標準報酬月額よりも低くなっている。社会保険事

務所（当時）の入力処理誤りと思われるため、調査の上、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「社会保険事務所が（自身の）Ａ社における申立期間の標準報酬

月額を誤って入力処理した。」と主張しているところ、オンライン記録による

と、申立人の標準報酬月額は、平成元年６月５日に、昭和 63年 11月１日に遡

って、それまでの 47万円から 36万円に、減額変更（随時改定）されている記

録が確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該遡及処理は直近の定時決定を

超えた遡及処理ではない上、申立てに係る事業所の取締役及び親族の合計４人

の標準報酬月額についても申立人と同様に、平成元年６月５日に、昭和 63 年

11月１日に遡って減額変更されている記録が確認できる。 

また、商業登記簿謄本により、申立人は申立期間当時において、申立てに係

る事業所の取締役であったことが確認できるところ、「申立期間において、私

が社会保険事務手続及び給与計算事務を含む経理事務を行っていた。時期は不

明であるが、役員報酬を調整したことがある。」と供述している。 

さらに、上記遡及処理日（平成元年６月５日）後の同年 10 月の定時決定は

同年８月に、また、２年 10 月の随時改定は同年同月に、それぞれ適正に処理

されていることが確認できる上、申立てに係る事業所は、上記の元年 10 月の

定時決定における算定基礎届を提出する機会及び２年 10 月の随時改定におけ



 

る月額変更届を提出する機会の合計２回の機会において、従前の申立人の標準

報酬月額が 36 万円であることを確認することができたと考えられ、上記届出

が適正に行われていたことから、上記届出に基づく保険料の納付の告知が当該

事業所に行われていたと考えられる。 

これらのことから判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額についての

随時改定による遡及処理、その後の定時決定及び随時改定に伴う届出は、社会

保険事務所に対し、当時の事実に即した届出がなされていたものと考えるのが

相当である。 

加えて、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）

が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、

又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対象とす

ることはできない旨規定されていることから、仮に、申立期間について、申立

人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたとしても、オンライン記録及び商業登記簿謄本から、申立期間

当時、申立人は申立てに係る事業所の代表取締役の妻であり、取締役であった

ことが確認できる上、申立期間当時、申立てに係る事業所において社会保険事

務手続担当者であったと供述していることから、上記のとおり特例法第１条第

１項ただし書の規定に該当する者と認められることから、申立期間については、

同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4101 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年４月 15日から同年７月 17日まで 

             ② 昭和 30年８月 24日から同年 12月 31日まで 

             ③ 昭和 31年３月 10日から 32年４月 11日まで 

             ④ 昭和 32年３月 11日から 35年９月１日まで 

私は、国（厚生労働省）の年金記録において、脱退手当金を受給したこと

になっているが、受給した記憶は無い。調査の上、年金記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人の前後の女性 40 人中、当該事業所で脱退手当金の受給資格を有する者が

27 人確認でき、そのうち当該事業所を最終事業所として脱退手当金の支給決

定記録の確認できる 17人のうち、申立人を含む 13人が厚生年金保険被保険者

資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされていることが確認できる上、当

該支給決定記録の確認できる 13 人のうちの３人が、「出産退職前、事務担当

者に『社会保険事務所（当時）へ行って脱退の手続をするから。』と言われ、

手続を任せた。」、「退職前に、担当者から説明を聞き受給手続を頼んだと思

う。脱退手当金は社会保険事務所ではなく、会社でもらったと思う。」、「結

婚退職時に脱退手当金を受給したと思う。退職前に、担当者から『退職後働く

予定は有るか。』と聞かれ、『働く予定は無い。』と返事した記憶が有るので

脱退手当金の受給手続を会社でしたものと思う。」とそれぞれ証言しているこ

とから、当該事業所においては、事業主による代理請求が行われていた状況が

うかがえ、申立人が当該事業所において被保険者資格を喪失した約３か月後の

昭和35年12月６日に脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、



 

申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金

の裁定のために必要となる標準報酬月額等を、社会保険庁（当時）から当該脱

退手当金の裁定庁へ回答したことを示す「35.10.５回答済」の押印が確認でき

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 このほか、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4102（事案 1723の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月１日から 50年８月１日まで 

    義父が代表者であったＡ社に入社したが、不況により他社で働くように言

われ、同業のＢ社に転職した。転職するまでの期間については厚生年金保険

被保険者期間がつながっているはずである。当時の資料があったので、検証

の上、記録の訂正を願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）オンライン記録によると、Ａ社は既

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていることが確認できるところ、商業

登記簿謄本により確認できるＡ社（昭和 61 年４月＊日に設立登記）の代表者

は、「当時会社は一旦廃業したため、関係書類も保管しておらず、申立人に関

する当時の状況を確認することができない。」と証言しており、申立期間にお

ける申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の有無について確認できな

いこと、ⅱ）昭和 49年３月１日から同年４月 26日までの期間における厚生年

金保険の被保険者は、当時の事業主の妻一人であることが確認できるが、当該

被保険者は既に死亡しており、申立人が申立期間において厚生年金保険に加入

していたことを裏付ける証言や証拠を得ることができないこと、ⅲ）オンライ

ン記録によると、申立人は申立期間において国民年金保険の被保険者資格を取

得しており、49年３月から 50年６月までの間、国民年金保険料を納付してい

ることが確認できること等から、当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正の

あっせんは行わないとの判断を行った旨、平成 22年５月 24日付けで通知が行

われている。 

申立人は、今回新たに、当時の資料を提出し、年金記録を訂正するよう主張

している。 



 

しかしながら、Ｃ会が発行した登録証の職歴欄の記載によると、申立人は、

昭和 45年１月 31日にＤ社、50年２月１日にＥ社及び 51年１月３日にＡ社に

勤務したことが確認できるところ、申立人は、「この登録証は、当時、現場作

業の際に自身の経歴を明示する必要があるために所持していたものである。Ｄ

社及びＡ社の記載についてはＡ社の親会社であって当該親会社の名称を職歴

として記載したものである。」と供述しているものの、当該登録証は申立人が

申立期間にＡ社において厚生年金保険の被保険者であったことを示す資料と

は認められない。 

また、申立人の国民年金手帳、Ｆ市が保管する申立人に係る国民年金被保険

者名簿及び同印紙検認記録によると、申立人は、昭和 49年３月 19日に同被保

険者資格を取得し、50年８月１日に同資格を喪失した旨の記載が確認でき、申

立人は、当該期間について国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、申立人は、「申立期間中に疾病を患い入院が必要と診断された際に、

国民健康保険で取り扱ってもらった。」と供述している。 

加えて、申立人は、国民年金手帳（年金記録欄は空白）、資格取得年月日が

昭和34年３月５日で厚生年金保険被保険者記号番号が＊である同被保険者証、

平成 16年４月 20日発行の申立人の被保険者記録照会回答票、Ｇ市が７年３月

＊日に発行した申立人の被災証明書及びＨ地方裁判所Ｉ支部が２年 12 月＊日

に発行した申立人の破産免責決定通知書を提出しているが、当該資料は、申立

人が申立期間について厚生年金保険に加入していたことを示す資料とは認め

られない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


